
 

平成３０年２月２０日 

 

大口町議会 

議長  宮 田 和 美 様 

 

                        大口町議会 議会運営委員会 

委員長  丹 羽   孝 

 

 

議員定数及び議員報酬に関する検討結果について（答申） 

 

 平成２８年７月１１日付けで議長から諮問のありましたこのことについて、下記の

とおり答申します。 

記 

１ 答申 

 (1) 議員定数について 

   議員定数は、現状の１５人を維持する。 

   議会には、行政に対し、住民の多様な意見の反映や政策の立案、監視機能が求

められており、本町議会議員における地域の代表としての活動範囲、常任委員会

等の議会運営上の観点から、議員定数は現状の人数が適正であると考えられる。 

 

 (2) 議員報酬について 

議員報酬は、現状の月額を維持する。 

   議員報酬は、制度上、職務の遂行に対する対価であり、生活給ではないとされ

ているが、住民の理解のもと、議員がその職責を果たし、今後、住民が立候補す

る機会や意欲を損なわないためにも一定の保障が必要との観点から、議員報酬は

現状の月額が適正であると考えられる。 

 

２ 付帯意見 

平成２９年７月に実施した「大口町議会に関するアンケート調査」では、全体と

して住民の町議会への関心が低い傾向がみられ、その結果、議員定数や議員報酬の

あり方についても「分からない」との回答が多く寄せられた。 

今回の答申は、全議員で議論を尽くすとともに、こうした住民の声も踏まえたも

のである。議員定数及び議員報酬には明確な算出根拠がないため、議会自らの責任

において、その方針を示さなければならないが、まずは、住民の議会への関心が高



 

まり、理解が深まらなければ、議会としての説明責任そのものが果たせない。 

  また、現在、議論が重ねられている「地方議会のあり方に関する研究会」（総務

省）や「町村議会議員の議員報酬等のあり方検討委員会」（全国町村議会議長会）

の検討結果によっては、現行の議会制度の見直しも考えられる。 

  そのため、町議会として、議員定数及び議員報酬を含めた議会制度全般について、

今後も引き続き議論しながら、住民に対し、議会報告会、議会広報等により、説明

していく必要があることを付帯意見とする。 

 

３ 検討結果 

  「議員定数及び議員報酬に関する検討結果報告書」のとおり。 
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【主要経過】 

 

平成２８年 ７月１１日 議長が議会運営委員会委員長に諮問 

  

平成２８年 ７月１４日 議会運営委員会を中心に議会で検討開始 

  

平成２８年１１月１２日 意見交換会 豊田学習等共同利用施設 

下小口学習等共同利用施設 

  

平成２９年 ４月１４日 議会運営委員会委員長が議長に中間報告 

  

平成２９年 ７月 大口町議会に関するアンケート調査を実施 

  

平成２９年１０月 大口町議会に関するアンケート調査の結果を報告書

としてまとめる 

  

平成３０年 ２月 ３日 議会報告会 中小口地区コミュニティーセンター 

  

平成３０年 ２月 ４日 議会報告会 余野学習等共同利用施設 

  

平成３０年 ２月１４日 議会運営委員会が答申案を決定 

  

 

 

 

 

  



 

１ はじめに 

 

議会は、住民を代表する公選の議員をもって構成される意思決定機関として、地方

公共団体の具体的政策を最終決定し、執行機関である首長の行財政運営が適正かつ効

率的に執行されているかを、住民の立場に立って監視する使命を持っている。 

 一方、地方分権改革の進展により、議会の機能強化とともに、議会自らが決定する

自由度の拡大も進み、今、議会には、その役割と責任において、議会活動をさらに充

実させ、住民の負託に応えることが強く求められている。 

 この間、大口町議会では、開かれた議会の実現のため、議会のあるべき姿について

議論しながら、議会だよりの充実、議会中継のインターネット配信の試行等、積極的

な情報の発信と議会改革に取り組んできた。 

こうした取組の中、平成２２年５月、議会基本条例検討特別委員会を設置し、議会

活動の規範となる条例の制定に関する調査・研究を開始した。その後、平成２５年５

月に特別委員会の名称を議会基本条例策定特別委員会に変更し、条例の策定に向けた

動きを本格化させ、平成２６年１２月、議会運営の基本事項を定め、議会の役割と活

動の指針となる「大口町議会基本条例」を制定し、翌年５月から施行し、現在に至っ

ている。 

今回、議長から諮問された議員定数及び議員報酬については、議会改革における課

題の一つとして、議会自らを形成する要素であり、かつ、議会力の根幹である。そし

て、同時に、住民に対し、説明責任を果たすべき重要事項である。 

議会運営委員会は、大口町議会基本条例の趣旨に則り、平成２８年７月、議長から

諮問を受けた後、「議員定数及び議員報酬はどうあるべきか」という課題について、

平成２９年４月の中間報告を経て平成３０年２月までの間、意見交換会や議会に関す

るアンケート調査、議会報告会により住民の声を聴くとともに、議会全体で議論を重

ねた。その結果を取りまとめ、ここに答申として報告する。 
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２ 諮問内容 

 

平成２８年７月１１日 

大口町議会 議会運営委員会 

 委員長 齊木 一三 様 

大口町議会 

 議長 丹羽  勉 

諮問書 

 下記事項について、諮問します。 

記 

１ 諮問事項 

 (1) 大口町議会議員定数について 

 (2) 大口町議会議員報酬について 

２ 答申時期 

  答申は、それぞれの各種手続き、住民への周知なども含め、次期大口町議会議

員選挙（２０１９年４月）に適用できるようにご配慮願いたい。 

３ 検討の手順 

 (1) 議員間の議論、検討 

 (2) 地域住民、町内の各種団体からの意見聴取 

４ 検討の内容 

(1) 議員定数について 

   議員定数は削減すればよいというものでも、多ければよいというものでもな

く、いろいろな要件の中でバランスのとれた定数であることが期待されると思

われる。 

   ア 会議体としての議会の能率的な運営ができる定数であること。 

   イ 多数の住民が推す優れた人材が選出される定数であること。 

   ウ 町の組織体として、すなわち職員との調和が保たれる定数であること。 

   エ 民意が反映できる定数であること。 

   オ 議会の権能を発揮できる組織体であること。 

     ・議事機関としての権能―議論のできる定数であること。 

     ・立法機関としての権能―専門的な機能が発揮できる定数であること。 

     ・監視機関としての権能―チェック機関として適正である定数であるこ

と。 

(2) 議員報酬について 

   ア 子育て世代が政治参加できる環境であること。 
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   イ 常勤ではないものの、それに近い活動をせざるを得ないこと。 

   ウ 町民に理解されること。 

   エ 議員としての道が開けること。 

   オ 公選職とのバランスがとれていること。 
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３ 基本事項 

 

（１）大口町議会基本条例（抄） 

平成２６年１２月２２日 

条例第２９号 

（目的） 

第１条 この条例は、住民に身近な自治体における議会及び議員の活動の活性

化及び充実のために必要な議会運営の基本的事項を定めることにより、住民

全体の立場に立って執行機関の活動を監視するとともに、大口町の住民の福

祉の向上及び持続的で豊かなまちづくりの実現に寄与することを目的とす

る。 

 

（議員定数） 

第１０条 議員定数は、大口町議会議員定数条例（平成１４年大口町条例第１

号）で定めるものとする。 

２ 議員定数の改正に当たっては、この条例の目的を遂行し、機能を発揮する

ため、人口、面積、財政力、住民意見等を総合的に判断して、適正な定数を

決定するものとする。 

３ 議員定数の条例改正議案は、法第７４条第１項の規定による住民の直接請

求及び執行機関が提出する場合を除き、明確な改正理由を付して、議員が提

出するものとする。 

 

（議員報酬） 

第１１条 議員の報酬は、大口町議会の議員の議員報酬、費用弁償及び期末手

当に関する条例（昭和３６年大口村条例第１号）で定めるものとする。 

２ 議員報酬の改正に当たっては、議会が有する役割、責任、住民意見等を考

慮するとともに、町の常勤特別職及び一般職の職員に支給される給与の状

況、他の市町村の動向、町の財政状況等を総合的に判断して、適正な議員報

酬を決定するものとする。 

３ 議員報酬の条例改正議案は、法第７４条第１項の規定による住民の直接請

求及び執行機関が提出する場合を除き、明確な改正理由を付して、議員が提

出するものとする。 

 

附 則 

この条例は、平成２７年５月１日から施行する。 
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（２）議員定数 

ア 議員定数 

    条例の定数 １５人（平成１９年４月の一般選挙から適用） 

現議員数  １５人 

 

イ 経過 

年 月 内     容 

昭和３７年 ４月 町制を施行した当時、大口町の人口は１万人を超えて

いた。 

地方自治法上の定数は２６人だったが、大口町議会の

議員の定数を減少する条例(昭和３７年大口町条例第

１０号)を制定し、定数２２人を維持した。 

昭和５９年 ３月 議員定数検討特別委員会の設置、協議を経て、大口町

議会の議員の定数を減少する条例を改正、定数を２２

人から１８人に削減した。 

平成１４年 ３月 大口町議会議員定数条例（平成１４年大口町条例第１

号）を制定、定数を１８人とした。 

平成１７年１２月 大口町議会議員定数条例を改正、定数を１８人から１

５人に削減し、平成１９年４月の一般選挙から適用し

た。 

 

  ウ 備考 

年 昭和５８年 昭和６２年 平成１１年 平成１７年 

人 口 16,941 人 17,358 人 20,162 人 21,245 人 

法定数 ２６人 ２６人 ２６人 ２６人 

議員数 ２２人 １８人 １８人 １８人 

年 平成１９年 平成２３年 平成２７年 

人 口 21,588 人 22,126 人 23,260 人 

法定数 ２６人 ２６人 ― 

議員数 １５人 １５人 １５人 

＊ 人 口…各年４月１日現在。 

＊ 法定数…地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律

（平成１１年法律第８７号）による地方自治法の改正あり（平

成１５年１月１日施行）。 
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議員の定数（地方自治法第９１条） 改正前 改正後 

人口１万以上２万未満の町村 ２６人 ２２人 

人口２万以上の町村 ３０人 ２６人 

議員の定数は、地方自治法により条例で定めるものとされ、市

町村の人口規模に応じた上限が定められていた（上表）が、地

方自治法の一部を改正する法律（平成２３年法律第３５号）の

施行（平成２３年８月１日）により廃止された。 

 

（３）議員報酬 

  ア 議員報酬 

（平成２９年４月１日現在） 

 報酬月額 所得税額 差引支給額 

議長 
389,000 円 

(414,000 円) 

80,600 円 

(90,800 円) 

308,400 円 

(323,200 円) 

副議長 
321,000 円 

(334,000 円) 

57,700 円 

(61,100 円) 

263,300 円 

(272,900 円) 

常任委員会委員長 
306,000 円 

(313,000 円) 

54,200 円 

(55,400 円) 

251,800 円 

(257,600 円) 

議会運営委員会委員長 
306,000 円 

(313,000 円) 

54,200 円 

(55,400 円) 

251,800 円 

(257,600 円) 

議員 
292,000 円 

(303,000 円) 

50,500 円 

(53,500 円) 

241,500 円 

(249,500 円) 

＊ 平成２７年５月１日改正。（ ）は改正前。 

 

イ 議員報酬の推移 

 町長 議員報酬 

月  額 

町長の給料月額に対する比率 

 給料月額 
減額条例 

適  用 
給料月額 減額条例適用 

昭和 61 年 630,000 円 ― 210,000 円 33.3％ ― 

昭和 62 年 660,000 円 ― 210,000 円 31.8％ ― 

平成 8 年 910,000 円 ― 300,000 円 33.0％ ― 

平成 10 年 910,000 円 ― 303,000 円 33.3％ ― 

平成 19 年 910,000 円 643,300 円 303,000 円 33.3％ 47.1％ 

平成 22 年 900,000 円 643,300 円 303,000 円 33.7％ 47.1％ 

平成 25 年 900,000 円 643,300 円 303,000 円 33.7％ 47.1％ 

平成 26 年 900,000 円 ― 303,000 円 33.7％ ― 

平成 27 年 885,000 円 ― 292,000 円 33.0％ ― 
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  ウ 備考 

全国町村議会議長会「議員報酬の適正化に関する申し合わせ」（昭和５３年

７月２５日）に基づく基準 

議長 長の給料月額の４０％を通常標準  ５４％を上限標準 

副議長 長の給料月額の３３％を通常標準  ３７％を上限標準 

議員 長の給料月額の３０％を通常標準  ３１％を上限標準 

人口段階別標準として、 人口５，０００人未満で通常標準の１割減 

 人口２万人以上で１割増 

 （全国町村議会議長会「２０世紀の歩み」より） 
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４ 検討結果 

 

（１）議員定数について 

議員定数は、現状の１５人を維持する。 

 

  【理由】 

議員は、地域の代表として、地域の多様な要望や問題の解決を図るため、住

民と行政を繋ぐ重要な役割を担っており、一定の人数を必要とする。 

また、一般的に、議員定数は、近隣自治体や類似団体と比較されることが多

い。しかし、地域の特性はもとより、常任委員会の構成等、議会運営の実態が

異なることから、各自治体議会の適正な議員定数を一律に判断することは難し

い面がある。 

本町議会においては、この間、議論を重ねた結果として、議員定数を２２人

から１８人に、そして、現在の１５人まで削減してきた。 

議会運営委員会としては、その経緯や「大口町議会に関するアンケート調査」

の結果を踏まえ、全議員で検討した結果、本町議会の議員定数のあり方を、次

の二点に集約した。 

第一に、議員定数は、議会改革の推進に繋げられること。 

本町議会は「開かれた議会」を目指し、数年前から議会改革に取り組んでい

るところであるが、議会報告会の開催等、住民の意見や要望を聴く場を設けた

ことにより、以前と比較すると、議会が果たすべき役割、議員一人ひとりの活

動量は増大しており、今後の新たな取組により、さらにその傾向は続くと予想

される。 

第二に、議員定数は、議会の機能に支障をきたさないこと。 

常任委員会は、討議できる人数として一常任委員会につき７人から８人、少

なくとも６人は必要とされている。本町議会の常任委員会は、議員定数を１５

人として以降、６人から８人で構成されているが、これまで大きな支障もなく

運営されてきている。 

以上、議会には、行政に対し、住民の多様な意見の反映や政策の立案、監視

機能が求められており、本町議会議員における地域の代表としての活動状況、

常任委員会等の議会運営上の観点から、議会運営委員会は、議員定数は現状の

１５人が適正と考えられると判断した。 
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（２）議員報酬について 

議員報酬は、現状の月額を維持する。 

 

  【理由】 

議員報酬も議員定数と同様、近隣自治体や類似団体と比較されることが多く、

根拠となる明確な計算方法はない。そのため、議員の年間の活動を記録して平

均活動時間を求め、長の公務平均時間と比較することで議員報酬を試算し、検

討資料とする自治体議会の例がみられる。 

本町議会では、長年、全国町村議会議長会による「議員報酬の適正化に関す

る申し合わせ」（昭和５３年７月２５日）に基づく基準を参考としており、現

在は、町長の給料の３３％を議員報酬としている。なお、議員報酬の額の調査

審議は、町の附属機関である大口町行政経営審議会が所掌している。 

    議会運営委員会としては、その経緯や「大口町議会に関するアンケート調査」

の結果を踏まえ、全議員で検討した結果、本町議会の議員報酬のあり方を、次

の二点に集約した。 

    第一に、議員報酬は、議員の職責に見合い、住民に理解されるものであるこ

と。 

大口町議会基本条例第３条では、「町政全般について、その課題並びに住民

の意見及び要望を的確に把握するとともに、自らの能力を高め、住民の代表と

してふさわしい活動」、「個別的な事案の解決だけではなく、住民全体の福祉の

向上を目指した活動」といった議員の活動原則を規定しているが、その内容が

本町議会議員の職責に繋がるものであり、議員報酬は、議員活動の対価にふさ

わしい額として、住民に理解されなければならない。 

   第二に、議員報酬は、住民が立候補する機会や意欲を保障するものであるこ

と。 

    現在の本町議会の議員報酬の額は、全国又は愛知県内の町議会と比較しても

高い位置にはある。その一方で、議会改革の推進により、議員としての責務は

増加しており、体力的にも他の職を兼ねた議員の活動は困難な状況にあること

は否めず、住民が立候補する機会や意欲を持てるよう、議員報酬に一定の保障

は必要である。 

以上、議員報酬は、制度上、職務の遂行に対する対価であり生活給ではない 

とされているが、住民の理解のもと、議員がその職責を果たし、今後、住民が

立候補する機会や意欲を損なわないためにも一定の保障が必要との観点から、

議員報酬は現状の月額が適正と考えられると判断した。 
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５ 今後の対応 

 

平成２９年７月に実施した「大口町議会に関するアンケート調査」は、議長からの

諮問を受け、議会運営委員会において答申に向けて検討する中、実施することを決定

したものである。 

大口町議会に関するアンケート調査では、町議会への関心や認知度、町議会の活動

内容に対する評価、情報公開等に関し、幅広い年齢層の住民から回答を得られたと同

時に、多くの貴重な意見が寄せられた。調査結果をみると、全体としては、住民の町

議会への関心が低い傾向がみられ、その結果、議員定数や議員報酬のあり方について

も「分からない」との回答が多く、現状が浮き彫りとなった。住民からは、町議会や

議員に対し、厳しい意見があった一方で、これからの議会の取組に期待する意見もあ

り、町議会としては、限られた人数ではあるが、住民の議会に対する考えを把握する

ことで、自らを客観的に認識することができ、今後、取り組むべき課題の検討が始め

られたことは大きな成果である。 

今回の議員定数及び議員報酬に関する検討結果は、こうした住民の声も踏まえ、全

議員で議論し、町議会としての結論に至ったものである。 

議員定数及び議員報酬には明確な算出根拠がないため、議会自らの責任において、

その方針を示さなければならないが、まずは、住民の議会への関心が高まり、理解が

深まらなければ、議会としての説明責任そのものが果たせない。 

また、現在、議論が重ねられている「地方議会のあり方に関する研究会」（総務省）

や「町村議会議員の議員報酬等のあり方検討委員会」（全国町村議会議長会）の検討

結果によっては、現行の議会制度の見直しも考えられ、これらの動きも注視していく

必要がある。 

そのため、今後の対応として、町議会においては、議員定数及び議員報酬を含めた

議会制度全般について、他自治体議会の先進事例を研究しながら、引き続き議論を継

続し、議会報告会、議会広報等により、住民に理解を深めてもらえるよう努力してい

かなければならない。 
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６ 検討経過 

 

平成２８年 ７月１４日 議会運営委員会 

・議員定数、議員報酬について 

平成２８年 ７月１９日 全員協議会 

・議員定数及び議員報酬について 

平成２８年 ８月２２日 議会運営委員会 

・議員定数、議員報酬について 

・意見交換会（議会報告会）の開催について 

平成２８年 ９月 ６日 議会運営委員会 

・意見交換会について 

平成２８年 ９月１５日 全員協議会 

・意見交換会について 

平成２８年１０月１４日 議会運営委員会 

・意見交換会について 

平成２８年１０月１８日 全員協議会 

・意見交換会について 

平成２８年１１月 １日 全員協議会 

・意見交換会の最終確認について 

平成２８年１１月１２日 意見交換会 

・豊田学習等共同利用施設 

・下小口学習等共同利用施設 

平成２８年１１月１５日 全員協議会 

・意見交換会 意見の取りまとめについて 

平成２８年１１月１７日 議会運営委員会 

・意見交換会速報版について 

平成２８年１１月１７日 全員協議会 

・意見交換会報告書の取りまとめについて 

平成２８年１１月２２日 議会運営委員会 

・議会との意見交換会について 

平成２８年１２月 ６日 総務建設常任委員会協議会 

・意見交換会における意見・要望の取扱いについて 

平成２８年１２月 ９日 正副委員長会議 

・平成２９年度の予算について 

平成２８年１２月２７日 議会運営委員会 
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・意見交換会での意見等の対応について 

平成２８年１２月２７日 全員協議会 

・意見交換会での意見等の対応について 

平成２８年１２月２７日 議会報告会実施報告書の提出 

平成２９年 １月１０日 町長に対し、住民の意見への対応を文書で依頼 

平成２９年 １月１９日 議会運営委員会 

・議会報告会実施要綱について 

・議会アンケートについて 

・今後のスケジュールについて 

平成２９年 １月２６日 全員協議会 

・議員の定数と報酬について 

平成２９年 ２月 ９日 議会運営委員会 

・議会報告会実施要綱について 

・議会アンケートについて 

平成２９年 ２月２０日 議会運営委員会 

・議会アンケートについて 

・諮問に対する中間報告について 

平成２９年 ３月２７日 全員協議会 

・議会報告会実施要綱について 

平成２９年 ３月２７日 議会運営委員会 

・議会アンケートについて 

・諮問に対する中間報告について 

平成２９年 ４月１４日 議会運営委員会 

・諮問に対する中間報告について 

平成２９年 ４月２７日 議会運営委員会 

・諮問に対する中間報告について 

平成２９年 ５月１０日 全員協議会 

・議会報告会プロジェクト員の選任について 

平成２９年 ５月２３日 議会運営委員会 

・議会アンケートについて 

平成２９年 ６月 ２日 議会運営委員会 

・議会アンケートについて 

・諮問に対する中間報告について 

平成２９年 ７月２７日 全員協議会 
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・議会に関するアンケート調査の回答状況について 

平成２９年 ８月１７日 議会運営委員会 

・議会に関するアンケート調査結果（単純集計）について 

平成２９年 ８月２５日 全員協議会 

・議会に関するアンケート調査結果（単純集計）について 

平成２９年 ９月１９日 議会運営委員会 

・議会に関するアンケート調査報告書について 

・議会報告会について 

平成２９年 ９月２７日 議会運営委員会 

・議会報告会について 

・議会アンケート調査報告について 

平成２９年 ９月２９日 全員協議会 

・議会に関するアンケート調査報告書について 

平成２９年１０月 ４日 議会報告会プロジェクト会議 

・開催日時について 

・各会場への担当割振りについて 

平成２９年１０月２４日 議会運営委員会 

・議会報告会について 

・議会に関するアンケート調査報告書について 

平成２９年１０月２７日 全員協議会 

・議会運営委員会協議結果について 

平成２９年１１月１４日 議会運営委員会 

・今後のスケジュールについて 

・議員の定数、報酬について 

平成２９年１１月２０日 全員協議会 

・議会運営委員会協議結果（１１月１４日開催）について 

・議会に関するアンケート調査結果について 

平成２９年１１月２２日 議会報告会プロジェクト会議 

・周知方法について 

・班の構成及び役割分担について 

平成２９年１１月２７日 町に対する要望等の意見を町長へ送付 

平成２９年１１月２７日 議会運営委員会 

・議会報告会のテーマについて 

・議会報告会プロジェクト会議（１１月２２日開催）の結

果について 
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・議会に関するアンケート調査結果に対する意見について 

・今後の進め方について 

平成２９年１２月 １日 全員協議会 

・議会運営委員会協議結果（１１月２７日開催）について 

・議会に関するアンケート調査結果に対する意見について 

・その他 

平成２９年１２月 ５日 議会報告会プロジェクト会議 

・議会報告会の周知チラシについて 

・参加者アンケートについて 

・その他 

平成２９年１２月 ８日 議会運営委員会 

・議会報告会プロジェクト会議（１２月５日開催）の結果

について 

・議会だより アンケート調査結果素案について 

・全員協議会（１２月１日）の結果について 

平成２９年１２月１１日 全員協議会 

・議会運営委員会協議結果（１２月８日開催）について 

・議会報告会について 

・議会に関するアンケート調査結果に対する意見について 

平成２９年１２月１５日 議会報告会プロジェクト会議 

・周知チラシの貼付先について 

・議会報告会の記者発表について 

・議会アンケート調査結果の説明原稿の作成について 

平成２９年１２月２２日 議会運営委員会 

・議会報告会プロジェクト会議（１２月１５日開催）の結

果について 

・議員定数と報酬について 

・議会に関するアンケート調査結果に対する意見について 

平成２９年１２月２７日 全員協議会 

・議会運営委員会協議結果（１２月２２日開催）について 

・議員定数と報酬について 

・議会に関するアンケート調査結果に対する意見について 

平成３０年 １月 ９日 議会報告会プロジェクト会議 

・アンケート説明原稿の検討について 

平成３０年 １月１１日 全員協議会 
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・議会報告会プロジェクト会議（１月９日開催）の結果に

ついて 

・議員定数と報酬について 

・議会に関するアンケート調査結果に対する意見について 

平成３０年 １月１６日 議会報告会プロジェクト会議 

・定数・報酬の説明原稿の検討について 

平成３０年 １月２３日 議会運営委員会 

・議会報告会プロジェクト会議（１月１６日開催）の結果

について 

・議会に関するアンケート調査における町に対する要望へ

の対応について 

・今後のスケジュールについて 

平成３０年 １月２４日 全員協議会 

・議会運営委員会（１月２３日開催）の結果について 

・議会報告会配布資料について 

・議会報告会当日担当者の打合せについて 

・今後のスケジュールについて 

平成３０年 １月２４日 議会報告会プロジェクト会議 

・議会報告会最終確認（案）について 

平成３０年 １月２６日 全員協議会 

・議員定数・議員報酬の説明原稿について 

・議会報告会最終確認について 

・今後のスケジュールについて 

平成３０年 ２月 ３日 議会報告会 

・中小口地区コミュニティーセンター 

平成３０年 ２月 ４日 議会報告会 

・余野学習等共同利用施設 

平成３０年 ２月 ６日 全員協議会 

・議会報告会の結果について 

平成３０年 ２月 ６日 議会運営委員会 

・議員定数及び議員報酬について 

・答申の方向性について 

・答申案（骨子）について 

平成３０年 ２月１３日 議会報告会プロジェクト会議 

・議会報告会開催結果報告書について 
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平成３０年 ２月１４日 議会運営委員会 

・議員定数及び議員報酬について 

・答申案について 
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７ 検討内容 

 

平成２８年 ７月１４日 議会運営委員会 

【議員定数、議員報酬について】 

 ・議長からの諮問（平成２８年７月１１日付け）を受け、議員間の検討方法、地域住民

等からの意見聴取の方法を協議した。 

 ・協議の結果、全員協議会において今後の進め方を協議し、各議員の意見、各会派、議

会運営委員会等、議員間で検討することとした。また、議会報告会（意見交換会）は、

議員定数と議員報酬をテーマとして開催する方向で進めることとした。 

 

平成２８年 ７月１９日 全員協議会 

【議員定数及び議員報酬について】 

 ・全議員が議員定数及び議員報酬に対する自分の考え方をまとめ、議会運営委員会委員

長あて提出することとした（８月１６日期限）。 

 ・議会報告会は、議員定数及び議員報酬をテーマとした意見交換会という形で、１１月

頃に開催することとした。 

 

平成２８年 ８月２２日 議会運営委員会 

【議員定数、議員報酬について】 

 ・議員定数及び議員報酬に対する全議員の考え方について、取りまとめた結果を報告し

た。 

 ・議会運営委員会としては、平成２８年度、議員定数や議員報酬のみでなく、議会改革

として議論した様々な内容を、委員会としての検討結果としてまとめることとした。 

【意見交換会（議会報告会）の開催について】 

 ・議員定数と議員報酬をテーマとすることとした。 

 ・町内２地区（２会場）で開催することとし、１班あたり７人（議長を除く。）の２班に

分かれ、司会、進行等、各班で役割分担することとした。 

 ・住民に対し、町広報１１月号の折込みチラシ、町議会だよりの紙面、行政無線等によ

り、開催を周知することとした。 

 

平成２８年 ９月 ６日 議会運営委員会 

【意見交換会について】 

 ・開催期日を１１月１２日（土）とし、午後２時から豊田学習等共同利用施設、午後６

時から下小口学習等共同利用施設で開催することとし、時間配分としては全体で１時
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間半程度とした。 

 ・司会等の役割分担は議員全員に諮った上で、各班で決定することとした。 

 ・開催名称を「議会との意見交換会」とした。 

 ・アンケートは、平成２７年度の議会報告会で使用したものをもとに作成することとし

た。 

 ・意見交換会の開催結果を住民に周知するため、速報版を町広報１月号に折り込むこと

とした。 

 

平成２８年 ９月１５日 全員協議会 

【意見交換会について】 

 ・意見交換会の開催日時、場所等、９月６日の議会運営委員会で決定した事項を報告し

た。 

 ・資料として、町広報１１月号に折り込むチラシ案、アンケート用紙案を配布した。 

 ・各班に分かれ、司会等の役割分担を決定した。今後、各担当の打合せを行い、開催に

向けた準備に入ることとした。 

 

平成２８年１０月１４日 議会運営委員会 

【意見交換会について】 

 ・意見交換会開催に向けた準備の進捗状況の報告、最終調整を行った。 

 ・当日配布する資料、使用する器材、アンケートの回収方法、ポスターの掲示場所等に

ついて検討、決定した。 

 ・議会広報常任委員会にて編集作業中の議会だよりの原稿（現在の議員定数と議員報酬

に関する記事）を報告した。 

 ・議長の諮問に対する答申に向け、意見交換会終了後に検討する事項、今後のタイムス

ケジュールの必要性等について意見交換を行った。 

 

平成２８年１０月１８日 全員協議会 

【意見交換会について】 

 ・１０月１４日の議会運営委員会で協議した事項を報告した。 

 ・１１月１日に全員協議会を開催し、最終的な調整をすることとした。 

 ・１１月１５日に全員協議会を開催し、開催結果をまとめることとした。 

 

平成２８年１１月 １日 全員協議会 

【意見交換会の最終確認について】 
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 ・意見交換会の会場準備、進行、説明事項、質疑応答等について、最終確認を行った。 

 

平成２８年１１月１２日 意見交換会 

【豊田学習等共同利用施設】 

・時 間 午後２時００分～午後３時０８分 

・参加者 １０人（男９人、女１人） 

【下小口学習等共同利用施設】 

・時 間 午後６時００分～午後７時２５分 

・参加者 １６人（男１５人、女１人） 

 

平成２８年１１月１５日 全員協議会 

【意見交換会 意見の取りまとめについて】 

・記録担当者がまとめた報告書をもとに、意見交換会で住民から出された意見の内容確

認、議会として取り上げるべき課題、町に報告すべき課題等について、２班に分かれ

て協議を行った。 

・住民から出された意見、それに対する議会としての対応を協議し、報告書として整理

することとした。 

 

平成２８年１１月１７日 議会運営委員会 

【意見交換会速報版について】 

 ・議会広報常任委員会にて作成した速報版（案）を報告、町広報１月号に折り込むこと

を確認した。 

 

平成２８年１１月１７日 全員協議会 

【意見交換会報告書の取りまとめについて】 

 ・意見交換会での住民からの意見のうち、議会での検討が必要とした４件について、そ

の内容から、総務建設常任委員会にて対応することを決定した。 

 ・総務建設常任委員会は対応を協議、決定し、その結果を議会運営委員会に報告するこ

ととした。 

 

平成２８年１１月２２日 議会運営委員会 

【議会との意見交換会について】 

 ・意見交換会での住民からの意見の取扱いについて協議を行った。 

 ・今回を機に、報告書としてのまとめ方を検討し、議会報告会を毎年開催するにあたり、
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統一した様式を作成することとした。 

 ・議会報告会は、引き続き議会運営員会が担うのか、あるいは、別の組織が担うのか、

実施要綱を定めるのか、住民アンケートを実施するのかといった意見が出され、引き

続き検討することとした。 

 ・議員定数と議員報酬について、議員間での議論を深めることとした。 

 

平成２８年１２月 ６日 総務建設常任委員会協議会 

【意見交換会における意見・要望の取扱いについて】 

 ・意見交換会での住民からの意見のうち、議会での検討が必要とした４件について、そ

の対応を協議、決定した。 

 

平成２８年１２月 ９日 正副委員長会議 

【平成２９年度の予算について】 

 ・議会アンケートの実施に向け、議会運営委員会において、アンケート項目の内容を詰

めていくこととした。 

 

平成２８年１２月２７日 議会運営委員会 

【意見交換会での意見等の対応について】 

 ・１１月２２日開催の議会運営委員会において決定した、報告書、意見・提言の取扱い

に基づき、意見交換会の報告書としてまとめたものを報告した。 

 ・今後のスケジュールとして、議会報告会の実施にあたっての組織編成、実施要綱、住

民アンケートの実施に向けたアンケート項目の内容、議長の諮問に対する今年度分の

取組み状況の報告について、３月末までを目途に進めることとした。 

 ・議会だより２１０号（平成２９年１月２７日発行）の意見交換会の特集記事（案）を

報告した。今後、議会広報常任委員会にて校正を重ね、完成させることとした。 

 

平成２８年１２月２７日 議会全員協議会 

【意見交換会での意見等の対応について】 

 ・全員協議会に先立って開催された議会運営委員会において、決定された内容を報告し

た。 

 

平成２８年１２月２７日 議会報告会実施報告書の提出 

・議会運営委員会委員長から議長あて、「議会報告会実施報告書」を提出した。 
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平成２９年 １月１０日 町長に対し、住民の意見への対応を文書で依頼 

・議長から町長あて、「議会との意見交換会で住民からいただいた意見等への対応につい

て（依頼）」を文書により提出した。 

 

平成２９年 １月１９日 議会運営委員会 

【議会報告会実施要綱について】 

 ・実施要綱素案により、組織のイメージ、議会報告会プロジェクトの設置、副議長をリ

ーダーとしたプロジェクト構成員、各種様式等について検討した。 

【議会アンケートについて】 

 ・平成２９年度の実施に向け、３月末までにアンケート項目の内容を詰めていくことを

確認した。他自治体議会が実施したアンケートを参考に検討することとした。 

【今後のスケジュールについて】 

 ・１月２６日開催の全員協議会において、意見交換会の感想、住民から出された意見、

議員定数と議員報酬の考え方について、議員全員で協議することとした。 

 

平成２９年 １月２６日 全員協議会 

【議員の定数と報酬について】 

 ・議員定数と議員報酬についてどう考えているか、各議員が意見を出し合った。議会と

して結論を出すには時間を要するため、引き続き、議論を重ねていくこととした。 

 

平成２９年 ２月 ９日 議会運営委員会 

【議会報告会実施要綱について】 

 ・平成２８年度「はじめての議会報告会」、平成２９年度「議会との意見交換会」を実施

する中で検討・決定してきた内容、町独自の考え方を加味した実施要綱案について、

１条ずつ、内容を検討し、最終案として取りまとめた。 

【議会アンケートについて】 

 ・他自治体が実施したアンケートから、各委員が必要と考える項目を選択し、それらを

取りまとめた上で素案を作成することとした。 

 

平成２９年 ２月２０日 議会運営委員会 

【議会アンケートについて】 

 ・他自治体が実施したアンケートの項目、委員が素案として作成した項目から個人情報、

議会、議員、定数・報酬、広報の区分で２０項目を選択した。次回の議会運営委員会

で引き続き内容を詰めることとした。 
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【諮問に対する中間報告について】 

 ・議員定数及び議員報酬については平成２９年度も協議を継続するため、平成２８年度

における検討状況を中間報告としてまとめることとした。 

・中間報告の内容は、「検討経過」、「検討結果」、「今後の対応」とし、議会運営委員会か

ら議長に対し、４月までに提出することとした。 

 ・正副委員長で素案を作成し、次回の議会運営委員会で協議することとした。 

 

平成２９年 ３月２７日 全員協議会 

【議会報告会実施要綱について】 

 ・平成２９年３月２９日付けで告示し、平成２９年４月１日施行とする旨を報告した。 

 

平成２９年 ３月２７日 議会運営委員会 

【議会アンケートについて】 

 ・委員の意見を踏まえて選択したアンケート項目、アンケートのお願い（案）を示し、

委員間の最終協議をした。 

【諮問に対する中間報告について】 

 ・正副委員長による中間報告の素案を示し、協議、決定した。 

 

平成２９年 ４月１４日 議会運営委員会 

【諮問に対する中間報告について】 

 ・齊木一三委員長が丹羽勉議長に、諮問に対する中間報告をした。 

 ・中間報告では、主として、議会報告会の開催、議会アンケートの実施、議員間での議

論を尽くすことを今後の対応とし、答申に向け、引き続き協議を重ねることとした。 

 

平成２９年 ４月２７日 議会運営委員会 

【諮問に対する中間報告について】 

 ・事務局にて、議会運営委員会委員以外の議員に中間報告の写しを配布したことの報告。 

 

平成２９年 ５月１０日 全員協議会 

【議会報告会プロジェクト員の選任について】 

 ・議会報告会実施要綱の規定により、プロジェクト構成員を総務建設常任委員会委員及

び文教福祉常任委員会委員のうちから各１名、委員長により指名した。併せて、リー

ダーがサブリーダーを指名した。 
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平成２９年 ５月２３日 議会運営委員会 

【議会アンケートについて】 

 ・事務局より、アンケート調査業務の委託先を、一般社団法人地域問題研究所に決定、

５月１日付けで委託契約を締結したことを報告。 

 ・アンケート調査票（素案）について、質問ごとに内容を検討し、修正案として取りま

とめた。また、議会運営委員会以外の議員に対し、意見、質問等を依頼することとし

た。 

 

平成２９年 ６月 ２日 議会運営委員会 

【議会アンケートについて】 

 ・アンケート調査票（案）を決定した。 

 ・議員の定数及び報酬については、アンケート調査の結果を踏まえて検討することとし、

その後、議会報告会を開催する方向で進めることとした。 

【諮問に対する中間報告について】 

 ・議会だより２１２号（平成２９年７月２１日発行）に掲載する原稿案をもとに検討し、

委員から出された意見を含め、議会広報常任委員会にて編集することとした。 

 

平成２９年 ７月２７日 全員協議会 

【議会に関するアンケート調査の回答状況について】 

 ・事務局にて、７月２０日（回答期限）現在の回答状況を報告。 

・６月３０日にアンケートを発送。７月３日にホームページに掲載。７月４日から９日

まで及び７月１５日から１８日まで広報無線で周知。７月１３日に礼状兼督促はがき

を発送。 

 ・回答期間内では１，０１１人から回答があり、回答率は４０．４４％。７月末までに

返送された調査票も集計に含める。 

 ・今後のスケジュールについて、８月下旬に集計結果素案、９月中にアンケート結果最

終案、１０月以降にアンケート結果の公表、議会だよりへの掲載を予定。 

 

平成２９年 ８月１７日 議会運営委員会 

【議会に関するアンケート調査結果（単純集計）について】 

 ・事務局にて、自由意見を除く集計結果について報告。１，１３８人から回答があり、

回答率は４５．５２％。 

・集計結果は議会運営委員会以外の議員にも配布し、今後、委託先から詳細な集計結果

が届き次第、議会運営委員会にて内容の分析、検討を進めることとした。 
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平成２９年 ８月２５日 全員協議会 

【議会に関するアンケート調査結果（単純集計）について】 

 ・事務局にて、自由意見を除く集計結果について報告。委託先から詳細な集計結果が届

き次第、議会運営委員会にて検討する。集計結果は、議会運営委員会以外の議員にも

配布。 

 

平成２９年 ９月１９日 議会運営委員会 

【議会に関するアンケート調査報告書について】 

・報告書について、素案が完成したため、委託先である地域問題研究所の担当者から概

要説明。その後、質疑応答。 

・素案は、議会運営委員会以外の議員にも配布し、９月２９日開催の全員協議会で改め

て概要説明を受けることとした。 

・自由意見のうち町に対するものについて、特に重要と思われるものを各委員にて選択

することとした。 

 ・ホームページ、議会だより等により、アンケート調査結果を周知することとした。 

【議会報告会について】 

 ・議会報告会実施要綱の規定により、９月１３日付けで、宮田和美議長から丹羽孝委員

長あてに文書が送付されたことを受け、内容、日時、場所等を検討。各委員は、次回

の議会運営委員会までに考えをまとめ、提出することした。 

 

平成２９年 ９月２７日 議会運営委員会 

【議会報告会について】 

 ・名称を「議会報告会」、日時は１月又は２月の昼間、場所は余野及び中小口を候補、内

容はアンケート結果、議員の定数及び報酬の検討結果、意見交換とする。今後、議会

報告会実施要綱の規定により、議会報告会プロジェクトにて実施方法等を検討する。 

【議会アンケート調査報告について】 

・自由意見のうち町に対するものについて、重要と思われるものは議会で検討するが、

町に対し、すべての意見を送付することとした。 

・議会だより２１３号に掲載するアンケートに対するお礼の原稿案を報告。 

 

平成２９年 ９月２９日 全員協議会 

【議会に関するアンケート調査報告書について】 

 ・委託先である地域問題研究所の担当者から概要説明。その後、質疑応答。 
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平成２９年１０月 ４日 議会報告会プロジェクト会議 

【開催日時について】 

・開催日時及び場所は、平成３０年２月３日（土）は中小口地区コミュニティーセンタ

ー、４日（日）は余野学習等共同利用施設とし、時間はいずれも午後２時００分から

午後３時３０分までとした。施設利用の手続きについて、各区に確認することとした。 

【各会場への担当割振りについて】 

 ・２会場となるため、議員を７人ずつ、２班に分けた。議長は２会場とも出席とした。 

 

平成２９年１０月２４日 議会運営委員会 

【議会報告会について】 

・１０月４日開催の議会報告会プロジェクト会議の内容を報告。 

・開催日時及び場所は、平成３０年２月３日（土）は中小口地区コミュニティーセンタ

ー、４日（日）は余野学習等共同利用施設とし、時間はいずれも午後２時００分から

午後３時３０分までとすることに決定。 

・２会場となるため、議員を７人ずつ、２班に分けた。議長は２会場とも出席すること

で決定。 

・内容は、アンケート調査結果、議員の定数及び報酬、意見交換とし、詳細は今後、詰

めていくこととした。 

【議会に関するアンケート調査報告書について】 

 ・事務局にて、報告書の最終版及び概要版について説明。議会運営委員会、全員協議会

の承認後、印刷製本の作業に入ることを確認。 

 

平成２９年１０月２７日 全員協議会 

【議会運営委員会協議結果について】 

・１０月２４日開催の議会運営委員会の協議結果を報告。 

・議会報告会の開催日時及び場所は、平成３０年２月３日（土）は中小口地区コミュニ

ティーセンター、４日（日）は余野学習等共同利用施設とし、時間はいずれも午後２

時００分から午後３時３０分までとする。２会場となるため、議員を７人ずつ、２班

に分けた。議長は２会場とも出席することで決定。内容は、アンケート調査結果、議

員の定数及び報酬、意見交換とし、詳細は今後、詰めていく。 

・議会に関するアンケート調査報告書について、報告書の最終版及び概要版を承認。全

員協議会にて承認、印刷製本の作業に入ることとした。 
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平成２９年１１月１４日 議会運営委員会 

【今後のスケジュールについて】 

 ・議会運営委員会、全員協議会及び議会報告会プロジェクト会議について、２月中旬ま

での会議日程をあらかじめ決定した。会議日程を追加・変更する場合は、随時、調整

することとした。 

【議員の定数、報酬について】 

 ・昨年８月、全議員が議員定数及び議員報酬に対する自分の考え方をまとめ、提出した

が、議会に関するアンケート調査の結果を踏まえ、再度、全議員が現在の自分の考え

方をまとめ、提出することとした（１２月８日期限）。 

 ・定数と報酬について、委員間で討議した。 

【意見】 

・「開かれた議会を」というが、これ以上定数を減らすと進められないのではないか。

議員は地域とのパイプ役である。議員の人数が減れば、住民の町に対する要望が届

きにくくなるのではないか。 

・アンケート調査結果からも、現状としても、議員定数を増やす状況にはないため、

現状維持とせざるを得ないのではないか。 

・議会が何をやっているかを住民が分からないことに問題がある。設備や予算の問題

もあるが、本会議の中継を増やし、議会のことを知ってもらうようにしたらどうか。 

・「定数を減らせ」という風評はよく聞く一方で、「やれるだけの仕事をやってもらえ

ばいい」という声もある。 

・定数と報酬は別々の問題だが、議会費の中で２つを併せて検討するという考え方も

ある。 

・一般的に、定数は人口規模で比較されることが多く、「大口町の議員定数は多い」と

言われることがある。 

・住民の議会への関心を一度に高めるのは難しい。定数を減らせば関心が高まるわけ

でもない。関心を持ってもらえるよう、今、取り組んでいることを地道に続けてい

くしかない。 

・アンケート調査結果を踏まえ、議会として、行動を起こさなければならない。 

 

平成２９年１１月２０日 全員協議会 

【議会運営委員会協議結果（１１月１４日開催）について】 

 ・議会運営委員会、全員協議会及び議会報告会プロジェクト会議の今後のスケジュール

について、２月中旬までの会議日程をあらかじめ決定した。会議日程を追加・変更す

る場合は、随時、調整することとした。 

・昨年８月、全議員が議員定数及び議員報酬に対する自分の考え方をまとめ、提出した
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が、議会に関するアンケート調査の結果を踏まえ、再度、全議員が現在の自分の考え

方をまとめ、提出することとした（１２月８日期限）。 

【議会に関するアンケート調査結果について】 

 ・調査結果報告書のうち、「４．大口町議会について」（Ｐ８～１７）の内容について、

全議員で課題、改善案等について協議した。意見としては、議会としてなすべきこと、

一議員としてなすべきことの２点に分類された。 

【意見】 

・議会や議員の活動を、何らかの形で住民に知らせる必要がある。 

・毎年開催する議会報告会とは別に、住民と接点になるような場、住民が議員に相談

したり、意見を言えたりする場を作る必要があるのではないか。 

・議員が区会等、地域の会合に参加した際、議会の状況を報告したり、住民の意見を

聞いたりすることができればと思う。 

・議会だよりは７割近い住民がみているという調査結果から、議会活動を広く知って

もらえる工夫をしたらどうか。 

・自分が議員になる前がそうだったように、住民は、日々、仕事や家族、地域の付き

合い等に囲まれて生活しているため、議会に関心を持つまでには至らないのではな

いか。議会議員として一生懸命やっているつもりだが、それが住民に伝わっていな

いのは歯がゆい感じがある。 

・議員は住民から問題を聞くだけでなく、住民と一緒に問題を解決していくように心

がけてはどうか。 

・議会に関心がないというのは、全国的な問題であり、住民に関心を持ってもらうと

いうのは永遠のテーマではないか。 

・住民に「来てください」ではなく、議会が住民のほうに出向かなければならないの

ではないか。 

・今後は、広報が大切ではないか。議会主催で、住民が集まれるような、関心を持っ

てもらえるようなイベントを開催してはどうか。 

・「毎月何日は議会の日」として、住民が相談に来られるような窓口を開設したらどう

か。 

・住民からの相談に対し、最初から「それはできない」と答えるのではなく、どうし

たらできるかを考え、工夫や努力をする。 

・相談できる場所をつくったとしても、来ないものは来ない。何か場所をつくればい

いというものでもない。議会として、議会報告会等、今まで取り組んでいることを

地道にやるしかない。 

・調査結果から、いかに議会に対する風当たり、関心がないということが分かるが、

それには、議長室の解放や気安く来てもらえるような相談窓口の設置等、住民との
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接点を多く持つことが一番ではないか。 

・役場にどの議員が登庁しているかが住民に分かるよう、１階に告知板を設置したら

どうか。 

・議会報告会や意見交換会の開催日数を増やしたらどうか。 

・一般質問の傍聴者に質問項目のみを配布しているが、内容が分かるよう、通告書と

同等の資料を配布したらどうか。 

・アンケート調査の回答率の高さは、住民の、議会に対する期待感の裏返しではない

か。その期待感に応えていかなければならない。 

・行政広報無線で、一般質問の質問者や内容まで周知したり、通告書の内容すべてを

ホームページに公開したらどうか。 

 

平成２９年１１月２２日 議会報告会プロジェクト会議 

【周知方法について】 

 ・昨年度と同様、町広報に折り込むチラシを作成することとし、そのレイアウトを検討

した。 

【班の構成及び役割分担について】 

 ・議会報告会の内容、時間配分、役割分担及び配布資料について、素案をもとに検討し

た。 

 

平成２９年１１月２７日 町に対する要望等の意見を町長へ送付 

・宮田和美議長が鈴木雅博町長に、議会に関するアンケート調査報告書とともに、町に対

する要望等の意見を手渡した。 

 

平成２９年１１月２７日 議会運営委員会 

【議会報告会のテーマについて】 

 ・「議会アンケート調査結果」に決定し、前年度のテーマ「議員の定数と報酬」の検討結

果についても説明することとした。 

【議会報告会プロジェクト会議（１１月２２日開催）の結果について】 

 ・町広報に折り込むチラシを作成することとし、そのレイアウトを検討し、素案を作成

している旨報告した。 

【議会に関するアンケート調査結果に対する意見について】 

 ・１１月２０日開催の全員協議会で出された全議員の意見をまとめたものをもとに、具

体的な事項を決めるのではなく、議会としてなすべきこと、議員としてなすべきこと

の２点について協議した。 

【住民からの期待に応えるために】 
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・「町議会・議員への期待」（報告書Ｐ１６）では、「町及び町民の利益となるような政

策の提言を行う」、「町民の意見・要望を聴く機会を設ける」、「町民生活で困ってい

ることなどの相談相手になる」といった意見が多く寄せられた。そういった住民か

らの声に応えられるような議会にならなくてはならない。 

・「町及び町民の利益となる政策の提言」は、議員個人でも、議会全体でもできること

ではないか。 

【一般質問は政策提言の場】 

・一昨年ほど前だったか、犬山市議会では、議長も含め議員全員が一般質問をやると

いうことを中日新聞が取り上げ、話題となった。もし、そういうことができれば、

住民に対し、インパクトになる。一般質問ならお金もかからない。 

・政策提言は一般質問で可能である。 

・一般質問をするとしても、ただ答弁を聞くだけでなく、議員一人ひとりが勉強して、

提言に繋げていくべきである。 

【住民に開かれた議会のために】 

・議会主催の、例えば花見等の開催は住民との距離を縮め、ざっくばらんに交流でき

る雰囲気がいいのではないか。 

・議会が何かを主催するとしても、花見等で人を寄せるといったやり方（酒席になる

ようなこと）は間違っている。 

・主催は難しいため共催とし、議員も運営スタッフとして参加してはどうか。 

・例えば北地域自治組織では防災訓練を実施しているが、そういった地域の各種行事

に、議会としてブースを設けるのはどうか。 

・町広報の「なんでも言ってちょ」のようなものが、議会だよりにあってもいいので

はないか。 

・町民の意見を聞くのは議員が直接飛び込んでいくということである。また、相談窓

口を設けることで、「議会のことが分からない」という声が払しょくされるのではな

いか。 

・相談窓口の日を設けて議長室を開放する、住民に気楽に来てもらうといったことは、

すぐにできることである。 

・議長室には、入口に「つい立」がある。住民は入りづらいため、見直したい。 

【議会の仕組みの周知】 

・「議会・議員に関心がない」理由を掘り下げる必要がある。 

・高校生にも理解できるような町議会の仕組み等を掲載した冊子を選挙前に配布する

のはどうか。 

・住民の身近な生活に関わっているものの、「議会や議員が何をやっているのか」とい

うことが知られていない。地域の代表であるという周知が必要ではないか。 
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【これからの議会・議員活動】 

・「議員がどう動いているのか」が課題である。 

・住民が議員の名前を知らないのは、当たり前のことである。それにこだわるのでは

なく、いろいろな活動をしっかりやっていけばいい。 

・優先順位をつけてやるにしても、新しいことをあれもこれもやっていくというのは

大変である。頑張らないといけないという気持ちは分かるが、今やっていることも

ある。一つずつ進めていけばいい。 

【今後の進め方について】 

・アンケート調査報告書のうち、「４．大口町議会について」（Ｐ８～１７）以降の内容

について、全議員で課題、改善案等について協議することとした。 

 

平成２９年１２月 １日 全員協議会 

【議会運営委員会協議結果（１１月２７日開催）について】 

・議会報告会のテーマを「議会アンケート調査結果」に決定し、前年度のテーマ「議員

の定数と報酬」の検討結果についても説明することとする。 

・議会報告会プロジェクト会議では、町広報に折り込むチラシを作成することとし、そ

の素案を検討、作成する。 

・１１月２０日開催の全員協議会で出された全議員の議会に関するアンケート調査結果

に対する意見をもとに、議会としてなすべきこと、議員としてなすべきことの２点に

ついて協議した。 

・今後の進め方について、アンケート調査報告書のうち、「４．大口町議会について」（報

告書Ｐ８～１７）以降の内容について、全議員で課題、改善案等について協議するこ

ととした。 

・議会報告会の各班において、班長、班員の役割分担を決定し、その結果を議会報告会

プロジェクトリーダーに報告することとした。 

【議会に関するアンケート調査結果に対する意見について】 

 ・アンケート調査報告書のうち、「４．大口町議会について」（Ｐ８～１７）から「７．

議会からの情報公開・発信について」（Ｐ２８～３７）までについて、全議員で課題、

改善案等について協議した。 

【４．大口町議会について（Ｐ８～１７）】 

①政策の提言 

・議員が住民から期待されているのは、町及び町民に利益となる政策を提言するこ

とである。議員の個人のいろんな考え方はあるかもしれないが、一般質問が政策

提言になるのではないか。 

・一般質問を議員全員がするのはどうか。やるか否かは議員個人の問題であり、議
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会でやれと強制すべき問題ではないが、議員の努力ですぐにできることではない

か。 

②議会報告会の開催方法 

・この全員協議会もそうだと思うが、たくさんの人がいると、意見が出しにくいの

ではないか。 

・議会報告会を、ワークショップ形式で、３つぐらいのグループに分け、それぞれ

のテーマをもってやるのはどうか。あらかじめ２～３種類のテーマを用意してお

き、一つテーマが終わったら次のテーマというように、それぞれのテーマで皆さ

んの意見を聞くようにしたらどうか。 

・敷居を高くせず、町民の方が気軽に足を運べるような、ソフトな感じで声がけを

する。「議員の顔を見に来てください」「何でもいいから話に来てください」とい

うような形はどうか。 

・「議員にものを言いに行く」というふうに来てもらうのではなく、「議員の顔を見

てこようか」というような、気楽に足を運んでもらえるような雰囲気の会はどう

か。 

・「町民の意見を聞く」というのは、それぞれの議員が、それぞれの責任を持ち、

立ち上ってきていることから、「地元に行き、地元で自ら住民の声を聞く」のが

基本である。 

・議会報告会は、一度やって、いろいろな問題点が出てきている。一歩前進するた

めには、それを改善していかないといけない。議会運営委員会では、その辺りを

踏まえて議論をお願いしたい。 

・「報告会」だけではなく、「意見交換会」をするなど、テーマを決め、年１回やっ

て行く。 

③出前講座 

・議員が出前講座のような形で地区へ出向き、町政のことや地元の問題、何とかし

てほしいといった要望を聞き、それらを集約する。もちろん、全部実現できるか

どうかは分からないが、この地区にはこういう問題がある、というようなことを

各議員が共通課題として認識できれば、地元の議員も活動しやすくなる。 

・町に対する意見も、皆でまとめて何とかできないかとなれば、町も動きやすいの

ではないか。 

・敷居を低くする。「こういう計画をしたからここまで出てこい」ではなく、「こう

いうテーマについて何か意見があれば、グループを作っていただければこちらか

ら出向きますよ」というような出前講座はどうか。 

④議会から出向く 

・相手が来るのを待つ、そういうことが多い。そうではなく、こちらから出て行っ
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たらどうか。 

・町内では、敬老会、子ども会など、いろいろな団体やグループ、役員会などがあ

る。議員全員で行くのはどうかと思うため、２～３人の議員で「話を聞かせて」

と出向く。相手が来ていいと言うかは分からないが、「いろいろ努力しているが、

皆さん、話を聞かせてもらえないですか」というような感じで、会の終了後、少

し話を聞きに行ってみる。 

・「何人かで、まとまってしか動けない」というのは違う。議員が、他の議員に対

し、「こういう課題・問題があるので、何人かで聞いてもらえないだろうか」と

いう要請をした上でやらないといけない。 

⑤相談窓口 

・相談窓口をつくるとしたら、議長室でない方がいい。議長室は、議会を代表する

人の執務室であり、来客もある。 

・住民に、３階まで上がってきてもらうのはどうか。住民が来やすいよう、役場１

階の法律相談をする場所（相談室）はどうか。看板を出せば、３階でなくてもい

いのではないか。 

・「相談」というと、なかなか住民も入りにくい。「相談」というとイメージが悪い

ため、「意見交換でもしませんか」というようなことで設けるのはどうか。 

・相談窓口は、気楽に住民が議員と触れ合えるよう、日にちを設定したらどうか。

１階かどこかに部屋を設け、議員が３～４人ずつ、月１回、その日だけはその部

屋に待機する。広報無線で「○○議員が対話をお待ちしています」などとＰＲす

る。 

・おそらく、部屋へ来る人は、同じ人になる。よく役場へ来ている人が来る。それ

を覚悟に実施する。 

⑥議長室のつい立 

・議長室で来客の対応をしている時、つい立がないと、廊下を通る人が来客を見る

ことになる。それは、来客に失礼であるため、つい立を用意した。 

・近隣市町の議長室を見ても、廊下から直接、議長室に入るところはない気がする。 

・議長室は、権威のある部屋である。廊下から、一般の人が議長の来客が直接、見

えるのはいかがかと思う。 

【５．町議会議員について（Ｐ１８～２４）】 

①議会の構成 

・高齢になるにしたがって女性の人口が増えるにも関わらず、全体として「女性が

意見を伝えたことがないというのはどういうことか」ということを考える必要が

ある。 

・「議会そのものが男性社会である」ということが、一番大きな要因ではないか。 
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・この結果は、単に「女性が伝えたことがないということが多い」ということでは

なく、議会の構成の中身そのものが男性に偏っていることが、こういう結果を生

んでいるのではないか。 

・議員に意見、要望を伝えやすい議会にしていくためには、やはり女性の比率を高

める必要があるのではないか。 

②議会・議員の活動 

・「議員が何をしているのか分からない」。議員が参加する行事の予定表があるが、

「議員がいろいろな会議に出ている」ということが住民に分かるよう、議会だよ

りに年２回、掲載したらどうか。 

・アンケートの質問は「議員が何をやってくれているの？何をしているの？」とい

うことであって、「どういう会合に出ている」というのはちょっと違うのではな

いか。 

・議員がいろいろな会議に出ていることを知らない人もいるため、それを知らせる。

「全然働いていない」と思っている人もいる。 

・「会合に出ている」、そういうのは見たりしていると思うが、「そういうことが議

員本来の仕事なのかどうなのか」というのを町民は見ている。「議員の仕事は何

か」ということについては、Ｐ１６にある評価だと思う（裏腹として働きぶりが

分からない）。 

③議会だよりの活用 

・他自治体の議会だよりをみると、最後のページの辺りに、今後３か月先の日程が

掲載されている。「３か月後にまた会議あります」では、その間が全く抜けてい

る。例えば、今日のような日も。 

・他自治体の議会だよりでは、過去の予定や今後の予定が細かい字でびっしり書い

てあるところもある。ただ、広報の講師は「こんなのあなた方の備忘録じゃない

か」と言われることもあり、町の議会だよりには載せてこなかった。 

・あまりにも「分からない」という答えが多いため、小さくて見にくいかもしれな

いし、スペースの問題もあるが、３か月先ではなく、その間の会議予定を載せて

いくのもいいではないか。 

・行事ではなく、議会の会議を細かく掲載する。「議会は何をしているのか」とい

うことである。行事の参加は違う。議員の主な仕事ではない。 

・葉山町議会の報酬に関する報告書をみても、「どこまでが公務か」という線引き

が難しい。それらしきものも含めて議会だよりに載せるよう検討する。 

・昔の議会だよりには、議会日誌みたいなものが最後のページにあり、「いつどん

なことをやった」といったことが掲載されている。一部事務組合の会議も掲載さ

れていた。 
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・関心のない人に「議会だよりを見ろ」と言うわけにもいかない。この間、「表紙

が大事だ」ということでやってきた。「表紙を見て、中身が分かるような議会だ

よりにしよう」ということで、何ページにどういう内容の一般質問が掲載されて

いるかが分かるように改善してきた。 

・今回の一般質問通告書を見て思ったが、「○○について」という見出しは、表題

にならないため、やめてほしい。「○○を○○にしてほしい」と具体的に書くよ

うな見出しにしてほしい。議会広報についてもそのように見出しが作られている

が、そのように認識されていない議員がいる。議会だよりの見出しがどう作られ

ているのかということも、このような場で共有してもらえればいい。 

【６．町議会議員の定数、報酬等について（Ｐ２５～２７）】 

①アンケート結果 

・アンケートの結果は、町民の声である。こういったアンケートに基づき、我々も

どう考えるべきか、しっかりと結果を見つめる必要がある。真摯に受け止めるべ

き。 

・アンケートの結果だけを見て、こうだということは決して言えない。議員として、

我々がこれから何をやっていくかを考える場合、本当に定数を削減していって、

住民の声がきちんと議会で吸い上げられ、それを町政に届けられるかどうかとい

うことが、一番大切だと思う。 

②「分からない」という回答 

・議員の仕事について、「何をやっているのかよく分からない」ため、「分からない」

という回答が一番多いという結果が出たというのは、当然ではないかと思う。そ

ういうところに問題がある。 

・男性と女性と比べると、「分からない」と答えた女性の方が多い。それだけ、議

員となかなか話す機会がない。どちらかというと、議会が男性社会になっている

ので、こういう結果が生まれている。 

・政務活動費は、「分からない」が半分以上である。「いいのか」、「悪いのか」。近

隣市町がどれだけか知らなくて、「高いか、安いか」と言われても、「分からない」

と答えるしかない。報酬もそうだと思う。真摯には受け止めるが、分かっていて

高いとか安いと言う人とは違うため、その辺りの疑問がある。 

③回答の関連性 

・定数は、年齢別に分けられているが、例えば、「仕事量に対して議員が多い」と

答えた人が、議員に対する評価ではどんな評価をしているのか、そういうことも

調査できるといい。「ちょうどいい」と答えた人は、なぜ「ちょうどいい」と答

えたのか分かるといい。前ページの「働きぶり」とこれをクロス集計させてみて、

それでどんな数字が出てくるのか。「議員はどのような存在」とクロス集計して
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みるのはどうか。 

④諮問機関のあり方 

・我々は当事者であるが、議会というのは諮問機関が持てないのか。こういう問題

を諮問し、検討していただく機関を設けることはできないのか。 

・「町村議会のあり方に関する研究会」は、議員のなり手不足から議論が始まって

いる。議論するのは学者が多く、議会のことがよく分かっていないと、なかなか

議論すること自体が難しい。 

・葉山町議会では、オブザーバーとして大学教授を中心として諮問機関に意見をい

ただいているが、かなり複雑なことをやっている。もし、それをやるなら、我々

も覚悟をしないといけない。 

・三重県議会では、報酬が高いか低いかを決める際、議員それぞれが一年の活動を

報告した。その結果、現在の報酬よりも高く算出されたため、現状にとどめた。 

【７．議会からの情報公開・発信について（Ｐ２８～３７）】 

①一般質問 

・３月議会は、皆で一般質問をするよう調整したらどうか。アンケート結果では、

議会広報を多くの人に見てもらっており、議員がどういう質問をしたかを分かっ

てもらえる。 

・一般質問の通告について、町のホームページではタイトルのみの掲載となってい

るため、通告書全体をホームページに掲載する。事前に、情報を提供する。 

・広報無線では、「一般質問をやります」だけでなく、「○○議員が○○についてや

ります」と発信すれば、少しは感心を持ってもらえるのではないか。 

・広報無線では、「○○について」ではなくて、「○○にせよ」「○○にしてほしい」

と流す。傍聴者に、通告書そのものを渡す。 

・広報無線はデジタル化され、時間が限られているので、広報担当と相談しなけれ

ばならない。 

・通告のあり方も考えないといけない。「質問要旨」と書いてあるが、「質問原稿」

ではない。「質問要旨」のため、項目だけでなく、見出しをつけるとか、そうい

う工夫をする。左側に、さらに大きい項目として大見出しがある。右側の「質問

原稿」には、一つひとつに見出しをつける。そうすれば、ＰＤＦなどで公開した

場合も、住民は分かりやすい。 

【その他】 

 ・１２月８日開催の行政経営会議に議会運営委員会の委員長及び副委員長が出席し、議

会に関するアンケート調査結果、自由意見のうち町に対するものを説明することとし

た。 
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平成２９年１２月 ５日 議会報告会プロジェクト会議 

【議会報告会の周知チラシについて】 

 ・チラシの素案をもとに検討した。一部修正の上、プロジェクトとしての案を決定した。 

 ・チラシは、町広報１月号に折り込むこととし、議会運営委員会（１２月８日）、全員協

議会（１２月１１日）にて承認され次第、印刷作業に入ることとした。 

【参加者アンケートについて】 

 ・平成２８年度のアンケートをもとに、文言修正の上、プロジェクトとしての案を決定

した。 

【その他】 

 ・議会報告会での説明について、「議会アンケート調査結果」、「議員の定数・報酬に関す

る検討結果」の順とすることとした。 

 ・新聞社への情報発信等、チラシ以外の周知方法を検討することとした。 

 

平成２９年１２月 ８日 議会運営委員会 

【議会報告会プロジェクト会議（１２月５日開催）の結果について】 

 ・プロジェクト会議での決定した以下の事項について、議会運営委員会に諮り、決定し

た。 

・議会報告会の周知チラシ及び参加者アンケートを作成する。チラシは、町広報１月号

に折り込む。 

・議会報告会での説明について、「議会アンケート調査結果」、「議員の定数・報酬に関す

る検討結果」の順とする。 

 ・チラシ以外の周知方法として、新聞社への記者発表を検討する。 

 ・１２月１４日開催の区長会にて、中小口区及び余野区の掲示板への掲示を依頼する。

区の承認が得られれば議員が出向き、掲示する。 

【議会だより アンケート調査結果素案について】 

 ・文字の大小、色等、全体的な編集作業については、今後、議会広報常任委員会にて対

応する。 

【全員協議会（１２月１日開催）の結果について】 

 ・出された意見に対し、今後、一定の方向性を出していくこととした。 

 ・「全議員が一般質問を行ったらどうか」との意見について、一般質問は政策提言の一つ

ではあるが、するか否かは議会が強制すべきものではなく、各議員の判断にゆだねら

れるべきものである。 

・各定例会では議員の半数程度は一般質問をするよう、議会全体で共通認識を持ってや

ったらどうか。 

・本会議や常任委員会で、積極的に質疑を行っていきたい。 
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 ・議会報告会の開催方法について、会場にもよるが、少人数のワークショップ形式にし

たらどうか。 

・議会報告会の配席は、対面式ではなく、円形にしたらどうか。 

・議会報告会を、各常任委員会を班として、テーマを決めて開催したらどうか。 

・気持ちは理解できるが、あれもこれも一度にやるのではなく、まずは現在の取組みを

一つひとつ積み重ねる中で、試行しながら進めていけばいいのではないか。 

 ・住民の相談窓口について、議員と「相談する場」ではなく、議員と「気軽に話をする

場」として、月１回程度、やってみるのはどうか。 

 ・何かを教えにいくような「出前講座」のようなものではなく、議員活動の一環として、

議員一人でも、共通課題を持っていれば２、３人で機会を見つけて地域に出向き、住

民の話を聞く。 

・現在、議長及び正副議長は原則、午前中、在席しているが、他の議会では、いずれか

が１日在席している事例もある。議長室を住民に開放する場とした場合、気楽に来ら

れるよう午後も在席したらどうか。 

・現在、議長室に設置されているつい立について、入りづらい印象を受けるのは否めな

い。打合せ時はドアを閉めればよく、撤去したらどうか。 

・つい立の取扱いについて、議会運営委員会としては撤去することで決定し、全員協議

会に諮ることとする。 

・議会に関心を持ってもらうためにも、議会だよりに掲載する記事の工夫、見直しが必

要である。この点については、議会広報常任委員会にて検討してもらうようにする。 

・議員の定数及び報酬について、アンケート調査結果では「分からない」と回答した割

合が高かったが、同時に、議会に「関心がない」と回答した割合も高い。まずは、議

会及び議員の活動を知ってもらうことが必要ではないか。 

 

平成２９年１２月１１日 全員協議会 

【議会運営委員会協議結果（１２月８日開催）について】 

 ・議会運営委員会での協議結果を報告。 

【議会報告会について】 

・議会報告会の周知チラシは、案のとおりとし、町広報１月号に折り込むことに決定し

た。参加者アンケートについても決定した。 

・議会報告会での説明順序を「議会アンケート調査結果」、「議員の定数・報酬に関する

検討結果」の順とすることに決定した。 

 ・議会報告会開催に対する記者発表について、その方法等は、議会報告会プロジェクト

にて検討することとした。 

 ・１２月１４日開催の区長会にて、中小口区及び余野区の掲示板への掲示を依頼するこ
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とについて了承。 

【議会に関するアンケート調査結果に対する意見について】 

・一般質問について、するか否かは議会が強制すべきものではなく、各議員の判断にゆ

だねられるべきものであるが、各定例会では、少なくとも議員の半数程度は一般質問

ができるよう各自で取り組んだらどうか。 

・議会として政策提言するまでに至っていないため、全議員が一般質問することは住民

の期待にかなうのではないか。 

・議会報告会の開催方法について、まずは、２月の議会報告会に向けた取組みを進め、

各常任委員会での実施等、関心を持ち参加してもらえるよう検討する。 

・出前講座といった、説明に出向くものではなく、各議員が機会あるごとに住民の話を

聞く姿勢で取り組む。 

・相談窓口について、「役場で議員と語ろう」といったような気軽な感じで、議長室を開

放したらどうか。 

・議長室のつい立については、住民が入りやすいよう、撤去する。 

・男性議員が多いが、議会として、女性の意見を聞きやすい雰囲気づくりに努める。 

・アンケート調査結果では、「議会のホームページの存在を知らない」との回答が多い一

方、議会だよりは多くの住民に読まれていることが分かったため、議会や議員の活動

を知ってもらえるよう、議会広報常任委員会にて検討する。 

 

平成２９年１２月１５日 議会報告会プロジェクト会議 

【周知チラシの貼付先について】 

 ・１２月１４日開催の区長会にて、議会報告会の開催周知、中小口及び余野の各区の掲

示板への貼付けを依頼した。１月６日以降、議員にて貼り付ける。 

 ・昨年度と同様、役場、図書館、健康文化センター、柏森駅等には、各施設管理者に依

頼する。また、「朝市」、「成人の集い」といった、人が多く集まる場所や行事での周知

を行う。 

【議会報告会の記者発表について】 

 ・各新聞社に議会報告会を開催する旨を通知することとし、その方法は、議長に一任す

ることとした。 

 ・一昨年度から掲載を依頼している尾北ホームニュースには、１月２６日発行号への掲

載を依頼することとした。 

【議会アンケート調査結果の説明原稿の作成について】 

 ・配布資料「大口町議会に関するアンケート調査報告書《概要版》」（全８ページ）を二

分割し、各班の説明者が原稿を作成することとした（１２月２５日提出期限）。 

 

-38-



 

平成２９年１２月２２日 議会運営委員会 

【議会報告会プロジェクト会議（１２月１５日開催）の結果について】 

 ・プロジェクト会議において決定した以下の事項について、議会運営委員会に諮り、決

定した。 

・周知チラシの貼付先及び対応は、議会報告会プロジェクトに一任する。 

・議会報告会の記者発表の方法は、議長に一任する。 

・尾北ホームニュースには、１月２６日発行号への掲載を依頼する。 

・議会アンケート調査結果の説明原稿の作成は、配布資料「大口町議会に関するアンケ

ート調査報告書《概要版》」（全８ページ）を二分割し、各班の説明者が原稿を作成す

る。 

【議員定数と報酬について】 

 ・議会アンケート調査結果の各設問間の回答（クロス集計）の傾向（岡孝夫委員作成資

料）、県内市町村議会議員の定数と報酬の推移（丹羽孝委員長作成資料）の説明。 

 ・１２月８日までに、議会に関するアンケート調査の結果を踏まえた全議員の定数及び

報酬に対する考え方が文書により提出されたが、定数、報酬のいずれも「現状維持」

とする意見が多数を占めた。 

 ・定数と報酬に分けて議論し、議会運営委員会の総意としては「現状維持」とした。 

 【意見】 

①定数 

   ・定数や報酬を削減することが議会改革なのか。今の状態で議会の機能を果たして

いるか。 

・議会改革と定数と報酬の問題は別ではないか。 

・他の自治体議会で、最近、報酬を上げた事例はあるが、定数を増やした事例はな

いのではないか。 

   ・アンケート調査結果をみると、定数や報酬については「分からない」と回答した

住民が最も多かった一方、議会のことを「評価している」と回答した住民の多く

は、現在の定数と報酬を「ちょうどよい」と回答している。 

   ・アンケート調査結果をみると、議会への関心が低い傾向がみられる。各議員が若

い人へのＰＲや身近に感じてもらえるよう行動することが、議会への関心や評価

に繋がるのではないか。 

   ・現在の定数と報酬が適正であることを知らしめるためにも、分かってもらうため

にも、説明責任が求められる。 

②報酬 

 ・報酬は生活給ではないとされている。 

・報酬のあり方等は全国的な問題となっており、現在、総務省や全国町村議会議長
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会で検討されている。 

  ・若い人が議員に出られるよう報酬に差をつけられないか。ただ、制度上、可能か否

か、問題がないかは調べる必要がある。 

・議会改革に取り組む中、議会事務局の体制強化も必要ではないか。数年前から議会

事務局長は監査委員事務局長と兼務となったが、本来は独立しているべきではない

か。 

【議会に関するアンケート調査結果に対する意見について】 

①住民からの「議会に対する意見」 

  ・「議会運営の見える化」について、議会アンケート調査結果では、町議会のホームペ

ージを見たことがない、定例会が年４回開催されていることを知らない割合が高か

った。 

・現在、定例会の本会議は一般質問のみ録画配信されているが、議会全体が見えない。

開会から最終日まで、全面的に公開することを考えるべきではないか。 

・住民への周知のため、議会広報に期待がかかるが、現状として、限界を感じる面も

ある。 

  ・本会議の録画配信の拡充も必要かもしれないが、まずは実際に傍聴に来てもらうこ

とが重要ではないか。 

  ・小中学校、高等学校の授業の一環として、本会議を傍聴してもらうのはどうか。 

  ・常任委員会を役場３階ではなく、健康文化センターで開催したらどうか。 

  ・傍聴者が何を議題としているか分かるよう、詳細な資料を配布する必要があるので

はないか。 

②住民からの「町に対する意見」 

・議会としては、「河川の環境保全（矢戸川）」、「下水本管への切り替え喚起」を、町

に対し、早急な対応を依頼する方向で進める。 

 

平成２９年１２月２７日 全員協議会 

【議会運営委員会協議結果（１２月２２日開催）について】 

 ・議会運営委員会での協議結果を報告。議会報告会にかかる以下の事項について決定し

た。 

・周知チラシの貼付先及び対応は、議会報告会プロジェクトに一任する。 

・議会報告会の記者発表の方法は、議長に一任する。 

・尾北ホームニュースには、１月２６日発行号への掲載を依頼する。 

・議会アンケート調査結果の説明原稿の作成は、配布資料「大口町議会に関するアンケ

ート調査報告書《概要版》」（全８ページ）を二分割し、各班の説明者が原稿を作成す

る。 
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【議員定数と報酬について】 

 ・議会での協議結果を２月の議会報告会で報告し、議長に答申する。 

・現在、総務省では、議員の報酬、兼業のあり方等が議論されており、その結果を踏ま

え、検討してはどうか。 

 ・現在の定数が多いか少ないかは、他の自治体議会との単純な比較はしづらい。活動し

ながら、住民に説明していくほかない。 

 ・法人町民税率の改定で税収が下がる。定数を減らして財源を確保し、子育て支援に充

当したらどうか。 

 ・現状維持、削減のいずれの場合も、住民に対しては、議会がどう決定したかを説明す

るほかない。その説明に住民が納得するか否かは、別の問題である。 

 ・定数と報酬のいずれも「現状維持」との意見が多数ではあるが、最終決定は、全議員

出席の会議で行うべきである。 

【議会に関するアンケート調査結果に対する意見について】 

 ・「住民からの町に対する意見」について、議会運営委員会では「河川（矢戸川）の環境

保全」、「下水本管への切り替え喚起」を選択したが、「環境被害（カラス等）の対策」

を加えた３点について、町に対し、早急な対応を依頼することとした。 

 

平成３０年 １月 ９日 議会報告会プロジェクト会議 

【アンケート説明原稿の検討について】 

・配布資料「大口町議会に関するアンケート調査報告書《概要版》」の説明のため、各班

の説明者が作成した原稿を朗読し、内容の修正等を行った。 

・朗読では、１～４ページは８分程度、５～８ページは７分程度を要した。 

・アンケート調査票中、「近隣自治体の議員定数・報酬一覧」が掲載されている５ページ

の部分を、当日の資料として配布することとした。 

 

平成３０年 １月１１日 全員協議会 

【議会報告会プロジェクト会議（１月９日開催）の結果について】 

・議会報告会プロジェクト会議での協議結果を報告。議会報告会にかかる以下の事項に

ついて決定した。 

・アンケート説明原稿。 

・アンケート調査票中、「近隣自治体の議員定数・報酬一覧」が掲載されている５ページ

の部分を、当日の資料として配布。 

【議員定数と議員報酬について】 

・議員定数と報酬について、各議員が最終的な考えを述べた結果、議員定数と報酬のい

ずれも「現状維持」が過半数を占めた。 
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・議員定数…「現状維持」９人、「１人削減」２人、「２人削減」４人 

・議員報酬…「現状維持」１２人、「増額」１人、「減額」１人、「世代により差」１人 

・「現状維持」が過半数ではあるが、最終決定としての答申には至っていないため、議

会報告会では、現時点での議員間での検討状況の説明に留めることとした。 

・議長への答申案は、２月１４日開催予定の議会運営委員会で検討することとした。 

【意見】 

①定数 

（現状維持） 

・１５人が合理的な人数で、限界ではないか。住民の意見のみで判断はできないの

ではないか。 

・常任委員会や一部事務組合議会の定数を考慮すると、安易に減らすべきではない

のではないか。 

・国や全国町村議会議長会の検討結果を待って判断したらどうか。定数をいったん

減らすと、増やしにくいため、慎重に考えるべきではないか。 

・アンケートでは「町議会に関心がない」という回答が半数以上で、今、議会がや

るべきことが定数を削減することなのかどうか。議会のことをもっと知ってもら

うことが必要で、定数を減らせば、議会のことを知らない人が増えるのではない

か。 

・現状では、定数を増やすことは考えられないため、定数を維持し、議会に期待さ

れていることを実現できるよう取り組むべきではないか。 

・アンケートで「定数をどう思うか」との質問に半数以上が「分からない」と回答

した。「ちょうどよい」と答えた方も何を根拠としているか分からない。 

・アンケートは、住民が議会のことをあまり理解されていない中でのものだった。

議員の活動により議会や議員への関心が高まることを期待したい。 

・若い世代の門戸を閉ざさない、女性の活躍を期待したい。 

・議会運営上、定数を削減した場合の負担増は避けられず、住民の声もすくい上げ

られない。 

・議会改革は、定数を減らすことが中心ではない。議会の仕事も増えてきている。 

（削減） 

・１５人は多いのではないか。 

・１１行政区あるため、１行政区１人を基本とし、人口の多い行政区は２人とした

らどうか。 

・地域の代表としての意味合い、他市町議会の定数との比較もある。議会として痛

みをみせるべきではないか。 

・他の議会では、財政面で定数を削減している。定数を削減した財源を高齢者福祉
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や子育て支援に充てたらどうか。 

・住民のまちづくりの活動が積極的、活発になってきている。その場所へ出向けば

情報は掴める。人口でみると、１５人は多いのではないか。 

・本町も全国の中の一議会であり、全国の議会の定数の状況もみる必要があるので

はないか。 

②議員報酬 

（現状維持） 

 ・議員活動をする中で、現在の額が適正ではないか。 

   ・アンケートでは「分からない」という回答が多数であり、安易に変えるべきでは

ないのではないか。 

   ・専業が可能な額であるべきではないか。 

   ・若い人は、今の額では厳しいのではないか。 

   ・今、増額する状況ではないが、議員報酬の現状を住民に理解してもらいたいと思

う。 

   ・生活給ではないといわれているが、生活や議員活動ができる程度の額は必要では

ないか。今後、見直す必要はあるのではないか。 

   ・全国町村議会議長会による長の給料を基準とした額としているが、かなり以前の

基準で、時間が経過している。議員報酬として独立した体系を整えていく必要が

ある。 

・政務活動費の見直し等も考えながら見直す必要があるのではないか。 

・町議会議員と市議会議員の報酬の差をどう考えるか。 

・議会や議員の活動を理解してもらいたい。 

・国や全国町村議会議長会の検討結果を待って判断したらどうか。 

・住民に対し、現在の報酬額が妥当かどうか、理論的な根拠を示すべきではないか。 

（増額） 

   ・定数を減らし、原資にしたらどうか。 

   ・生活給といわれるような額にしないと、若い方や女性の議員のなり手がいないの

ではないか。 

（減額） 

   ・自分たちの身を切る、努力しているという意味で減額したらどうか。 

（世代により差） 

   ・現実的には難しいと思うが、子育て世代の人が議員になれるような仕組みとして、

世代別に差をつけたらどうか。 

【議会に関するアンケート調査結果に対する意見について】 

・１２月２７日の全員協議会で決定した、住民からの町に対する３点の要望について、
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議会報告会の開催前に、議長から町長あての要望書として提出することとした。 

・要望の文章中、場所が具体的に特定される箇所は配慮が必要ではないかとの意見があ

り、適宜、修正することとした。 

 

平成３０年 １月１６日 議会報告会プロジェクト会議 

【定数・報酬の説明原稿の検討について】 

・「定数と報酬」の説明のため、説明者が作成した原稿を朗読し、内容の修正等を行った。 

・朗読では、５分程度を要した。 

・「議長の諮問」中、「権能」といった一般に馴染みのない言葉は、分かりやすい言葉で

説明する。 

・「議長の諮問」の内容が分かるよう、「議会だより２１０号」の２～３ページを資料と

して配布することとした。 

・答申の時期を考慮し、「２月１４日に、議長にその結果を答申する予定です」を「２月

１４日に答申をまとめる予定」に修正した。 

 

平成３０年 １月２３日 議会運営委員会 

【議会報告会プロジェクト会議（１月１６日開催）の結果について】 

・議会報告会プロジェクト会議での協議結果を報告。議会報告会にかかる以下の事項に

ついて決定した。 

・定数と報酬の説明原稿 

【議会に関するアンケート調査における町に対する要望への対応について】 

・住民からの町に対する３点の要望の文章中、場所が具体的に特定される箇所に配慮し

た修正案により検討、決定した。 

・要望書は、１月２６日午前９時、議長が町長に手渡すこととした。 

【今後のスケジュールについて】 

・議会報告会、議長の諮問に対する答申案の検討のための２月の会議日程について、正

副議長及び議会運営委員会の正副委員長で調整することとした。 

 

平成３０年 １月２４日 全員協議会 

【議会運営委員会（１月２３日開催）の結果について】 

・議会運営委員会での協議結果を報告。以下の事項について決定した。 

・定数と報酬の説明原稿 

・住民からの町に対する３点の要望の文章中、場所が具体的に特定される箇所に配慮し

た修正案。要望書は、１月２６日午前９時、議長が町長に手渡す。 

【今後のスケジュールについて】 
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・議会報告会、議長の諮問に対する答申案の検討のための２月の会議日程について、正

副議長及び議会運営委員会の正副委員長で調整する。 

【議会報告会配布資料について】 

・資料は、以下のとおりとする。 

平成２９年度 議会報告会 次第 

資料１ 大口町議会に関するアンケート調査報告書《概要版》 

資料２ 大口町議会に関するアンケート調査票（抜粋） 

資料３ 平成２８年度 意見交換会「議員の定数と報酬」（議会だより２１０号） 

平成２９年度 議会の概要 

議会だより２１４号 

議会報告会アンケート 

・報告会当日、病気等のため説明者が欠席する場合を想定し、説明や質疑応答に対応で

きるよう準備しておく。 

【議会報告会当日担当者の打合せについて】 

・各担当に分かれ、当日の打合せを行った。 

 

平成３０年 １月２４日 議会報告会プロジェクト会議 

【議会報告会最終確認（案）について】 

・会場の準備、説明、質疑応答等、議会報告会当日の流れを確認した。 

 

平成３０年 １月２６日 全員協議会 

【議員定数・議員報酬の説明原稿について】 

・定数と報酬の説明原稿の内容を確認した。 

【議会報告会最終確認について】 

・会場の準備、説明、質疑応答等、議会報告会当日の流れを確認した。 

【今後のスケジュールについて】 

・議会報告会、議長の諮問に対する答申案の検討のための２月の会議日程について、正

副議長及び議会運営委員会の正副委員長で調整した結果を報告した。 

 

平成３０年 ２月 ３日 議会報告会（中小口地区コミュニティーセンター） 

・時 間 午後２時００分～午後３時５０分 

・参加者 ２０人（男１８人、女２人） 

 

平成３０年 ２月 ４日 議会報告会（余野学習等共同利用施設） 
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・時 間 午後２時００分～午後３時２５分 

・参加者 ２７人（男１９人、女８人） 

 

平成３０年 ２月 ６日 全員協議会 

【議会報告会の結果について】 

 ・参加者のアンケートの内容を含め、各議員が意見を出し合った。今回の反省点を踏ま

え、次回の議会報告会に向け、検討していくこととした。 

【意見】 

 ・参加者は５０～７０代が多い。若い世代に参加してもらうためにどうしたらいいか考

えたらどうか。 

 ・定数や報酬だけでなく、他のテーマをやってほしいとの意見が多くあった。今後、テ

ーマの選定は検討しなければならない。 

 ・テーマの選定が大事だと感じた。やはり、定数と報酬は「分からない」、「関心も少な

い」という印象を受けた。 

 ・プロジェクターによる説明があってもよかった。参加者アンケートで「説明が分かり

にくかった」との回答があった。定数と報酬は、説明のみで資料がなかったため、あ

った方がよかったのではないかと思った。 

 ・各議員の意見を集約したものを出した方がよかった。 

 ・今回は２か所での開催だったため、参加者が一人もなかった地区があった。参加者の

意見を集約するため、町内４か所でやったらどうか。 

 ・住民に、議会としての取組みや成果を知らせる必要がある。 

 ・その他の意見交換では、意見が出なかった時の対応等、準備不足を感じた。 

・住民との日頃からの対話が大事だと感じた。 

・質疑応答や意見交換のためには、全般に渡って勉強しておく必要があると感じた。 

 ・テーマをより具体的に絞り込んで開催すれば、論点がはっきりしたかもしれない。 

・現在は動員しない前提だが、会場については、健康文化センター等でやってもいいの

ではないか。 

 ・テーマは、「今後考えていく」と補足した方がよかったのではないか。 

 ・定数と報酬に関する議会報告会は難しいと感じた。 

 ・住民の質問に対し、回答する議員が多くいないといけない、また、回答できるように

準備しておかなければならない。 

 ・議会アンケートの実施を知らない人もいる。開催の周知の際、テーマだけでなく、そ

の具体的な説明や理由を記載した方がよかったのではないか。 

 ・その他の意見交換の時間が足りなかった。時間配分を考える必要があるのではないか。 

 ・当日、資料の説明を聞いて、すぐに意見を言うのは難しい。座談会方式で、少人数で

-46-



 

やるのもいいのではないか。来てもらう人の気持ちになって工夫する必要がある。 

 ・議会だより等で、テーマをできるだけ早めに情報提供したらどうか。 

 ・議会で議論することが議会改革だと思う。テーマを早く出すのなら、今の段階で始め

ないと続いていかないのではないか。 

 ・これで終わりではなく、可能であれば、来年度の議会報告会に向けた準備を進めたら

どうか。 

 ・大府市議会では、基本条例は制定してないが、各常任委員会で年間テーマを決めて１

年間活動し、その結果を住民に報告しているとのことである。そういうやり方もあっ

てもいいのではないか。議会報告会をやることが目的になっていないか。 

 

平成３０年 ２月 ６日 議会運営委員会 

【議員定数及び議員報酬について】 

①答申の方向性について 

 ・これまでの検討結果を踏まえ、議会運営委員会としては、議員定数、議員報酬のいず

れも、現状維持とすることで答申の方向性を決定した。 

②答申案（骨子）について 

 ・「答申案（骨子）」を決定し、「答申（素案）」及び「議員定数及び議員報酬に関する検

討結果報告書（素案）」について、各委員にて検討し、２月１４日開催の議会運営委員

会で、公開の方法も含め、最終案としてまとめることとした。 

 

平成３０年 ２月１３日 議会報告会プロジェクト会議 

【議会報告会開催結果報告書について】 

 ・議会報告会開催結果報告書を取りまとめた。 

 

平成３０年 ２月１４日 議会運営委員会 

【議員定数及び議員報酬について】 

①答申案について 

 ・「答申（素案）」及び「議員定数及び議員報酬に関する検討結果報告書（素案）」を一部

修正の上、答申案として決定した。また、答申の最終的な取りまとめは、委員長及び

副委員長に一任することとした。 

 ・「答申」及び「議員定数及び議員報酬に関する検討結果報告書」は、氏名等の個人情報

を除き、ホームページで公開することとした。 

 ・平成３０年２月２０日開催の全員協議会の議題とすることとした。 
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議会の構成 

（平成２８年５月１１日現在） 

議 長 丹羽 勉 副議長 丹羽 孝 

常任委員会 

総務建設常任委員会 

◎伊藤 浩  ○鈴木義彦   吉田 正 

酒井正宗   齊木一三   丹羽 孝 

宮田和美   倉知敏美    

文教福祉常任委員会 

◎大島保憲  ○大竹伸一   船戸光夫 

岡 孝夫   柘植 満   丹羽 勉 

木野春徳 

議会広報常任委員会 
◎岡 孝夫  ○酒井正宗   吉田 正 

鈴木義彦      伊藤 浩   丹羽 孝   

議会運営委員会 

◎齊木一三  ○大島保憲   吉田 正  

岡 孝夫   伊藤 浩   柘植 満 

丹羽 孝   倉知敏美 

◎ 委員長   ○ 副委員長 

 

（平成２９年１０月２７日現在） 

議 長 宮田和美 副議長 伊藤 浩 

常任委員会 

総務建設常任委員会 

◎齊木一三  ○大竹伸一   船戸光夫 

江口昌史   丹羽 孝   宮田和美 

丹羽 勉   倉知敏美    

文教福祉常任委員会 

◎岡 孝夫  ○鈴木義彦   吉田 正 

酒井正宗   柘植 満   伊藤 浩 

木野春徳 

議会広報常任委員会 
◎酒井正宗  ○船戸光夫   岡 孝夫 

鈴木義彦      大竹伸一   丹羽 孝   

議会運営委員会 

◎丹羽 孝  ○柘植 満   吉田 正  

岡 孝夫   齊木一三   伊藤 浩 

木野春徳   倉知敏美 

◎ 委員長   ○ 副委員長 

議会報告会プロジェクト 

◎伊藤 浩  ○丹羽 孝   吉田 正 

船戸光夫    鈴木義彦   大竹伸一 

柘植 満 

◎ リーダー   ○ サブリーダー 
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議
員
定
数
に
対
す
る
意
見

大
口
町
議
会

＊
意
見
種
別
欄
の
右
側
数
字
は
、
人
数
。

＊
意
見
及
び
考
え
方
の
破
線
は
、
1
議
員
の
区
切
り
。

平
成
２
８
年
８
月
現
在

意
見
種
別

現
状
維
持
各
委
員
会
、
一
部
事
務
組
合
、
協
議
会
等
を
考
え
れ
ば
現
状
の
1
5
で
良
い
。
2
減
ら
す
意
見
も
聞
く
が
現
実
と
な
れ
ば
負
担
増
は
避
け
ら
れ
な
い
。

2
定
数
は
法
定
数
か
ら
法
定
上
限
数
に
改
正
さ
れ
、
今
日
そ
の
法
定
上
限
数
も
撤
廃
さ
れ
た
。
自
治
体
は
独
自
の
基
準
に
即
し
て
条
例
で
定
め
る
こ
と
に
な
り
、
そ
の
定
数
に

説
明
責
任
が
求
め
ら
れ
る
。
発
展
途
上
の
新
人
議
員
は
特
に
負
担
が
重
く
な
る
。

ア
～
オ
に
あ
る
内
容
か
ら
考
え
て
、
現
在
の
定
数
は
多
い
と
は
考
え
て
い
な
い
。

定
数
1
4
人
定
数
は
、
偶
数
が
最
善
。
議
長
が
抜
け
る
の
で
、
採
決
が
分
か
れ
ず
ス
ム
ー
ズ
に
議
会
運
営
が
な
さ
れ
る
。
今
の
議
員
の
仕
事
量
を
考
え
１
４
人
が
最
善
。

3
町
内
の
そ
れ
ぞ
れ
の
地
域
の
代
表
と
い
う
意
味
が
あ
り
、
行
政
区
毎
の
割
り
振
り
が
第
一
と
考
え
る
。
秋
田
１
、
豊
田
１
、
外
坪
１
、
河
北
１
、
余
野
２
、
垣
田
１
、

さ
つ
き
ケ
丘
１
、
上
小
口
１
、
中
小
口
１
、
下
小
口
２
の
以
上
１
３
に
、
竹
田
地
区
が
将
来
的
に
行
政
区
と
し
て
の
資
格
を
持
っ
て
い
る
と
考
え
１
の
計
１
４
が
適
正
。

現
状
の
委
員
会
構
成
が
総
務
建
設
8
、
文
教
福
祉
7
で
あ
る
が
、
７
対
７
で
も
委
員
会
構
成
上
問
題
は
な
い
と
考
え
る
。

町
民
の
方
々
の
想
い
、
近
隣
市
町
の
状
況
か
ら
み
て
も
、
１
議
員
へ
の
負
担
は
微
増
と
考
え
、
１
減
の
１
４
議
席
で
可
と
考
え
る
。

Ｈ
９
議
員
数
１
８
名
で
１
議
員
の
人
口
は
1
,0
7
0
人
、
Ｈ
１
９
議
員
数
1
5
名
で
1
,4
3
9
人
、
Ｈ
2
8
議
員
数
1
5
名
で
1
,5
6
4
人
。

定
数
1
3
人
各
常
任
委
員
会
で
十
分
な
議
員
間
討
議
を
す
る
に
は
、
１
２
人
か
ら
１
３
人
の
議
員
が
必
要
。
１
常
任
委
員
会
で
も
最
低
６
人
が
必
要
。
明
確
な
根
拠
と
な
る
基
準
が
な
い

5
の
で
、
住
民
意
見
を
参
考
に
議
会
で
話
し
合
い
、
決
め
る
べ
き
。
１
３
人
が
よ
い
。

常
任
委
員
会
主
義
の
継
続
を
前
提
。
（
６
名
×
２
常
任
委
員
会
＋
議
長
）
　
本
会
議
主
義
と
す
る
な
ら
更
な
る
改
定
も
。
議
長
は
両
常
任
委
員
会
に
所
属
。

有
意
義
な
議
論
が
で
き
る
と
い
わ
れ
る
６
人
を
基
本
に
立
案
（
プ
レ
ジ
デ
ン
ト
誌
調
査
で
１
位
は
４
～
６
名
4
8
.9
％
、
２
位
は
7
～
１
０
名
3
6
.5
％
）
。
委
員
長
を
キ
ー

パ
ー
ソ
ン
と
し
て
、
両
サ
イ
ド
に
３
名
ず
つ
の
構
成
が
効
率
的
と
言
わ
れ
る
。
定
数
の
変
更
は
、
３
自
治
組
織
の
住
民
意
見
の
広
聴
に
よ
る
活
動
を
反
映
す
る
た
め
意
見
交

換
会
を
定
例
化
し
、
そ
の
議
論
に
従
い
検
討
す
る
。

定
数
問
題
と
報
酬
改
定
と
別
の
論
理
で
検
討
す
べ
き
（
住
民
へ
の
説
明
責
任
）

町
内
に
は
１
１
行
政
区
あ
り
各
地
区
代
表
者
１
人
で
１
１
人
に
な
る
。
人
口
の
多
い
余
野
区
、
下
小
口
区
で
１
人
ず
つ
追
加
し
、
合
計
１
３
人
の
定
数
と
し
２
人
削
減
。

１
５
名
を
１
３
名
に
削
減
。
何
年
も
前
か
ら
町
内
外
で
問
題
化
さ
れ
て
お
り
、
町
内
で
も
耳
に
し
て
い
る
。
県
内
自
治
体
を
参
考
に
し
て
も
、
議
員
定
数
は
減
ら
す
べ
き
。

こ
の
件
は
、
議
員
提
出
議
案
に
し
た
い
と
い
う
意
見
も
出
て
い
た
よ
う
に
思
う
。

議
会
は
合
議
体
で
あ
る
か
ら
最
低
３
人
以
上
の
構
成
員
（
議
長
及
び
議
員
２
人
）
が
必
要
で
あ
る
。
常
任
委
員
会
数
方
式
を
採
用
す
る
。
明
治
大
学
政
治
経
済
学
部
講
師
、

全
国
市
議
会
議
長
会
調
査
広
報
部
参
事
で
あ
る
広
瀬
和
彦
氏
に
よ
る
と
、
討
議
・
委
員
会
で
住
民
の
意
見
が
反
映
で
き
る
１
常
任
委
員
会
の
委
員
数
×
常
任
委
員
会
制
度
の

趣
旨
を
満
た
す
常
任
委
員
会
数
＋
議
長
、
１
常
任
委
員
会
の
委
員
数
は
、
県
議
会
は
８
名
、
市
議
会
は
７
名
、
町
村
議
会
は
６
名
が
妥
当
。

よ
っ
て
大
口
町
議
会
は
、
６
人
×
２
常
任
委
員
会
＋
１
人
＝
１
３
名
と
す
る
。

増
や
す
べ
き 0

意
　
　
　
見
　
　
　
及
　
　
　
び
　
　
　
考
　
　
　
え
　
　
　
方
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意
見
種
別

そ
の
他

議
案
を
可
決
す
る
た
め
の
最
低
数
は
３
人
。

5

が
で
き
る
の
で
、
財
政
が
支
え
る
こ
と
が
で
き
る
人
数
が
定
数
で
あ
る
。

定
数
は
偶
数
と
し
、
議
会
運
営
上
１
４
人
は
必
要
。

議
会
組
織
の
運
営
上
、
議
員
は
委
員
会
の
複
数
所
属
と
な
っ
て
お
り
、
２
常
任
委
員
会
も
１
委
員
会
７
人
～
８
人
必
要
で
は
な
い
か
。

会
議
、
議
決
案
件
の
可
否
を
決
め
る
と
き
は
「
半
数
よ
り
多
い
数
で
決
め
る
」
過
半
数
議
決
の
原
則
が
用
い
ら
れ
て
お
り
、
議
長
に
は
表
決
権
は
な
く
、
裁
決
権
が
与
え
ら

れ
て
お
り
、
可
否
同
数
の
場
合
の
裁
決
権
の
行
使
に
当
た
っ
て
は
、
公
正
中
立
で
あ
る
議
長
に
責
任
を
負
わ
せ
る
事
態
が
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
こ
と
か
ら
、
議
員
定
数
は
偶

数
で
定
め
る
こ
と
が
望
ま
し
い
。

明
確
な
考
え
な
し
。
情
報
収
集
段
階
の
た
め
、
様
々
な
情
報
を
全
議
員
で
共
有
す
る
こ
と
か
ら
始
め
る
べ
き
。

議
員
定
数
に
理
論
的
な
正
解
は
あ
り
ま
せ
ん
。
議
員
が
多
す
ぎ
る
と
い
う
批
判
や
不
満
の
背
景
に
は
、
こ
こ
の
議
員
に
対
す
る
不
満
や
議
会
活
動
が
見
え
に
く
い
と
い
う
住

民
感
情
が
潜
ん
で
い
ま
す
。
議
会
へ
の
不
満
を
短
絡
的
に
議
員
定
数
削
減
に
結
び
付
け
て
も
、
問
題
の
本
質
的
な
解
決
に
は
な
り
ま
せ
ん
。
議
会
へ
の
不
満
の
背
景
を
分
析

し
、
そ
れ
を
解
消
す
る
た
め
の
選
挙
制
度
や
情
報
公
開
の
あ
り
方
に
知
恵
を
絞
る
必
要
が
あ
る
で
し
ょ
う
。
個
人
的
に
は
定
数
に
問
題
が
あ
る
の
で
は
な
く
、
選
挙
へ
の
立

候
補
者
数
が
激
減
し
て
い
る
状
況
が
本
質
的
に
問
題
だ
と
思
っ
て
い
ま
す
。
当
選
す
る
政
治
家
の
質
が
向
上
し
て
、
有
権
者
に
も
議
会
の
存
在
意
義
を
感
じ
て
も
ら
え
れ
ば

定
数
削
減
と
い
う
話
に
は
な
ら
な
い
で
し
ょ
う
。

１
票
の
格
差
は
と
も
か
く
地
方
区
1
0
～
1
1
名
、
全
国
区
2
～
3
名
の
1
3
名
が
現
在
の
大
口
町
の
最
低
議
員
数
と
考
え
る
。

投
票
率
の
低
下
傾
向
が
続
き
、
無
投
票
当
選
の
割
合
も
増
大
し
て
い
る
。
我
が
大
口
町
議
会
議
員
選
挙
に
お
い
て
も
立
候
補
者
数
は
定
数
よ
り
1
名
多
い
だ
け
で
最
初
か
ら

結
果
は
見
え
て
い
た
と
言
っ
て
も
良
い
。
こ
れ
ら
の
推
移
を
鑑
み
る
に
、
議
会
に
対
す
る
住
民
の
関
心
の
低
下
に
伴
う
議
員
の
な
り
手
不
足
が
現
実
化
す
る
の
で
は
な
い

か
。
自
分
を
省
み
ず
に
言
え
ば
質
の
低
下
も
あ
る
の
で
は
な
い
か
、
そ
ん
な
危
惧
も
考
え
ら
れ
る
。
議
会
及
び
議
員
に
対
す
る
住
民
の
理
解
や
信
頼
の
確
保
に
真
剣
に
鋭
意

努
力
し
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
努
力
の
過
程
に
お
い
て
、
定
数
は
当
然
削
減
と
い
う
命
題
が
出
て
く
る
が
、
委
員
会
の
数
、
そ
の
定
数
、
或
い
は
ほ
と
ん
ど
の

議
員
が
地
元
の
支
援
で
出
て
き
て
い
る
地
域
密
着
型
で
あ
る
町
議
会
の
性
質
な
ど
諸
条
件
を
考
え
れ
ば
一
概
に
現
状
か
ら
減
ら
せ
ば
良
い
と
も
考
え
に
く
い
。
世
の
趨
勢
に

流
さ
れ
た
と
し
て
も
せ
い
ぜ
い
2
名
の
削
減
が
限
界
と
思
う
。

近
隣
市
町
の
人
口
規
模
と
比
較
し
、
住
民
か
ら
も
指
摘
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
削
減
す
る
方
向
で
検
討
す
べ
き
。

削
減
数
に
つ
い
て
は
、
地
域
の
代
表
と
し
て
の
役
割
を
な
ど
を
考
慮
し
、
行
政
区
の
数
や
規
模
、
他
会
派
な
ど
の
意
見
も
十
分
考
慮
す
る
と
と
も
に
、
住
民
の
意
見
も
し
っ

か
り
聴
取
し
検
討
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

意
　
　
　
見
　
　
　
及
　
　
　
び
　
　
　
考
　
　
　
え
　
　
　
方

議
員
の
仕
事
は
、
町
全
体
の
住
民
の
声
を
行
政
に
届
け
、
そ
の
実
現
に
向
け
頑
張
る
こ
と
で
、
こ
の
た
め
に
は
議
員
は
多
い
ほ
う
が
よ
り
多
く
の
住
民
の
声
を
届
け
る
こ
と
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議
員
報
酬
に
対
す
る
意
見

大
口
町
議
会

＊
意
見
種
別
欄
の
右
側
数
字
は
、
人
数
。

＊
意
見
及
び
考
え
方
の
破
線
は
、
1
議
員
の
区
切
り
。平
成
２
８
年
８
月
現
在

意
見
種
別

現
状
維
持
世
帯
構
成
に
よ
っ
て
必
要
な
報
酬
額
が
違
う
と
思
う
が
、
従
前
の
仕
事
と
の
両
立
を
保
障
す
る
こ
と
が
で
き
れ
ば
、
報
酬
を
引
き
上
げ
な
く
て
も
生
計
的
な
問
題
は
解
決
で

7
き
る
。
扶
養
手
当
の
支
給
論
に
対
し
て
は
、
議
員
は
平
等
の
原
則
に
反
す
る
の
で
反
対
。
議
員
は
労
働
者
で
は
な
い
。

値
上
げ
は
住
民
の
理
解
を
得
る
の
が
大
変
難
し
い
。

平
成
２
７
年
５
月
に
減
額
改
正
し
た
も
の
で
あ
り
、
当
面
は
こ
の
ま
ま
で
よ
い
。

現
行
の
基
準
（
町
長
の
３
分
の
１
）
の
根
拠
を
町
民
に
具
体
的
な
数
値
に
よ
る
説
明
が
必
要
。
（
町
村
議
会
議
長
会
基
準
に
よ
る
報
酬
決
定
の
根
拠
づ
け
）

政
務
活
動
費
（
研
修
費
＋
活
動
費
）
の
増
額
、
費
用
弁
償
を
再
考
す
る
こ
と
も
必
要
。

議
員
の
役
割
を
明
確
に
す
る
た
め
に
自
治
法
の
公
選
職
の
規
定
を
盛
り
込
み
、
時
代
に
合
っ
た
議
員
活
動
の
明
確
化
、
報
酬
の
見
直
し
を
し
て
い
く
活
動
が
必
要
。

他
市
町
の
意
見
交
換
会
を
み
て
も
現
状
で
は
報
酬
ア
ッ
プ
は
町
民
の
理
解
は
得
ら
れ
な
い
と
考
え
る
。

住
民
意
見
の
多
様
化
に
伴
い
、
議
員
職
務
が
常
勤
化
し
て
い
る
現
状
を
反
映
さ
せ
る
。
早
急
に
は
難
し
い
と
思
う
が
時
代
に
即
し
た
自
治
法
の
改
定
を
国
に
要
求
し
、
多
様

化
し
て
い
る
議
員
の
役
割
を
明
確
に
し
、
報
酬
の
改
定
に
結
び
付
け
る
。

社
会
情
勢
と
少
子
高
齢
化
に
伴
い
、
財
源
の
入
出
と
の
バ
ラ
ン
ス
も
あ
り
、
現
状
の
ま
ま
と
す
る
。

政
務
活
動
費
を
現
状
の
6
万
円
か
ら
2
万
円
上
積
み
の
8
万
円
（
お
よ
そ
1
3
.3
％
Ｕ
Ｐ
）
と
す
る
案
を
提
言
す
る
。

現
状
で
は
子
育
て
世
代
の
議
員
は
生
活
が
成
り
立
た
な
い
た
め
難
し
い
が
、
全
国
的
な
考
え
方
な
の
で
妥
当
と
考
え
る
し
か
な
い
。
町
民
に
理
解
さ
れ
る
議
員
活
動
が
さ
れ

て
い
な
い
と
思
う
の
で
、
議
員
全
体
が
個
人
の
議
員
活
動
を
含
め
ス
キ
ル
ア
ッ
プ
に
努
め
る
必
要
が
あ
る
。
政
務
調
査
は
自
払
い
が
多
く
な
る
の
で
、
増
や
し
て
し
っ
か
り

と
研
修
や
視
察
が
で
き
る
よ
う
に
す
べ
き
で
あ
る
。

現
状
維
持
と
し
た
い
。
不
交
付
団
体
で
も
あ
る
し
、
財
政
力
指
数
か
ら
み
て
も
現
状
が
的
確
と
思
う
。

上
げ
る
べ
き
現
在
の
報
酬
額
の
決
め
方
は
、
時
間
給
や
日
当
制
、
ま
た
成
果
報
酬
支
払
に
な
じ
ま
ず
、
明
確
な
基
準
が
な
い
た
め
、
昭
和
５
３
年
の
全
国
町
村
議
会
議
長
会
の
「
議

6
員
報
酬
の
適
正
化
に
関
す
る
申
し
合
わ
せ
」
に
よ
り
議
員
は
町
長
の
約
３
０
％
と
決
め
て
い
る
が
、
議
員
報
酬
は
生
活
給
で
は
な
い
と
言
わ
れ
つ
つ
も
、
現
実
は
議
員
活
動

の
他
に
生
活
給
的
な
意
味
合
い
を
持
っ
て
お
り
、
生
活
が
成
り
立
つ
適
切
な
報
酬
額
が
保
障
さ
れ
る
こ
と
に
よ
り
、
多
様
な
人
々
が
議
員
を
目
指
す
こ
と
が
で
き
る
の
で
は

な
い
か
と
思
い
、
現
状
で
は
満
足
で
な
く
、
増
額
す
る
こ
と
が
必
要
で
は
な
い
か
。

若
い
人
が
議
員
に
な
る
に
は
低
す
ぎ
る
報
酬
。
近
隣
市
の
議
員
報
酬
ぐ
ら
い
に
は
す
べ
き
。
個
人
的
に
は
現
状
の
報
酬
で
O
K
。

若
い
世
代
・
子
育
て
世
代
に
と
っ
て
は
、
安
過
ぎ
る
感
が
あ
る
の
で
は
？
市
並
み
に
報
酬
を
引
き
上
げ
れ
ば
、
若
手
を
含
め
優
秀
な
人
材
の
立
候
補
が
期
待
で
き
な
い
か
？

議
会
が
住
民
の
代
表
機
関
で
あ
る
以
上
、
性
別
、
年
齢
、
職
業
等
で
多
様
な
議
員
の
参
加
が
強
く
望
ま
れ
る
。
し
か
し
現
状
は
議
員
の
高
齢
化
は
年
々
進
行
し
、
女
性
や
若

い
世
代
に
お
け
る
議
員
の
な
り
手
不
足
は
顕
著
で
あ
る
。
「
地
方
分
権
」
の
時
代
を
迎
え
た
今
、
女
性
や
若
い
世
代
の
定
住
を
進
め
、
女
性
や
若
い
世
代
が
そ
の
地
域
で
活

躍
で
き
る
環
境
整
備
が
不
可
欠
で
あ
る
が
、
そ
の
た
め
に
も
女
性
や
若
い
世
代
が
議
員
と
な
り
、
町
民
と
と
も
に
活
躍
で
き
る
制
度
設
計
が
必
要
で
は
な
い
か
。

近
隣
含
め
市
会
議
員
は
３
０
歳
代
等
の
若
手
議
員
も
い
る
が
、
町
村
議
員
に
あ
っ
て
は
少
な
い
と
思
う
。
近
隣
と
の
比
較
で
２
０
万
円
近
く
差
が
あ
る
こ
と
が
要
因
で
は
？

議
員
報
酬
が
高
い
と
い
う
声
を
聞
く
が
、
昇
給
や
失
業
保
険
、
退
職
金
が
な
い
の
は
事
実
だ
し
、
４
年
に
１
度
の
選
挙
に
も
費
用
が
か
か
る
。
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意
見
種
別

議
員
報
酬
が
高
い
と
い
う
声
は
、
「
就
業
時
間
（
議
会
・
議
員
活
動
）
が
短
い
割
に
た
く
さ
ん
も
ら
っ
て
い
る
と
受
け
止
め
て
良
い
の
で
は
？

議
員
の
言
い
分
と
し
て
、
役
場
内
で
の
議
会
活
動
以
外
に
も
公
務
性
の
あ
る
議
員
活
動
も
多
々
あ
る
が
住
民
に
理
解
さ
れ
て
い
な
い
節
も
あ
る
。

平
成
２
７
年
１
１
月
、
熊
本
県
の
御
船
町
議
会
議
会
改
革
推
進
特
別
委
員
会
が
、
地
方
分
権
時
代
に
お
け
る
議
員
報
酬
の
あ
り
方
に
つ
い
て
の
中
間
報
告
を
ま
と
め
て
い
る

の
で
、
議
員
間
で
情
報
共
有
し
て
は
ど
う
か
。

最
低
限
安
定
し
た
生
活
給
を
保
証
で
き
る
よ
う
、
せ
め
て
市
議
会
議
員
に
近
い
報
酬
に
引
き
上
げ
を
検
討
す
べ
き
と
考
え
る
。
現
状
を
住
民
に
十
分
説
明
し
、
理
解
し
て
も

ら
い
、
広
く
有
望
な
人
材
が
議
員
と
し
て
幅
広
く
活
躍
で
き
る
議
会
を
目
指
す
こ
と
が
議
会
改
革
に
も
繋
が
っ
て
い
く
と
考
え
る
。

現
在
の
報
酬
は
町
村
の
中
で
は
高
い
ほ
う
で
は
あ
り
、
町
長
の
給
料
を
基
準
に
決
め
ら
れ
て
い
る
が
、
市
町
村
長
の
給
料
は
さ
ほ
ど
格
差
も
な
い
よ
う
に
思
う
。
そ
う
し
た

中
で
町
村
議
員
報
酬
は
、
市
議
会
議
員
の
報
酬
と
は
か
な
り
の
格
差
が
あ
る
が
、
議
員
と
し
て
の
活
動
や
責
務
に
つ
い
て
は
違
い
は
な
く
同
じ
で
あ
る
と
考
え
る
。

議
員
年
金
制
度
も
廃
止
さ
れ
、
退
職
金
制
度
も
な
く
、
年
金
の
一
元
化
に
よ
り
年
金
が
大
幅
に
減
額
さ
れ
、
さ
ら
に
町
村
議
員
を
目
指
す
若
年
層
は
四
年
毎
の
選
挙
や
経
済

的
な
理
由
か
ら
議
員
と
な
れ
る
人
材
が
限
ら
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
現
状
が
あ
る
。

最
低
限
現
状
維
持
か
、
ア
ッ
プ
を
望
む
。
市
と
比
較
し
て
町
村
は
報
酬
が
低
い
。
将
来
議
員
を
目
指
す
方
の
た
め
に
も
最
低
限
現
状
維
持
を
望
む
。

議
員
は
誰
で
も
な
れ
る
（
学
歴
不
問
、
満
2
5
歳
以
上
の
日
本
国
民
、
3
か
月
以
上
の
住
民
登
録
）
。

子
育
て
世
代
が
専
属
議
員
で
生
計
が
成
り
立
つ
こ
と
が
不
可
欠
。
年
金
受
給
者
、
サ
ラ
リ
ー
マ
ン
（
副
業
）
限
定
に
し
て
は
い
け
な
い
。

報
酬
が
上
げ
ら
れ
な
い
な
ら
、
政
務
活
動
費
の
増
額
を
望
む
。

現
行
報
酬
の
２
割
増
額
。
定
数
を
２
人
削
減
す
る
こ
と
に
よ
り
、
歳
出
が
約
１
千
万
円
削
減
で
き
る
の
で
、
こ
れ
を
原
資
に
１
３
人
で
割
り
戻
す
と
約
１
５
％
増
と
な

り
、
こ
の
際
報
酬
を
見
直
す
観
点
か
ら
２
割
増
と
す
る
。

下
げ
る
べ
き
0

そ
の
他

国
の
制
度
を
待
つ
の
で
は
な
く
、
町
の
条
例
で
対
応
す
べ
き
と
考
え
る
。

2
地
方
議
員
の
報
酬
は
国
会
議
員
を
参
考
に
さ
れ
た
が
、
歳
費
の
名
称
は
年
棒
と
い
っ
た
性
格
、
色
彩
を
強
く
帯
び
る
の
で
採
用
し
な
か
っ
た
と
聞
く
。
よ
っ
て
地
方
議
員
に

は
国
会
議
員
同
様
、
基
本
給
と
期
末
手
当
の
み
で
あ
る
。
し
か
し
、
実
態
は
地
方
議
員
が
所
属
す
る
地
方
自
治
体
の
首
長
の
基
本
給
だ
け
を
基
準
に
し
て
い
る
。
ま
っ
た
く

も
っ
て
不
可
解
極
ま
り
な
い
。
首
長
を
基
準
に
す
る
の
な
ら
、
首
長
に
適
用
し
て
い
る
基
本
給
、
通
勤
手
当
、
退
職
手
当
、
共
済
組
合
（
短
期
、
長
期
）
を
適
用
す
る
こ

と
に
よ
っ
て
、
若
い
議
員
の
出
現
が
期
待
で
き
る
。

現
状
の
一
人
当
た
り
の
負
担
率
を
変
え
る
こ
と
な
く
生
活
が
確
保
で
き
る
報
酬
と
い
う
条
件
を
満
た
そ
う
と
思
え
ば
、
基
本
的
報
酬
を
抑
え
、
諸
手
当
的
報
酬
を
確
保
す

れ
ば
よ
い
と
考
え
る
。

住
民
一
人
当
た
り
の
議
員
報
酬
負
担
率
は
、
市
に
比
べ
町
村
の
ほ
う
が
高
い
と
思
う
が
、
だ
か
ら
と
い
っ
て
現
状
で
良
い
と
は
思
え
な
い
。
何
故
な
ら
、
現
状
で
は
子
育
て

中
の
優
秀
な
人
材
の
確
保
或
い
は
多
様
な
人
材
の
確
保
が
極
め
て
困
難
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
は
取
り
も
直
さ
ず
町
や
町
民
の
損
失
で
も
あ
る
。
従
っ
て
、
サ
ラ
リ
ー

マ
ン
を
辞
め
て
も
生
活
で
き
る
水
準
が
必
要
と
思
う
が
、
当
然
そ
れ
は
議
員
ご
と
に
異
な
っ
て
い
る
。

住
民
と
の
幅
広
い
意
見
交
換
、
ア
ン
ケ
ー
ト
の
実
施
、
議
会
意
見
の
周
知
或
い
は
個
々
の
考
え
方
の
聴
取
な
ど
相
当
の
困
難
と
努
力
と
時
間
を
経
て
、
結
論
を
出
さ
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。
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会

と
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意
見

交
換
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ケ
ー
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結

果
】

　
　

　
　

2
0歳

未
満

30
歳

代
40

歳
代

5
0歳

代
6
0歳

代
7
0
歳

代
計

秋
田

0人
0人

0人
0人

0人
0人

0人
豊

田
0人

0人
0人

0人
2人

0人
2人

大
屋

敷
0人

0人
0人

0人
0人

0人
0人

外
坪

0人
0人

0人
0人

0人
0人

0人
河

北
0人

0人
0人

0人
0人

0人
0人

余
野

0人
0人

0人
1人

1人
1人

3人
上

小
口

0人
0人

0人
0人

0人
0人

0人
中

小
口

0人
0人

0人
1人

0人
0人

1人
下

小
口

0人
0人

1人
2人

2人
3人

8人
垣

田
0人

0人
0人

0人
0人

0人
0人

さ
つ

き
ケ

丘
0人

0人
0人

0人
0人

0人
0人

町
外

0人
0人

0人
2人

0人
0人

2人
男

性
　

計
0
人

0人
1人

6
人

5
人

4
人

1
6人

2
0歳

未
満

30
歳

代
40

歳
代

5
0歳

代
6
0歳

代
7
0
歳

代
計

秋
田

0人
0人

0人
0人

0人
0人

0人
豊

田
0人

0人
0人

0人
0人

0人
0人

大
屋

敷
0人

0人
0人

0人
0人

0人
0人

外
坪

0人
0人

0人
0人

0人
0人

0人
河

北
0人

0人
0人

0人
0人

0人
0人

余
野

0人
0人

1人
0人

0人
0人

1人
上

小
口

0人
0人

0人
0人

0人
0人

0人
中

小
口

0人
0人

0人
0人

0人
0人

0人
下

小
口

0人
0人

0人
0人

0人
0人

0人
垣

田
0人

0人
0人

0人
0人

0人
0人

さ
つ

き
ケ

丘
0人

0人
0人

0人
0人

0人
0人

町
外

0人
0人

0人
0人

0人
0人

0人
女

性
　

計
0
人

0人
1人

0
人

0
人

0
人

1人

2
0歳

未
満

30
歳

代
40

歳
代

5
0歳

代
6
0歳

代
7
0
歳

代
合

計
合

計
0
人

0人
2人

6
人

5
人

4
人

1
7人

未
回

答 1人

*グ
ラ

フ
…

未
回

答
1人

除
く
。

問
①

 性
別

 ・
 問

②
 年

齢
 ・

 問
③

 地
域

平
成

2
8
年

1
1
月

1
2
日

(
土

)

　
1
8
:
0
0
～

1
9
:
2
5
　

下
小

口
学

習
等

共
同

利
用

施
設

　
　

参
加

者
　

1
6
人

(
男

 
1
5
人

・
女

 
1
人

)

　
1
4
:
0
0
～

1
5
:
0
8
　

豊
田

学
習

等
共

同
利

用
施

設

　
　

参
加

者
　

1
0
人

(
男

 
 
9
人

・
女

 
1
人

)

ア
ン

ケ
ー

ト
回
答

者
　
1
8
人

(
男

 
1
6
人

・
女
 
1
人

・
未

回
答

 
1
人

)

4
0
歳

代
, 6

% 5
0
歳

代
, 3

8
%

6
0
歳

代
, 3

1
%

7
0
歳

代
, 2

5
%

男
性

2
0
歳

未
満

3
0
歳

代
4

0
歳

代
5

0
歳

代
6

0
歳

代
7

0
歳

代

4
0
歳

代
, 1

0
0

%

女
性

2
0
歳

未
満

3
0
歳

代
4

0
歳

代
5

0
歳

代
6

0
歳

代
7

0
歳

代

4
0
歳

代
, 1

2
%

5
0
歳

代
, 3

5
%

6
0
歳

代
, 2

9
%

7
0
歳

代
, 2

4
%

合
計

2
0
歳

未
満

3
0
歳

代
4

0
歳

代
5

0
歳

代
6

0
歳

代
7

0
歳

代
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会
社

員
無

職
そ

の
他

合
計

男
性

4人
8人

4人
16

人
女

性
0人

0人
1人

1
人

合
計

4
人

8人
4人

17
人

未
回

答 1
人

*グ
ラ

フ
…

未
回

答
1人

除
く
。

回
答

数
4 3 1 2 3 1 1 1 1

未
回

答 1
人

回
答

数
2 1 2 4 3 2 1 1 1 1

未
回

答 1
人

議
会

だ
よ

り
、

町
ホ

ー
ム

ペ
ー

ジ
、

チ
ラ

シ
議

会
だ

よ
り

、
広

報
お

お
ぐ

ち
、

チ
ラ

シ

7 
そ

の
他

問
④

 職
業

議
会

だ
よ

り

8 
平

日
の

夜
、

土
日

祝
の

夜

10
 土

日
祝

の
午

前
、

土
日

祝
の

午
後

問
⑤

 何
で

知
っ

た
か

（
複

数
回

答
）

項
目

広
報

お
お

ぐ
ち

町
ホ

ー
ム

ペ
ー

ジ

議
会

だ
よ

り
、

広
報

お
お

ぐ
ち

9 
平

日
の

夜
、

土
日

祝
の

午
後

、
土

日
祝

の
夜

チ
ラ

シ
議

員
・知

人
の

紹
介

問
⑥

 参
加

し
や

す
い

開
催

日
時

（複
数

回
答

）

2 
平

日
の

午
後

3 
平

日
の

夜
4 

土
日

・
祝

日
の

午
前

5 
土

日
・
祝

日
の

午
後

6 
土

日
・
祝

日
の

夜

項
目

そ
の

他

会
社

員
, 2

5
%

無
職

, 5
0

%

そ
の

他
, 2

5
%

職
業

会
社

員
無

職
そ

の
他
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回
答

数 1
人

8
人

3
人

6
人

18
人

回
答

数
15

人
1
人

2
人

18
人

回
答

数
14

人
1
人

3
人

18
人

ち
ょ

う
ど

よ
か

っ
た

短
か

っ
た

未
回

答
合

計

問
⑦

 時
間

項
目

分
か

り
や

す
い

分
か

り
に

く
い

未
回

答
合

計

合
計

問
⑧

 資
料

「他
市

町
村

の
定

数
・
報

酬
」

項
目

分
か

り
に

く
い

未
回

答

項
目

問
⑧

 資
料

「議
会

の
概

要
」

分
か

り
や

す
い

長
か

っ
た

長
か

っ
た

, 6
%

ち
ょ

う
ど

よ
か

っ

た
, 4

4
%

短
か

っ
た

, 1
7

%

未
回

答
, 3

3
%

時
間

長
か

っ
た

ち
ょ

う
ど

よ
か

っ
た

短
か

っ
た

未
回

答

分
か

り
や

す
い

, 

8
3

%

分
か

り
に

く
い

, 

6
%

未
回

答
, 1

1
%

資
料

「議
会

の
概

要
」

分
か

り
や

す
い

分
か

り
に

く
い

未
回

答

分
か

り
や

す
い

, 

7
8

%

分
か

り
に

く
い

, 5
%未

回
答

, 1
7

%

資
料

「他
市

町
村

の
定

数
・報

酬
」

分
か

り
や

す
い

分
か

り
に

く
い

未
回

答
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【議
会

と
の

意
見

交
換

会
　

ア
ン

ケ
ー

ト
結

果
】

　
　

　
　

回
答

数 6
人

9
人

3
人

18
人

回
答

数
10

人
7
人

1
人

18
人

合
計

問
⑩

 今
後

の
参

加
項

目
参

加
し

た
い

テ
ー

マ
に

よ
っ

て
は

参
加

す
る

未
回

答

普
通

未
回

答
合

計

問
⑨

 感
想

項
目

よ
か

っ
た

よ
か

っ
た

, 3
3

%

普
通

, 5
0

%

未
回

答
, 1

7
%

感
想

よ
か

っ
た

普
通

未
回

答 参
加

し
た

い
, 

5
6

%

テ
ー

マ
に

よ
っ

て

は
参

加
す

る
, 

3
9

%

未
回

答
, 5

%

今
後

の
参

加

参
加

し
た

い
テ

ー
マ

に
よ

っ
て

は
参

加
す

る
未

回
答
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議
会
と
の
意
見
交
換
会
ア
ン
ケ
ー
ト
 
 
 
意
見
・
要
望
・
提
案
 

 ・
ポ
イ
ン
ト
を
決
め
て
、
深
く
討
論
が
必
要
で
は
。
 

 ・
議
員
定
数
に
つ
い
て
 

 
・
仕
事
量
 

 
 
・
減
と
し
た
と
き
、
現
在
の
仕
事
が
で
き
る
か
？
 

 
 
・
増
と
し
た
と
き
、
何
を
仕
事
と
し
て
新
し
く
で
き
る
か
？
 

 
・
住
民
か
ら
は
少
な
い
方
が
い
い
と
思
う
。
・
・
・
一
般
的
 

 ・
議
員
報
酬
 

 
・
住
民
と
し
て
は
、
税
金
を
使
っ
て
い
る
の
で
、
少
な
い
方
が
い
い
と
い
う
意
見
が
多
い
と
思

う
。
 

 
・
議
員
の
報
酬
が
多
い
、
少
な
い
と
は
、
簡
単
に
は
言
え
な
い
。
・
・
・
私
意
見
 

 ・
そ
の
他
及
び
総
論
 

 
・
議
員
定
数
、
報
酬
に
は
、
簡
単
に
は
答
え
る
こ
と
は
一
住
民
と
し
て
で
き
な
い
。
 

 ・
一
般
参
加
者
が
少
な
い
と
感
じ
た
。
・
・
・
住
民
に
関
心
が
な
い
。
 

 ・
建
設
予
定
の
広
域
ご
み
処
理
施
設
に
つ
い
て
、
今
後
の
江
南
丹
羽
環
境
管
理
組
合
施
設
は
。
 

 ・
年
々
、
あ
る
い
は

環
境
の

変
遷
に
よ
り

、
町

内
、

町
外
も
含
め
、
懸
案

の
事

柄
は
増
加
し
、
多

岐
（
多

様
）
に
わ
た
っ
て
き

て
い
る
。
よ
り
力

を
合

わ
せ
て
い
た
だ
き
、
未
来
志
向
で
一
層
の
尽
力
を
お
願
い
し
た
い
。
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・
今
日
は
、
町
職
員
も
出
席
し
て
、
区
会
か
ら
の
要
望
事

項
、
道
路
計
画
の
遅
延
（
桃
花
台
線
、
下

小
口

か
ら
南
進
）
、
小
口
岩
倉

線
（
ヤ
マ
ザ
キ
マ
ザ

ッ
ク
前
か
ら
江
南
市
前
野
ま
で
）
な
ど
が
質
問
で
き
る
と
思
っ
て
い
た
。
 

 ・
若
手
議
員
の
具
体
的
イ
メ
ー
ジ
。
 

 ・
定
数
や
報
酬
の
根

拠
が
分

か
っ
て
よ
か

っ
た

。
定

数
・
報
酬
の
多
少
は

、
も

の
さ
し
と
な
る
も

の
に
よ

り
変
わ
っ
て
く
る
の

だ
ろ
う
。
意
見
や

考
え

を
交
換
し
、
お
互
い

の
考

え
を
知
る
、

聞
く
と

い
う

こ
と
が
、
民
主
主
義

の
根

幹
と
思
う
。
す

ぐ
に
結
論

が
出
な
く
て
も
（
人

の
生
き
死
に
の

問
題

で
は
な
い
の
で
、
じ
っ
く
り
）
議
論
す
る
こ
と
が
大
切
と
思
っ
た
。（

私
は
、
報
酬
は
生
活
保
護

費
並
み
月
額
、
政
務
活
動
費
を
大
幅
増
額
し
活
動
を

保
障
）
 

 ・
豊
田
学
共
の
交
換

会
で
は

、
南
の
地
域

の
雰

囲
気

が
端
的
に
表
れ
て
い

る
と

感
じ
た
。
そ
の
地

域
の
人

た
ち
が
考
え
れ
ば
よ

い
問
題
と
思
う
が

、
人

生
は
一
度
し
か
な
い
と
改
め
て
感
じ
た
。
 

 ・
公
約
に
つ
い
て
、

立
候
補

時
と
状
況
が

違
う

か
ら

と
、
公
約
と
真
逆
の

行
動

を
と
ら
れ
る
議
員

が
在
籍

し
て
い
る
と
聞
く
。

議
員
に
と
っ
て
公

約
と

は
何
な
の
だ
ろ
う
か
。
公
約
が
簡
単
に
反
故
に
さ
れ
る
の
で
は
、
主
権
者
は
た
ま
っ
た
も
の
で

は
な
い
。
 

 ・
議
会
活
動
の
報
告
の
時
間
を
設
け
て
ほ
し
い
。
（
本
会
議
、
委
員
会
、
視
察
、
組
合
議
会
等
の
報

告
）
 

 ・
足
が
不
自
由
な
方
も
い
る
と
思
う
の
で
、
各
学
共
、
集
会
場
に
加
え
、
健
康
文
化
セ
ン
タ
ー
で

開
催
し
て
ほ
し
い
。
 

 ・
議
会
の
傍
聴
を
し

た
こ
と

が
な
い
。
仕

事
を

休
ん

で
ま
で
行
こ
う
と
い

う
気

持
ち
に
な
か
な
か

な
れ
な

い
が
、
関
心
が
そ
の

程
度
な
の
だ
ろ
う

。
し

か
し
、
議
会
も
ま
ち
づ
く
り
と
地
域
づ
く
り
の
一
つ
の
ツ
ー
ル
だ
か
ら
、
町
を
よ
り
住
み
や
す
く
し
た
い
な
ら
、
考
え
を
改
め
な
け
れ
ば
い
け
な
い
。
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・
住
民
の
皆
さ
ん
が
、
議
会
・
議
員
に
つ
い
て
多
く
を
知
ら
な
い
。
 

 ・
意
見
交
換
が
で
き
る
、
大
口
町
の
現
状
に
つ
い
て
、
１
つ
で
も
多
く
の
現
状
を
情
報
提
供
し
、

テ
ー
マ
に
つ
な
げ
て
い
く
工
夫
が
必
要
。
 

 ・
豊
山
町
は
１
０
人

で
や
っ

て
い
る
の
で

、
１

０
人

で
も
で
き
る
の
で
は

な
い

か
。
で
き
る
か
、

で
き
な

い
か
は
、
一
般
人
で

は
分
か
ら
な
い
。

議
員

の
中
で
よ
く
協
議
を
し
て
ほ
し
い
。
１
０
人
で
足
り
な
い
と
い
う
の
で
あ
れ
ば
、
具
体
的
に
ど

の
よ
う
に
違
う
の
か
明
示
す
べ
き
で
あ
る
。
 

 （
ア
ン
ケ
ー
ト
記
入
者
か
ら
、
返
答
の
求
め
あ
り
）
 

・
議
員
の
定
数
と
報
酬
に
つ
い
て
、
 

 
 
①
 
議
員
の
定
数
 
１
１
名
 

 
 
②
 
議
員
の
報
酬
 
３
割
カ
ッ
ト
 

 
 
③
 
政
務
活
動
費
廃
止
 

 
 
④
 
町
長
も
グ
リ
ー
ン
車
廃
止
 

 
な
お
、
報
酬
２
９
２
，
０
０
０
円
に
ふ
さ
わ
し
い
仕
事
を
し
て
い
る
議
員
あ
ら
ば
、
教
え
て
く

だ
さ
い
。
 

 ・
政
務
活
動
費
に
つ
い
て
、
変
更
前
 
各
会
派
に
対
す
る
政
務
活
動
費
の
交
付
金
額
及
び
個
々
の

領
収
証
の
公
開
を
求
め
ま
す
。
 

 ・
丹
羽
消
防
署
に
お

け
る
勤

務
時
間
中
の

卓
球

事
件

に
つ
い
て
、
署
長
も

次
長

も
、
勤
務
時
間
中

、
卓
球

に
参
加
し
て
い
た
、

若
い
頃
か
ら
平
気

で
勤

務
中
に
や
っ
て
い
ま

し
た

よ
と
の
情
報

が
あ
り

ま
す

。
こ
の
事
件
は
、
再

度
調

査
し
、
勤
務
規

定
、
準
則

に
基
づ
き
、
厳
罰
に

し
て
く
だ
さ
い

。
署

長
、
次
長
は
、
責
任

を
と

り
、
退
職
す

べ
き
が

相
当

と
考
え
ま
す
。
こ
の

件
に

関
し
、
大
口
広

報
は
、
透

明
性
の
あ
る
情
報
発

信
を
、
事
実
に

基
づ

き
、
ス
ペ
ー
ス
を
広

く
と

り
、
町
民
に

報
告
す

べ
き

で
す
。
身
内
の
失
敗

、
事

件
等
は
書
か
な

い
と
い
う

伝
統
は
許
さ
れ
ま
せ

ん
。
な
お
、
図

書
館

に
関
す
る
件
、
マ
イ

ナ
ン

バ
ー
の
セ
キ

ュ
リ
テ

ィ
の

問
題
は
、
ス
ペ
ー
ス

が
な

い
の
で
止
め
ま

す
。
上
記

に
つ
い
て
、
大
口
町

議
会
事
務
局
の

返
答

を
求
め
ま
す
。
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- 1 - 

平成２９年４月１４日 

 

 

議長 丹羽  勉 様 

 

                  議会運営委員会 委員長  齊木 一三 

 

 

議員定数及び議員報酬に関する検討について（中間報告） 

 

 平成２８年７月１１日付けで議長から諮問を受けましたことについて、意見交換会

を開催し住民の意見を聴取するとともに議会全員でも検討してまいりましたが、諮問

で示された答申時期を考慮し中間報告をとりまとめましたので、報告いたします。 

 

記 

１ 諮問事項 

 (1) 大口町議会議員定数について 

 (2) 大口町議会議員報酬について 

 

２ 検討経過 

平成２８年 ７月１４日 議会運営委員会 

・議員定数、議員報酬について 

平成２８年 ７月１９日 議会全員協議会 

・議員定数及び議員報酬について 

平成２８年 ８月２２日 議会運営委員会 

・議員定数、議員報酬について 

・意見交換会（議会報告会）の開催について 

平成２８年 ９月 ６日 議会運営委員会 

・意見交換会について 

平成２８年 ９月１５日 議会全員協議会 

・意見交換会について 

平成２８年１０月１４日 議会運営委員会 

・意見交換会について 

平成２８年１０月１８日 議会全員協議会 

・意見交換会について 
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平成２８年１１月 １日 議会全員協議会 

・意見交換会の最終確認について 

平成２８年１１月１２日 意見交換会 

平成２８年１１月１５日 議会全員協議会 

・意見交換会 意見の取りまとめについて 

平成２８年１１月１７日 議会運営委員会 

・意見交換会速報版について 

平成２８年１１月１７日 議会全員協議会 

・意見交換会報告書の取りまとめについて 

平成２８年１１月２２日 議会運営委員会 

・議会との意見交換会について 

平成２８年１２月 ６日 総務建設常任委員会協議会 

・意見交換会における意見・要望の取扱いについて 

平成２８年１２月 ９日 正副委員長会議 

・平成２９年度の予算について 

平成２８年１２月２７日 議会運営委員会 

・意見交換会での意見等の対応について 

平成２８年１２月２７日 議会全員協議会 

・意見交換会での意見等の対応について 

平成２８年１２月２７日 議会報告会実施報告書の提出 

平成２９年 １月１０日 町長に対し、住民の意見への対応を文書で依頼 

平成２９年 １月１９日 議会運営委員会 

・議会報告会実施要綱について 

・議会アンケートについて 

・今後のスケジュールについて 

平成２９年 １月２６日 議会全員協議会 

・議員の定数と報酬について 

平成２９年 ２月 ９日 議会運営委員会 

・議会報告会実施要綱について 

・議会アンケートについて 

平成２９年 ２月２０日 議会運営委員会 

・議会アンケートについて 

・諮問に対する中間報告について 

平成２９年 ３月２７日 議会全員協議会 

・議会報告会実施要綱について 
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平成２９年 ３月２７日 議会運営委員会 

・議会アンケートについて 

・諮問に対する中間報告について 

 

３ 検討内容 

平成２８年７月１４日 議会運営委員会 

【議員定数、議員報酬について】 

 ・議長からの諮問を受け、議員間の検討方法、地域住民等からの意見聴取の方

法を協議した。 

 ・協議の結果、議会全員協議会において今後の進め方を協議し、各議員の意

見、各会派、議会運営委員会等、議員間で検討することとした。また、議会

報告会（意見交換会）は、議員定数と議員報酬をテーマとして開催する方向

で進めることとした。 

  

平成２８年 ７月１９日 議会全員協議会 

【議員定数及び議員報酬について】 

 ・全議員が議員定数及び議員報酬に対する自分の考え方をまとめ、議会運営

委員会委員長あて提出することとした（８月１６日期限）。 

 ・議会報告会は、議員定数及び議員報酬をテーマとした意見交換会という形

で、１１月頃に開催することとした。 

  

平成２８年 ８月２２日 議会運営委員会 

【議員定数、議員報酬について】 

 ・議員定数及び議員報酬に対する全議員の考え方について、取りまとめた結

果を報告した。 

 ・議会運営委員会としては、平成２８年度、議員定数や議員報酬のみでなく、

議会改革として議論した様々な内容を、委員会としての検討結果としてま

とめることとした。 

【意見交換会（議会報告会）の開催について】 

 ・議員定数と議員報酬をテーマとすることとした。 

 ・町内２地区（２会場）で開催することとし、１班あたり７人（議長を除く。）

の２班に分かれ、司会、進行等、各班で役割分担することとした。 

 ・住民に対し、町広報１１月号の折込みチラシ、町議会だよりの紙面、行政無

線等により、開催を周知することとした。 
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平成２８年 ９月 ６日 議会運営委員会 

【意見交換会について】 

 ・開催期日を１１月１２日（土）とし、午後２時から豊田学習等共同利用施

設、午後６時から下小口学習等共同利用施設で開催することとし、時間配

分としては全体で１時間半程度とした。 

 ・司会等の役割分担は議員全員に諮った上で、各班で決定することとした。 

 ・開催名称を「議会との意見交換会」とした。 

 ・アンケートは、平成２７年度の議会報告会で使用したものをもとに作成す

ることとした。 

 ・意見交換会の開催結果を住民に周知するため、速報版を町広報１月号に折

り込むこととした。 

 

平成２８年 ９月１５日 議会全員協議会 

【意見交換会について】 

 ・意見交換会の開催日時、場所等、９月６日の議会運営委員会で決定した事項

を報告した。 

 ・資料として、町広報１１月号に折り込むチラシ案、アンケート用紙案を配布

した。 

 ・各班に分かれ、司会等の役割分担を決定した。今後、各担当の打合せを行

い、開催に向けた準備に入ることとした。 

 

平成２８年１０月１４日 議会運営委員会 

【意見交換会について】 

 ・意見交換会開催に向けた準備の進捗状況の報告、最終調整を行った。 

 ・当日配布する資料、使用する器材、アンケートの回収方法、ポスターの掲示

場所等について検討、決定した。 

 ・議会広報常任委員会にて編集作業中の議会だよりの原稿（現在の議員定数

と議員報酬に関する記事）を報告した。 

 ・議長の諮問に対する答申に向け、意見交換会終了後に検討する事項、今後の

タイムスケジュールの必要性等について意見交換を行った。 

 

平成２８年１０月１８日 議会全員協議会 

【意見交換会について】 

 ・１０月１４日の議会運営委員会で協議した事項を報告した。 
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 ・１１月１日に議会全員協議会を開催し、最終的な調整をすることとした。 

 ・１１月１５日に議会全員協議会を開催し、開催結果をまとめることとした。 

 

平成２８年１１月 １日 議会全員協議会 

【意見交換会の最終確認について】 

 ・意見交換会の会場準備、進行、説明事項、質疑応答等について、最終確認を

行った。 

 

平成２８年１１月１２日 意見交換会 

【豊田学習等共同利用施設】 

・時 間 午後２時００分～午後３時０８分 

・参加者 １０人（男９人、女１人） 

【下小口学習等共同利用施設】 

・時 間 午後６時００分～午後７時２５分 

・参加者 １６人（男１５人、女１人） 

 

平成２８年１１月１５日 議会全員協議会 

【意見交換会 意見の取りまとめについて】 

・記録担当者がまとめた報告書をもとに、意見交換会で住民から出された意

見の内容確認、議会として取り上げるべき課題、町に報告すべき課題等に

ついて、２班に分かれて協議を行った。 

・住民から出された意見、それに対する議会としての対応を協議し、報告書

として整理することとした。 

 

平成２８年１１月１７日 議会運営委員会 

【意見交換会速報版について】 

 ・議会広報常任委員会にて作成した速報版（案）を報告、町広報１月号に織り

込むことを確認した。 

 

平成２８年１１月１７日 議会全員協議会 

【意見交換会報告書の取りまとめについて】 

 ・意見交換会での住民からの意見のうち、議会での検討が必要とした４件に

ついて、その内容から、総務建設常任委員会にて対応することを決定した。 

 ・総務建設常任委員会は対応を協議、決定し、その結果を議会運営委員会に報
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告することとした。 

 

平成２８年１１月２２日 議会運営委員会 

【議会との意見交換会について】 

 ・意見交換会での住民からの意見の取扱いについて協議を行った。 

 ・今回を機に、報告書としてのまとめ方を検討し、議会報告会を毎年開催する

にあたり、統一した様式を作成することとした。 

 ・議会報告会は、引き続き議会運営員会が担うのか、あるいは、別の組織が担

うのか、実施要綱を定めるのか、住民アンケートを実施するのかといった

意見が出され、引き続き検討することとした。 

 ・議員定数と議員報酬について、議員間での議論を深めることとした。 

 

平成２８年１２月 ６日 総務建設常任委員会協議会 

【意見交換会における意見・要望の取扱いについて】 

 ・意見交換会での住民からの意見のうち、議会での検討が必要とした４件に

ついて、その対応を協議、決定した。 

 

平成２８年１２月 ９日 正副委員長会議 

【平成２９年度の予算について】 

 ・議会アンケートの実施に向け、議会運営委員会において、アンケート項目の

内容を詰めていく。 

 

平成２８年１２月２７日 議会運営委員会 

【意見交換会での意見等の対応について】 

 ・１１月２２日開催の議会運営委員会において決定した、報告書、意見・提言

の取扱いに基づき、意見交換会の報告書としてまとめたものを報告した。 

 ・今後のスケジュールとして、議会報告会の実施にあたっての組織編成、実施

要綱、住民アンケートの実施に向けたアンケート項目の内容、議長の諮問

に対する今年度分の取組み状況の報告について、３月末までを目途に進め

ることとした。 

 ・議会だより（平成２９年１月２７日発行）の意見交換会の特集記事（案）を

報告した。今後、議会広報常任委員会にて校正を重ね、完成させる。 
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平成２８年１２月２７日 議会全員協議会 

【意見交換会での意見等の対応について】 

 ・議会全員協議会に先立って開催された議会運営委員会において決定された

内容を報告した。 

 

平成２８年１２月２７日 議会報告会実施報告書の提出 

・議会運営委員会委員長から議長あて、「議会報告会実施報告書」を提出した。 

 

平成２９年 １月１０日 町長に対し、住民の意見への対応を文書で依頼 

・議長から町長あて、「議会との意見交換会で住民からいただいた意見等への

対応について（依頼）」を文書により提出した。 

 

平成２９年 １月１９日 議会運営委員会 

【議会報告会実施要綱について】 

 ・実施要綱素案により、組織のイメージ、議会報告会プロジェクトの設置、副

議長をリーダーとしたプロジェクト構成員、各種様式等について検討した。 

【議会アンケートについて】 

 ・平成２９年度の実施に向け、３月末までにアンケート項目の内容を詰めて

いくことを確認した。他自治体議会が実施したアンケートを参考に検討す

ることとした。 

【今後のスケジュールについて】 

 ・１月２６日開催の議会全員協議会において、意見交換会の感想、住民から出

された意見、議員定数と議員報酬の考え方について、議員全員で協議する

こととした。 

 

平成２９年 １月２６日 議会全員協議会 

【議員の定数と報酬について】 

 ・議員定数と議員報酬についてどう考えているか、各議員が意見を出し合っ

た。議会として結論を出すには時間を要するため、引き続き、議論を重ねて

いくこととした。 

 

平成２９年 ２月 ９日 議会運営委員会 

【議会報告会実施要綱について】 

 ・平成２８年度「はじめての議会報告会」、平成２９年度「議会との意見交換
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会」を実施する中で検討・決定してきた内容、町独自の考え方を加味した実

施要綱案について、１条ずつ、内容を検討し、最終案として取りまとめた。 

【議会アンケートについて】 

 ・他自治体が実施したアンケートから、各委員が必要と考える項目を選択し、

それらを取りまとめた上で素案を作成することとした。 

 

平成２９年 ２月２０日 議会運営委員会 

【議会アンケートについて】 

 ・他自治体が実施したアンケートの項目、委員が素案として作成した項目か

ら個人情報、議会、議員、定数・報酬、広報の区分で２０項目を選択した。

次回の議会運営委員会で引き続き内容を詰めることとした。 

【諮問に対する中間報告について】 

 ・議員定数及び議員報酬については平成２９年度も協議を継続するため、平

成２８年度における検討状況を中間報告としてまとめることとした。 

・中間報告の内容は、「検討経過」、「検討結果」、「今後の対応」とし、議会運

営委員会から議長に対し、４月までに提出することとした。 

 ・正副委員長で素案を作成し、次回の議会運営委員会で協議することとした。 

 

平成２９年 ３月２７日 議会全員協議会 

【議会報告会実施要綱について】 

 ・平成２９年３月２９日付けで告示し、平成２９年４月１日施行とする旨を

報告した。 

平成２９年 ３月２７日 議会運営委員会 

【議会アンケートについて】 

 ・委員の意見を踏まえて選択したアンケート項目、アンケートのお願い（案）

を示し、委員間の最終協議をした。 

【諮問に対する中間報告について】 

 ・正副委員長による中間報告の素案を示し、協議をした。 

 

４ 今後の対応 

  これまでの検討経過を振り返ると、会議では、意見交換会に関する協議に多くの

時間を割いてきたことは事実であるが、その中にあっても、随時、議員間で議員定

数や議員報酬に関する意見交換を行ってきた。このことにより、当委員会としては、

議会が今後何をすべきかが見えてきたので、それは検討の成果ではないかと考えて

いる。 
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  このため、当委員会としては、今後、主として次の三点について具体的に取り組

んでいくこととする。 

第一に「議会報告会の開催」である。「議員定数と議員報酬」をテーマとして開催

した住民との意見交換会では、議会に対し、厳しい意見があった一方で、議員活動

のあり方や地域と議員の関係について、貴重な意見を聴取することができた。 

また、議会報告会の運営を議会運営委員会が担ってきたが、「議会報告会実施要

綱」を策定することができたので、次回以降は、議会報告会プロジェクトが担って

いくという開催体制を整えることができた。今後は、できるだけ多くの世代が参加

できるようなテーマも検討し、開催していく。 

  第二に、「議会アンケートの実施」である。アンケートは、幅広い世代の意見を聴

く手段の一つであることから、平成２９年度の前半には実施できるよう、現在、当

委員会において準備を進めているところである。アンケート内容は、今後の議会活

動の参考とするため、議員定数や議員報酬だけでなく、議会全般に関する項目を設

定する。 

  第三に、「議員間での議論を尽くすこと」である。これは、議長の諮問に対する当

委員会の答申に繋がっていくものとなるもので、最も重要な事項である。住民の意

見を真摯に受け止め、議会活動や議員活動をできる限り客観的なデータにより分析

し、議員一人ひとりが冷静に自らの考えをまとめ、互いに議論を尽くし、議会とし

ての結論を導き出していく。 

  この３点の取組み結果によっては、議員定数や議員報酬に関する現行の規定の改

正が必要となり、行政経営審議会での審議、住民への一定の周知期間等を考慮する

と、平成２９年１２月議会定例会の１月前までに答申をするものとする。 

以上のことを踏まえ、当委員会では、諮問で示された議員定数と議員報酬に関す

る検討事項について、引き続き、答申に向けた協議を重ねていくこととする。 
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諮問書 「４検討の内容」 

(1) 議員定数について 

   議員定数は削減すればよいというものでも、多ければよいというものでもな

く、いろいろな要件の中でバランスのとれた定数であることが期待されると思

います。 

 ア 会議体としての議会の能率的な運営ができる定数であること。 

 イ 多数の住民が推す優れた人材が選出される定数であること。 

 ウ 町の組織体として、すなわち職員との調和が保たれる定数であること。 

 エ 民意が反映できる定数であること。 

 オ 議会の権能を発揮できる組織体であること。 

   ・議事機関としての権能―議論のできる定数であること。 

   ・立法機関としての権能―専門的な機能が発揮できる定数であること。 

   ・監視機関としての権能―チェック機関として適正である定数であること。 

(2) 議員報酬について 

 ア 子育て世代が政治参加できる環境であること。 

 イ 常勤ではないものの、それに近い活動をせざるを得ないこと。 

 ウ 町民に理解されること。 

 エ 議員としての道が開けること。 

 オ 公選職とのバランスがとれていること。 
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 平成 29 年 7 月 27 日(木) 

議 会 全 員 協 議 会 資 料 

議会に関するアンケート調査の回答状況 

 

１ 調査の概要 

 (1) 対象者 

   平成２９年６月１日現在、大口町に住民登録をしている１８歳以上の町民を、

年代別に無作為抽出した２，５００人。 

 (2) 実施方法 

   対象者に調査票を送付し、同封の返信用封筒により回答期限までに返送。 

 (3) 回答期間 

   平成２９年７月１日（土）～７月２０日（木） 

＊締切日以降、一定期間内（７月末日までを目途）に返送された調査票も集計

に含める。 

 

２ 回答者数 

  ７月２０日（木）現在 １，０１１人（４０．４４％） 

 

 

 ↑ ↑ ↑ ↑  

[6/30(金)] [7/3(月)] [7/4(火)～7/9(日)] [7/13(木)] [7/15(土)～7/18(火)]  

発送(午後) ＨＰ 広報無線(朝・夜) 礼状兼督促はがき発送 広報無線(朝・夜)  

 

３ 今後のスケジュール（予定） 

７月下旬 地問研  アンケート集計開始 

８月中旬 地問研  アンケート結果素案 

 議運   アンケート結果素案 確認・検討 

下旬 全協   アンケート結果素案 報告 

９月 議運   アンケート結果最終案 決定 

 全協   アンケート結果最終案 報告 

１０月 事務局  ホームページ アンケート結果公表 

 10/27   議会だより「アンケート結果」掲載 
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愛知県市町村議員定数推移（H28/6定数順）

定数 増減 定数 増減 増減 議員報酬

市町村名 H28/6 前年度 H27/6 前年度 H26/4 H25/4 H24/4 H23/5 H28-H23 H28/6 H23/5 H28年度

愛知県市町村計 1161 6,440 △ 9 1,170 △ 34 1,204 1,210 1,216 1,219 △ 58 74,769 74,158

名古屋市 75 30,571 0 75 0 75 75 75 75 0 22,928 22,583 990

名古屋以外の市計 875 5,469 △ 9 884 △ 26 910 916 922 924 △ 49 47,858 47,631

豊田市 45 9,396 0 45 △ 1 46 46 46 46 △ 1 4,228 4,247 629
一宮市 38 9,996 0 38 △ 2 40 40 40 40 △ 2 3,798 3,791 545
岡崎市 37 10,270 0 37 0 37 37 40 40 △ 3 3,800 3,733 590
豊橋市 36 10,419 0 36 0 36 36 36 36 0 3,751 3,758 585
春日井市  32 9,583 0 32 0 32 32 32 32 0 3,066 3,034 532
豊川市 30 6,076 0 30 0 30 30 30 30 0 1,823 1,824 479
西尾市 30 5,594 0 30 0 30 34 34 34 △ 4 1,678 1,664 455
安城市 28 6,566 0 28 △ 2 30 30 30 30 △ 2 1,838 1,788 477
刈谷市 28 5,345 0 28 0 28 28 28 28 0 1,497 1,468 467
稲沢市 26 5,275 △ 4 30 0 30 30 30 30 △ 4 1,371 1,369 481
瀬戸市 26 4,975 0 26 0 26 26 26 26 0 1,294 1,330 450
小牧市 25 5,978 △ 3 28 0 28 28 28 28 △ 3 1,494 1,493 504
あま市 24 3,618 0 24 △ 2 26 26 26 26 △ 2 868 868 403
東海市 22 5,076 0 22 0 22 24 24 24 △ 2 1,117 1,083 465
江南市 22 4,477 0 22 0 22 22 22 22 0 985 1,002 460
半田市 22 5,313 0 22 0 22 22 25 25 △ 3 1,169 1,185 450
碧南市 22 3,241 0 22 0 22 22 22 22 0 713 724 448
清須市 22 3,058 0 22 △ 2 24 24 24 24 △ 2 673 661 405
尾張旭市 21 3,846 0 21 0 21 21 21 21 0 808 803 425
北名古屋市 21 3,994 0 21 △ 3 24 24 24 24 △ 3 839 810 400
犬山市 20 3,715 0 20 0 20 20 20 22 △ 2 743 755 472
蒲郡市 20 4,061 0 20 0 20 20 20 20 0 812 818 457
知多市 20 4,223 0 20 △ 1 21 21 21 21 △ 1 845 852 435
津島市 20 3,173 0 20 0 20 20 20 20 0 635 655 417
日進市 20 4,384 0 20 0 20 20 20 20 0 877 838 416
知立市 20 3,505 0 20 △ 3 23 23 23 23 △ 3 701 684 405
豊明市 20 3,458 0 20 0 20 20 20 20 0 692 694 405
愛西市 20 3,165 0 20 △ 4 24 24 24 24 △ 4 633 653 400
みよし市 20 3,080 0 20 0 20 20 20 20 0 616 602 375
大府市 19 4,686 0 19 △ 2 21 21 21 21 △ 2 890 850 451
常滑市 18 3,135 0 18 0 18 18 18 18 0 564 549 397
新城市 18 2,629 0 18 0 18 18 18 18 0 473 503 372
長久手市 18 3,184 0 18 △ 2 20 20 20 20 △ 2 573 518 362
田原市 18 3,476 0 18 △ 2 20 20 20 20 △ 2 626 665 360
弥富市 16 2,706 △ 2 18 0 18 18 18 18 △ 2 433 433 397
高浜市 16 2,878 0 16 0 16 16 16 16 0 461 444 361
岩倉市 15 3,168 0 15 0 15 15 15 15 0 475 482 431

町村計 211 1,888 0 211 △ 8 219 219 219 220 △ 9 3,983 3,944

幸田町 16 2,467 0 16 0 16 16 16 16 0 395 379 300
扶桑町 16 2,111 0 16 0 16 16 16 16 0 338 335 281
東郷町 16 2,667 0 16 0 16 16 16 16 0 427 413 280
武豊町 16 2,653 0 16 △ 2 18 18 18 18 △ 2 424 423 275
東浦町 16 3,078 0 16 △ 2 18 18 18 19 △ 3 492 495 270

大口町 15 1,552 0 15 0 15 15 15 15 0 233 225 292

蟹江町 14 2,649 0 14 0 14 14 14 14 0 371 368 300
美浜町 14 1,690 0 14 0 14 14 14 14 0 237 254 245
阿久比町 14 1,980 0 14 △ 2 16 16 16 16 △ 2 277 252 237
大治町 12 2,574 0 12 0 12 12 12 12 0 309 294 265
南知多町 12 1,565 0 12 0 12 12 12 12 0 188 206 237
設楽町 12 426 0 12 0 12 12 12 12 0 51 58 195
飛島村 10 441 0 10 0 10 10 10 10 0 44 45 290
豊山町 10 1,515 0 10 △ 2 12 12 12 12 △ 2 151 145 284
東栄町 10 347 0 10 0 10 10 10 10 0 35 38 180
豊根村 8 144 0 8 0 8 8 8 8 0 12 13 145

出典：愛知県統計年鑑より作成
*1 名古屋市は増減はゼロだが、区で4増4減の定員調整
*2 津島市はH29/11に2名削減決議
*3 は定数に変更のあった市町

議員当たり
の住民数

定数 人口（単位100人）
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愛知県市町村議員定数推移（H28年報酬順）

定数 増減 定数 増減 増減 議員報酬

市町村名 H28/6 前年度 H27/6 前年度 H26/4 H25/4 H24/4 H23/5 H28-H23 H28/6 H23/5 H28年度

愛知県市町村計 1161 6,440 △ 9 1,170 △ 34 1,204 1,210 1,216 1,219 △ 58 74,769 74,158

名古屋市 75 30,571 0 75 0 75 75 75 75 0 22,928 22,583 990

名古屋以外の市計 875 5,469 △ 9 884 △ 26 910 916 922 924 △ 49 47,858 47,631

豊田市 45 9,396 0 45 △ 1 46 46 46 46 △ 1 4,228 4,247 629
岡崎市 37 10,270 0 37 0 37 37 40 40 △ 3 3,800 3,733 590
豊橋市 36 10,419 0 36 0 36 36 36 36 0 3,751 3,758 585
一宮市 38 9,996 0 38 △ 2 40 40 40 40 △ 2 3,798 3,791 545
春日井市  32 9,583 0 32 0 32 32 32 32 0 3,066 3,034 532
小牧市 25 5,978 △ 3 28 0 28 28 28 28 △ 3 1,494 1,493 504
稲沢市 26 5,275 △ 4 30 0 30 30 30 30 △ 4 1,371 1,369 481
豊川市 30 6,076 0 30 0 30 30 30 30 0 1,823 1,824 479
安城市 28 6,566 0 28 △ 2 30 30 30 30 △ 2 1,838 1,788 477
犬山市 20 3,715 0 20 0 20 20 20 22 △ 2 743 755 472
刈谷市 28 5,345 0 28 0 28 28 28 28 0 1,497 1,468 467
東海市 22 5,076 0 22 0 22 24 24 24 △ 2 1,117 1,083 465
江南市 22 4,477 0 22 0 22 22 22 22 0 985 1,002 460
蒲郡市 20 4,061 0 20 0 20 20 20 20 0 812 818 457
西尾市 30 5,594 0 30 0 30 34 34 34 △ 4 1,678 1,664 455
大府市 19 4,686 0 19 △ 2 21 21 21 21 △ 2 890 850 451
瀬戸市 26 4,975 0 26 0 26 26 26 26 0 1,294 1,330 450
半田市 22 5,313 0 22 0 22 22 25 25 △ 3 1,169 1,185 450
碧南市 22 3,241 0 22 0 22 22 22 22 0 713 724 448
知多市 20 4,223 0 20 △ 1 21 21 21 21 △ 1 845 852 435
岩倉市 15 3,168 0 15 0 15 15 15 15 0 475 482 431
尾張旭市 21 3,846 0 21 0 21 21 21 21 0 808 803 425
津島市 20 3,173 0 20 0 20 20 20 20 0 635 655 417
日進市 20 4,384 0 20 0 20 20 20 20 0 877 838 416
知立市 20 3,505 0 20 △ 3 23 23 23 23 △ 3 701 684 405
豊明市 20 3,458 0 20 0 20 20 20 20 0 692 694 405
清須市 22 3,058 0 22 △ 2 24 24 24 24 △ 2 673 661 405
あま市 24 3,618 0 24 △ 2 26 26 26 26 △ 2 868 868 403
愛西市 20 3,165 0 20 △ 4 24 24 24 24 △ 4 633 653 400
北名古屋市 21 3,994 0 21 △ 3 24 24 24 24 △ 3 839 810 400
常滑市 18 3,135 0 18 0 18 18 18 18 0 564 549 397
弥富市 16 2,706 △ 2 18 0 18 18 18 18 △ 2 433 433 397
みよし市 20 3,080 0 20 0 20 20 20 20 0 616 602 375
新城市 18 2,629 0 18 0 18 18 18 18 0 473 503 372
長久手市 18 3,184 0 18 △ 2 20 20 20 20 △ 2 573 518 362
高浜市 16 2,878 0 16 0 16 16 16 16 0 461 444 361
田原市 18 3,476 0 18 △ 2 20 20 20 20 △ 2 626 665 360

町村計 211 1,888 0 211 △ 8 219 219 219 220 △ 9 3,983 3,944

蟹江町 14 2,649 0 14 0 14 14 14 14 0 371 368 300
幸田町 16 2,467 0 16 0 16 16 16 16 0 395 379 300

大口町 15 1,552 0 15 0 15 15 15 15 0 233 225 292

飛島村 10 441 0 10 0 10 10 10 10 0 44 45 290
豊山町 10 1,515 0 10 △ 2 12 12 12 12 △ 2 151 145 284
扶桑町 16 2,111 0 16 0 16 16 16 16 0 338 335 281
東郷町 16 2,667 0 16 0 16 16 16 16 0 427 413 280
武豊町 16 2,653 0 16 △ 2 18 18 18 18 △ 2 424 423 275
東浦町 16 3,078 0 16 △ 2 18 18 18 19 △ 3 492 495 270
大治町 12 2,574 0 12 0 12 12 12 12 0 309 294 265
美浜町 14 1,690 0 14 0 14 14 14 14 0 237 254 245
阿久比町 14 1,980 0 14 △ 2 16 16 16 16 △ 2 277 252 237
南知多町 12 1,565 0 12 0 12 12 12 12 0 188 206 237
設楽町 12 426 0 12 0 12 12 12 12 0 51 58 195
東栄町 10 347 0 10 0 10 10 10 10 0 35 38 180
豊根村 8 144 0 8 0 8 8 8 8 0 12 13 145

出典：愛知県統計年鑑より作成
*1 名古屋市は増減はゼロだが、区で4増4減の定員調整
*2 津島市はH29/11に2名削減決議
*3 は定数に変更のあった市町

議員の対応
住民数

人口（単位100人）定数
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愛知県市町村議員定数推移（H28/6議員一人当たりの住民数順）

定数 定数 定数増減 住民増減 議員報酬

市町村名 H28/6 H23/5 H28-H23 H28-H23 H28/6 H23/5 人口増減 H28年度

愛知県市町村計 1161 6,440 2,288 3,241 △ 58 3,199 74,769 74,158 611

名古屋市 75 30,571 75 30,110 0 460 22,928 22,583 345 990

名古屋以外の市計 875 5,469 924 5,155 △ 49 315 47,858 47,631 227

豊橋市 36 10,419 36 10,438 0 △ 18 3,751 3,758 △ 7 585
岡崎市 37 10,270 40 9,332 △ 3 938 3,800 3,733 67 590
一宮市 38 9,996 40 9,478 △ 2 517 3,798 3,791 7 545
春日井市  32 9,583 32 9,482 0 101 3,066 3,034 32 532
豊田市 45 9,396 46 9,233 △ 1 163 4,228 4,247 △ 19 629
安城市 28 6,566 30 5,959 △ 2 607 1,838 1,788 51 477
豊川市 30 6,076 30 6,079 0 △ 3 1,823 1,824 △ 1 479
小牧市 25 5,978 28 5,330 △ 3 647 1,494 1,493 2 504
西尾市 30 5,594 34 4,894 △ 4 700 1,678 1,664 14 455
刈谷市 28 5,345 28 5,244 0 101 1,497 1,468 28 467
半田市 22 5,313 25 4,741 △ 3 572 1,169 1,185 △ 16 450
稲沢市 26 5,275 30 4,564 △ 4 710 1,371 1,369 2 481
東海市 22 5,076 24 4,513 △ 2 564 1,117 1,083 34 465
瀬戸市 26 4,975 26 5,115 0 △ 140 1,294 1,330 △ 36 450
大府市 19 4,686 21 4,049 △ 2 637 890 850 40 451
江南市 22 4,477 22 4,556 0 △ 79 985 1,002 △ 17 460
日進市 20 4,384 20 4,189 0 195 877 838 39 416
知多市 20 4,223 21 4,057 △ 1 166 845 852 △ 7 435
蒲郡市 20 4,061 20 4,092 0 △ 32 812 818 △ 6 457
北名古屋市 21 3,994 24 3,377 △ 3 617 839 810 28 400
尾張旭市 21 3,846 21 3,825 0 21 808 803 4 425
犬山市 20 3,715 22 3,431 △ 2 284 743 755 △ 12 472
あま市 24 3,618 26 3,338 △ 2 280 868 868 1 403
知立市 20 3,505 23 2,972 △ 3 533 701 684 17 405
田原市 18 3,476 20 3,326 △ 2 150 626 665 △ 39 360
豊明市 20 3,458 20 3,470 0 △ 13 692 694 △ 3 405
碧南市 22 3,241 22 3,293 0 △ 52 713 724 △ 11 448
長久手市 18 3,184 20 2,592 △ 2 592 573 518 55 362
津島市 20 3,173 20 3,274 0 △ 102 635 655 △ 20 417
岩倉市 15 3,168 15 3,213 0 △ 44 475 482 △ 7 431
愛西市 20 3,165 24 2,722 △ 4 442 633 653 △ 20 400
常滑市 18 3,135 18 3,049 0 86 564 549 16 397
みよし市 20 3,080 20 3,008 0 72 616 602 14 375
清須市 22 3,058 24 2,753 △ 2 304 673 661 12 405
高浜市 16 2,878 16 2,777 0 102 461 444 16 361
弥富市 16 2,706 18 2,408 △ 2 298 433 433 △ 1 397
新城市 18 2,629 18 2,792 0 △ 163 473 503 △ 29 372

町村計 211 1,888 220 1,793 △ 9 95 3,983 3,944 39

東浦町 16 3,078 19 2,607 △ 3 471 492 495 △ 3 270
東郷町 16 2,667 16 2,583 0 84 427 413 13 280
武豊町 16 2,653 18 2,352 △ 2 300 424 423 1 275
蟹江町 14 2,649 14 2,628 0 22 371 368 3 300
大治町 12 2,574 12 2,449 0 125 309 294 15 265
幸田町 16 2,467 16 2,371 0 96 395 379 15 300
扶桑町 16 2,111 16 2,093 0 17 338 335 3 281
阿久比町 14 1,980 16 1,575 △ 2 404 277 252 25 237
美浜町 14 1,690 14 1,814 0 △ 124 237 254 △ 17 245
南知多町 12 1,565 12 1,717 0 △ 152 188 206 △ 18 237

大口町 15 1,552 15 1,500 0 52 233 225 8 292

豊山町 10 1,515 12 1,206 △ 2 309 151 145 7 284
飛島村 10 441 10 450 0 △ 9 44 45 △ 1 290
設楽町 12 426 12 484 0 △ 58 51 58 △ 7 195
東栄町 10 347 10 382 0 △ 36 35 38 △ 4 180
豊根村 8 144 8 165 0 △ 21 12 13 △ 2 145

出典：愛知県統計年鑑より作成
*1 名古屋市は増減はゼロだが、区で4増4減の定員調整
*2 津島市はH29/11に2名削減決議
*3 は定数に変更のあった市町

議員当たり
の住民数

議員当たり
の住民数

人口（単位100人）
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【町議会への関心の有無からみた回答の傾向】
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地問研は、

関心あり系では、ある程度評価するが最も多い

報告書では、「このデータ（全体）から、分からないが５６．４％と最も多く、
半数を超えている」とし、性別・年代別がなされている。

⇒　関心の有無で集計しないと、誤った判断をしてしまわないか。
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大口町議会　議員の定数に対する各議員の考え方（平成２９年１２月８日現在）

定数 考え方

現状維持

アンケート調査結果から、議会を評価しようにも議会を知らない人が多数いることが分か
る。
議会のことをもっと知ってもらう努力が必要である。定数を削減すれば、さらに議会のこと
を知らない人が増える。
時勢を考えれば、定数を増やすことは考えられないことから、定数を維持し、アンケート調
査結果の「期待されていること」（Ｐ１６）を実行することにより、議会が評価されるよう
努力すべきである。

現状維持

全国町村議会議長会において、「町村議会議員の議員報酬等のあり方検討委員会」について
検討されている。
総務省においても本年７月から「町村議会のあり方に関する研究会」をスタートしている。
これらの検討会等の結論等を拠り所とした上で、結論を出してもよいのではないか、５年、
１０年先も見据えて結論を出すべきである。

現状維持

アンケート調査結果では、「分からない」が４２．４％と最も多く、「ちょうどよい」が２
６．９％で、大口町において総会という考え方はない。
町政に対して多様な意見を出すには、現状の１５人でよいと思う。
人格、識見ともにすぐれた代表者である議員の本来の仕事は学びであり、一般質問につなが
る。
一部事務組合議員の定数、協議会・審議会の定数、常任委員会の定数も考えれば、１５人
(現状維持)と思う。

現状維持

できる限り多くの町民の声を不公平なく政治に反映するには、どれだけの人数が必要かを検
討するべきであると考える。
町民が議員になることや、町民と議員の間の交流の機会を増やし、これまで以上に町民の政
治参加を促すためにも、むしろ人数が多い方がよいと考える。
議員定数の削減は、町政に町民の意見を反映させる機能、チェック機能を損なうと思われる
ため、現状維持が望ましいと考える。

現状維持

平成１７年には法定数２６人に対し大口町の議員定数は１８人で法定数に対し６９％、平成
１９年からは１５人で法定数に対し５７％で、法定数に対して低い議員数である。
現状、総務建設常任委員会、文教福祉常任委員会等の各常任委員会や一部事務組合の選出、
議会選出各種委員会などを考えると、議員定数は現状でよいのではないか。

現状維持
議会運営上、定数を減とした場合の負担増は避けられず、また、住民の声も吸い上げられな
くなり、議会の活性化も減退する可能性がある。議会活動の明確化に努力すれば、現状の１
５人でよい。

現状維持
アンケート調査では、定数は「分からない」が約４２％、残る５８％中「ちょうどよい」が
２６．９％との結果が出ている。
「議会に関心がない」が６３％以上のため、現在の議会運営を考えると現状の定数でよい。

現状維持

アンケート調査結果によれば、議会に対する関心は認められず、議員の評価も低いものの、
議会・議員をあまり理解されない中での結果であると思う。議員の働き・活動により、議会
への関心、議員への評価も理解されることに期待したい。
定数を一度削減したら、復活・増員のハードルは高く、困難となる。
大口町の次代を背負う若い世代の進出の門戸を閉ざさない。
働き方改革により、女性の進出が期待される。

現状維持

議会や議員との接点もなく、議会への関心も乏しい現状では、定数について、半数弱が「分
からない」と答え、「ちょうどよい」と答えた３割弱も、その根拠はいたって曖昧ではない
かと考える。
正直、私自身がよく分からないと言った方が当たっていると思うが、強いて言えば、現状ど
おりでよいと考える。
仕事量や他市町に比して多いと答えた方たちの理由のほとんどは、経費削減の考えが根底に
あったと思われる。
定数を減らすとしても１人又は２人までで、各区から１人など、余分な理屈抜きで世論は納
得するのではないかと考える。

１３人（２人減）
１３人に減らしても、各常任委員会や、その他委員会を兼務すれば可能である。
町内には１１行政区あり、仮に、各区から選出されても１１人にプラス２人で、１３人が必
要最低限の定数である。

1/2
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大口町議会　議員の定数に対する各議員の考え方（平成２９年１２月８日現在）

定数 考え方

１３人（２人減）

国の方針で、法人町民税の法人税割が９．７％から６％になり、税収減になるため、財源を
確保する。
議員１人当たりの経費は、報酬や共済費等を含めると約６４０万円。定数を２人減とすると
約１２８０万円の余裕ができるため、子育て支援や高齢者福祉等に充当する。
町の面積や人口を近隣の他自治体と比較しても議員数が多いので、津島市（定数２減）や岩
手県久慈市（定数４減）のように、次回選挙から定数を削減すべきである。

１３人（２人減）

議会費の総額が、町の予算の中でどの程度が妥当か、その中で報酬の割合をどうするかが問
題と考える。定数は、住民の意見を広聴するために適切な人数とすることが問題と考える。
報酬と定数は、別の論理で検討すべきである。
国や全国町村議会議長会が、議員の定数や報酬をテーマに検討している。来年度には結論が
出る予定であり、その結果を待って見直すことがよいと思う。
平成３１年４月の議員選挙には間に合わないかもしれないが、検討結果が出て、その結論を
妥当と考え、改定が必要なら、次々期の選挙から適用との条件で議決することもありと考え
る。ただし、住民から先送りと思われないよう、議会内で、この問題の討議内容を開示して
いくことが必要である。
常任委員会主義の継続を前提とする（本会議主義とするなら、さらなる改定も)。
各常任委員会６人×２＋議長とする。議長は全常任員会に所属（議決権はなし）。
議員が減少する分、住民の意見の広聴のため、定例会ごとに報告会を定例化する。

１３人（２人減）

近隣市町と比較して議員１人に対する町民の人数からみて、やはり多いという町民の声があ
り、特に扶桑町との比較を耳にする。
１３人にしても、議員一人ひとりの活動が幅広くなり、町民の目に留まりやすくなると思
う。
削減された２人分の財源は、生活困窮者に対し、少しでも暖かい手を差し伸べることがで
き、財政的に無理のない支援ができる。
常任委員会についても、問題なく対応できると思う。

１４人（１人減）

近隣市町をみても削減の方向にあり、定数を滅らさなければ、町民の理解が得られない。
しかし、今の仕事量を考えると１４人は必要である。１４人は偶数であるため、今後の議会
運営なども考慮すると採決などもしやすくなるのではないか。
住民の声を少しでもきめ細かく行政に届けるためには、現状の１５人体制でいきたいが、い
ろいろなバランスを考えると１４人体制が最善だと思われる。
何が何でも議員定数は減らせば、住民の理解が得られるとは考えていない。

１４人（１人減）

旧地域の現状や政党代表、アンケート調査結果の住民の自由意見から考えると、現状維持、
１４人又は１３人ということになる。
もともと議員定数は偶数が基本であり、１人削減し１４人が妥当である。
たった１人の削減で、住民がどのように取るか分からないが、議会が少しでも議会改革に取
り組んでいるという形を示すことが重要である。

現状維持 ９人
１３人（２人減） ４人
１４人（１人） ２人

2/2
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大口町議会　議員の報酬に対する各議員の考え方（平成２９年１２月８日現在）

報酬 考え方

現状維持

アンケート調査結果から、議会を評価しようにも議会を知らない人が多数いることが分か
る。
議会のことをもっと知ってもらう努力が必要である。定数を削減すれば、さらに議会のこと
を知らない人が増える。
時勢を考えれば、報酬を増やすことは考えられない。報酬を維持し、アンケート調査結果の
「期待されていること」（Ｐ１６）を実行することにより、議会が評価されるよう努力すべ
きである。
報酬で生活できてこそ、議会に専念できることを、選ぶ立場の人たちにも理解してもらうこ
とも大切である。

現状維持

全国町村議会議長会において、「町村議会議員の議員報酬等のあり方検討委員会」について
検討されている。
総務省においても本年７月から「町村議会のあり方に関する研究会」をスタートしている。
現状も昭和５３年の「議員報酬の適正化に関する申し合わせ」を拠り所としている。

現状維持

住民の中には２９万２千円そのままを議員が受けていると思っている方もいる。可処分額を
伝えると驚かれる方もいる。
議員の若返りも言われる中で、報酬を現状以下にすれば、さらになり手はいなくなる。本来
議員は専業が望ましいが、副業をせざるえない。
生活が安定してこそ、安心して活動ができる。

現状維持
仕事量などを考えると、現状維持が一番最善の選択である。
これ以上多くては、町民の理解が得られず、また、少なくては、ますます若い人たちの町議
会議員になる意欲がなくなる。

現状維持

「報酬は生活給ではない」と言われているが、ある程度、生活できるだけの金額でなくて
は、若い人も手が挙げられない。
ますます議員のなり手がなくなり、議会そのものの将来性が危ぶまれる。
報酬を上げることは、現状を鑑み、無理と思うが、現状を維持すべきである。

現状維持

アンケート調査では、報酬は「分からない」が３５．２％、「活動内容に個人差があり一概
には言えない」が２３．７％との結果であり、後の４０％中、約半数が「ちょうどよい」と
ある。「少ないと若い人のなり手がない」と言う意見もあることを考えると、特に変える必
要もない。

現状維持
本来は報酬増が望ましいが、議員の仕事内容が住民に十分理解されていないため、現状維持
でいたしかたない。

現状維持

議会費の総額が、町の予算の中でどの程度が妥当か、その中で報酬の割合をどうするかが問
題と考える。定数は、住民の意見を広聴するために適切な人数とすることが問題と考える。
報酬と定数は、別の論理で検討すべきである。
国や全国町村議会議長会が、議員の定数や報酬をテーマに検討している。来年度には結論が
出る予定であり、その結果を待って見直すことがよいと思う。
平成３１年４月の議員選挙には間に合わないかもしれないが、検討結果が出て、その結論を
妥当と考え、改定が必要なら、次々期の選挙から適用との条件で議決することもありと考え
る。ただし、住民から先送りと思われないよう、議会内で、この問題の討議内容を開示して
いくことが必要である。
現行の基準、町長の１／３の根拠について、町民に具体的な数値による説明が必要である。
政務活動費（研修費＋活動費）の増額、費用弁償を再考することも必要である。
議員の役割を明確にするため、地方自治法に公選職の規定を盛り込み、時代に合った議員活
動の明確化、報酬への考え方の見直しを促す意見書提出活動も必要である。
住民の意見の多様化に伴い、議員の職務が非常勤では務まらず、常勤化している現状を反映
させる。早急には難しいと思うが、時代に即した地方自治法の改正を国に要求し、多様化し
ている議員の役割を明確にし、報酬の概念の改定に結び付ける。

現状維持
高すぎるからもっと下げるべきとか、もっと上げたらとか、ほんの一部の声もあるが、大口
町は不交付団体でもあり、報酬は現状でもなんら問題ないと思う。

1/2
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大口町議会　議員の報酬に対する各議員の考え方（平成２９年１２月８日現在）

報酬 考え方

現状維持

見直しの必要があるものの、現時点では現状維持しかない。
議員の活動・働きが町民に理解されることが必要ではないか。そのために、議員は次のこと
を理解しなければならないと思う。
議会は、住民の意思を行政に反映させる使命を負っている。
開かれた議会の要件は、議会運営・議会活動が、住民にとって分かりやすい、住民の意思を
反映している、住民にとって参加しやすいものである必要がある。
分かりやすい議会とするには、公開性・透明性を高めなければならない。つまり、重要な政
策については、結論だけでなく、議論の過程や問題となった事項を住民に周知することが求
められる。例えば、請願・陳情の審査には、関係者の立ち合いを許可する。
見直し案
若年層に見合う経済的環境を整備する。
首長の報酬を基準にするのではなく、議員として独立した体系を整える。
報酬の見直し(引き上げ)には時間を要すると思われるので、当面、議員の活動を活発にし
て、政務活動費の見直しを図る。

現状維持

報酬については明確な基準がなく、現在は町長の概ね３０％という全国町村議会議長会の調
査結果が採用されている。
愛知県内の町村の中でもトップクラスの報酬であるが、現在の報酬では、限られた若年層の
候補者しか出られない。
市議会議員並とまでとは言わないでも、それぐらいに上げるのが希望である。
ただ、今回のアンケートでは、そうした意見もほとんどないことから、現状維持が妥当であ
る。

ある程度の額は必
要

議員側の事情だけでなく、町民の生活や労働の実態に照らし合わせ、町民の所得の平均値を
町民に提示にすることで理解を得る必要があると考える。
若い人や意欲のある人が出やすい環境をつくる観点では、ある程度の報酬は確保することは
必要であると考える。

増額

議員報酬は生活給ではないという意見があるが、やはり報酬をいただく中で保険料や各種支
払いが発生しており、生活の一部になっているのが現実である。議員のみの報酬で生活でき
るかと問われれば難しいと思う。
退職した人ばかりではなく、若い人や女性が進出するきっかけになればよいと考える。
報酬の上げ幅は、議員で決めるのではなく、有識者による第三者機関を設けて諮問すればよ
い。

３．５％（１万
円）削減

アンケート調査結果において、高いと評価された割合は１５．３％とデータとしては小さい
ものの、その声を大切にすることによって議員としての立場を見直してもらえるように努め
るためにも、報酬を現状から３．５％（１万円）削減する。

世代によって額に
差をつける

報酬についてはやはり世代によって差をつけるべきであると考える（例：長崎県小値賀
町）。

現状維持 １１人
ある程度の額は必
要

　１人

増額 　１人
削減 　１人
世代によって差を
つける

　１人

2/2
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様式第２（第１１条関係） 

 

議会報告会 開催結果報告書 

会 議 名 平成２９年度議会報告会 

会    場 
①中小口地区コミュニティーセンター 

②余野学習等共同利用施設 

日    時 
①平成３０年２月３日（土）１４:００～１５:５０ 

②平成３０年２月４日（日）１４:００～１５:２５ 

参 加 人 数 
①  ２０ 

②  ２７ 

人 （ 

人 （ 

男 

男 

１８ 

１９ 

人 

人 

・ 

・ 

女 

女 

２ 

８ 

人 

人 

） 

） 

出 席 議 員 

① 田 正 江口昌史 酒井政宗 大竹伸一 

 齊木一三 丹羽 孝 倉知敏美 宮田和美 

②岡 孝夫 船戸光男 鈴木義彦 柘植 満 

 伊藤 浩 丹羽 勉 木野春徳 宮田和美 

【主な意見、要望、対応等】 

１ アンケート調査結果 

〈中小口〉 

 ・回答者で女性の比率と６０歳代が多いことを、どう分析されたか。 

 ・２，５００人のアンケート依頼は、年代についても均等にされたか。 

 ・若い人は特に関心がない。２世帯の家には、広報が１部しか配布されず不都合な

ので、２部もらうことはできないか。 

〈余野〉 

 ・アンケートの有効回収数１，１３８人の年齢や性別の詳細を伺いたい。 

 ・議会改革で夜間議会をしないと、現役世代が議員になるのは無理である。女性の

参加を含め検討してほしい。 

 ・若い人を参加させるために、町や議会は検討しているのか。また、現在何か取り

組んでいるのか。 

２ 議員の定数・報酬 

〈中小口〉 

 ・定数を削減すれば当選する人は限られてくる。定数をいじるのは法的にどうか。 
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 ・大口町は、扶桑町に比べ住民との割合でみると議員の数が多い。議会費は、議員

報酬のパーセンテージが多いか少ないのか、中身を検討してほしい。 

 ・議員一人ひとりが何をやっているか、見える化をしてもらえれば、報酬を上げて

もいいと思う。 

〈余野〉 

 ・議員の活動が分からなくては、定数・報酬について評価のしようがない。 

 ・議員定数は近隣市町と比べ大口町は多い。人口割が正しいとは思っていないが、

住民感情から１～２名は削減すべきである。検討してほしい。 

 ・委員会などの人員配置を考えれば、私は１５人で良いと思うが。 

 ・議員の仕事は、執行部監視及び立法機関であり、このような場で定数・報酬の話

し合いは少しおかしいのではないか。 

３ その他意見交換 

〈中小口〉 

 ・２期目の町長ビジョンで、５０年先と言わず、１０年先の明るいビジョンを出し

ていただきたい。 

 ・入鹿用水の用排水が分離されずに、中小口の苗田の用水に入ってきてしまう。何

とか対策してもらえないか。 

 ・町内の道路標識が見にくい、きちんとしてほしい。 

 ・北小学校東側の国道４１号のトンネル脇の私有地のごみをとって欲しい。大変見

苦しい。 

〈余野〉 

 ・大口中学校の学力向上は、どうなっているのか。 

 ・昨年から空き巣が多い。議会としてはどう考えているのか。 

 

平成３０年２月１３日 

大口町議会 議長  宮田 和美 様 

 

上記のとおり提出します。 

議会報告会プロジェクト リーダー 伊藤  浩 
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大口町議会議長 

宮田和美   様 

 

 

記録：議会報告会 

 

作成：H30.2.5 酒井正宗 

 

 

１、日時    平成３０年２月３日（土）１４：００～１５：５０ 

２、場所    中小口地区コミュニティーセンター 

３、出席者   一般２０人 

        議員 ８人（宮田議長、丹羽孝、倉知、齊木、吉田、大竹、 

              江口、酒井） 

４、議会報告会次第 

 ①開会挨拶     司会進行（丹羽孝） 

 ②議員挨拶     各議員 

 ③議長挨拶     （宮田） 

 ④アンケートの報告   

           議会アンケート調査結果の概要説明 前半（大竹） 

                 〃          後半（酒井） 

 ⑤議員の定数・報酬について 

           検討結果の説明（吉田） 

 ⑥質疑応答     座長（倉知） 

           アンケート調査結果と定数、報酬についての質疑 

 ⑦その他の意見交換 座長（齊木） 

 ⑧閉会挨拶     司会進行（丹羽孝） 

 

当日配布資料 

 資料１．大口町議会に関するアンケート調査報告書【概要版】 

   ２．大口町議会に関するアンケート調査票（抜粋） 

   ３．平成２８年度意見交換会「議員の定数と報酬」（議会だより No.210） 

     平成２９年度議会の概要、議会だより、議会報告会アンケート 
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議会報告会：会議録 

 

（質疑応答） 

 

座長（倉知） 

 

  皆様、改めましてこんにちは、ご紹介がありました倉知でございます。 

  ここからは、意見交換の場とさせて頂きます。概ね４５分程予定をして  

おります。最初に皆様に３件お願いがあります。 

  １件目は、質問される方は、挙手をして頂き、地区名とお名前を最初にお願

い致します。 

  ２件目は、アンケート調査結果の質疑と議員の定数・報酬以外のご意見はの

ちほどお時間を取らせて頂きます。 

  ３件目は、できるだけ多くの方からお話しを頂けたらと思います。 

  要望等も出るかと思いますが、お答えできないものについては、議会として

町執行部に議会として確実にお伝え致します。宜しくお願い致します。 

 

中小口 仙田さん 

 

 アンケートの意見を述べろと言われても、何なのかと思う。 

 議会自体、信頼されていない。議会はいつやっているのか、聞かないと   

分からない。議会は身近な存在になって欲しい。 

  定数を削減すれば、当選する人は限られてくる、定数をいじるのは法的に  

どうか。 

 

答弁（齊木） 

 

  定数についてお答え致します、人口割合で以前は定数が決まっていました

が、平成２３年地方自治法改正により、各自治体で定数を決めることができ

るようになりました。 

大口町も平成１９年の一般選挙から定数１８人から１５人に削減をしてい

ますが、２３年度からは定数のしばりはなくなったとご理解下さい。 

 

座長（倉知） 

 

  アンケート全体からのご質問で結構です。 
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下小口 酒井さん 

  

  アンケート回答者のプロフィールについて伺います。 

  回答者で女性の比率が多いのと、６０歳代が多いのはどういうことか、分析

はされたか。 

  

答弁（大竹） 

 

  答えになるか分かりませんが、アンケート調査で回答を頂いた１，１３８人

について、結果として女性からと６０歳代が多かった。 

 

下小口 酒井さん 

 

  ２，５００人のアンケート依頼の層別については、男性と女性は５０：５０

で依頼したのか。年代についても均等に依頼されたか。 

 

答弁（丹羽孝） 

 

  ランダムな依頼ではあるが、ほぼ均等に性別、年代を考慮してアンケート調

査依頼は出している。アンケートの詳細版は、ホームページを参照下さい。 

 

座長（倉知） 

 

  アンケートの回答については、若い人は関心が低いと思われます。 

 

中小口 安藤さん 

 

  若い人は特に関心がない。私のところは２世帯ですが、広報は１部しか配布  

されない。私が見てから子供達家族が読んでいる、２部もらうことができな

いか。 

 

答弁（宮田） 

 

  私のところも２世帯ですが１部しかきません。私が読んでから息子夫婦が

読んでいます。２世帯の場合、区費とか、各地区によって徴収方法により配

布部数が決まっていると思います。 
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座長（倉知） 

 

  ご意見ありがとうございました。議会の方でも検討してまいります。 

  先ほど、議会日程が知らされていないというご意見をもらいましたが、  

それについての、意見はどうですか。 

 

答弁（丹羽孝） 

 

  資料で議会だより No.214 をつけていますが、議会だよりの最終頁に議会日

程の予定を掲載しています。また、広報無線でも都度、案内をさせてもらっ

ています。 

 

中小口 仙田さん 

 

  アンケートの内容について、議員定数と議員報酬を聞いているが、他に聞く

テーマはないのか。 

 

答弁（齊木） 

 

  一昨年、下小口地区と豊田地区で議会報告会を開催したときに、議員報酬と  

定数について議論させて頂きましたが、もう少し論議を重ねるということ

になったので、今回もその経緯で質問させてもらいました。 

 

座長（倉知） 

 

  ご理解頂けたでしょうか、設問内容については、今後議会で検討していきま

す。議員報酬については、どうでしょうか。 

 

下小口 酒井さん 

 

  平成２９年４月現在、大口町の人口は２３，７５７人ですが、議員１人当た

りで住民は約１，５００人となります。扶桑町の議員は１６人で、１人あた

りの住民は約２，０００人であるが、大口町は住民との割合でみると議員の

数が多いと思う。 

  議会費については、議員報酬のパーセンテージが多いか少ないか、中身の検  

討をしてほしい。岩倉市と比べてどうか。 
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答弁（吉田） 

   

  議員１人あたりの住民の数は、扶桑町２，１１１人、大口町１，５５２人、

豊山町１，５１５人、岩倉市３，１６８人となっています。大口町は、ほぼ

豊山町と同じ、岩倉市は人口が倍で議員数が１５人の為、１人あたりの住民

も倍となります。 

  議会の概要の６頁を見て頂ければ、定数については、平成２３年以前は２６

人と法律的にはなっていましたが、法令より実際は１５人と大口町は少な

い。 

  議会費の割合は、定数の多い少ないで変わる。通常、議会費は、予算の１％

程度ではないか。 

  定数については、１５議員のうち９人が現状維持、４議員が２人削減、２議

員が１人削減という考えです。 

  ２月１４日の議会運営委員会にて、定数・報酬の取りまとめをします。 

 

中小口 仙田さん 

 

  大口町は、議員１人に月２９２，０００円支払っている。１５人で月に約４

５０万円になります。大口町の人口で割れば、住民１人当たりの負担額が出

る。１人当たり、２００円程度になるが、２００円なら安いと思う。 

  住民からすれば税金の中から支払うわけですから、議員は能率給にしたら  

どうか。 

  議員報酬を私個人で払う、払った分だけ減税してもらえればよい。 

 

答弁（丹羽孝） 

  

  報酬は法律で生活給ではないと規定されている。 

  現在、総務省で兼職規定を変える方向で検討が進んでいる、もう少し時間を  

頂きたい。 

 

秋田 渡辺さん 

 

  倉知議員の支援者として、今日は話すつもりはなかったが、若い人の興味が

少ない。この会も若い人には、とっつきにくい。私も大口プロモーションを

やっていますが、広報で流しても、誰も知らない。 
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  議員一人一人が何をやっているか、見える化をしてもらえば、報酬を上げて

もいいと思います 

 

  若い人から見ると、議員は区長と繋がっているだけでなく、若い人への  

アピールをしてほしい。若い人に議員の見える化を、もっとしてほしい。 

 

座長（倉知） 

 

  議員間でも、今、一生懸命、見える化の検討はしています。 

 

答弁（宮田） 

 

  貴重なご意見を頂きました、秋田から、この会場に来て頂いているが、若い

人達に一人でも二人でも、もっと顔を出してもらい、若い人の意見を吸収し

ていきたい。 

  新しい意見を、これからも取り入れて議会も進めていきたい。 

 

座長（倉知） 

 

  佳境に入って来ましたが、予定の時間がやってまいりました。 

  貴重なご意見を沢山いただき、参考になりました。 

  この部はこれで、終わらせて頂きます。ありがとうございました。 

 

司会者（丹羽孝） 

 

  時間が遅れていますが、これからは「その他の意見交換」の場としたいと  

思います。座長は齊木議員にお願い致します。 

 

座長（齊木） 

 

  「その他意見交換会」を概ね１５分ほどの予定で行いたいと思います。 

私は座長の齊木です。よろしくお願い致します。 

色々な、ご要望等につきましては、確実に執行部にお伝えするように、致し

ます。 

それでは、皆様からご意見を頂戴したいと思います。 
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大屋敷 福西さん 

 

  要望です。豊かな大口町ということですが、２期目の鈴木町長のビジョンで、

５０年先といわず、１０年先の明るいビジョンを出して頂きたいと思いま

す。 

  町長に伝えて頂きたい。 

 

座長（齊木） 

 

  町長にお伝えいたします。ありがとうございました。 

 

中小口 安藤さん 

 

  木津用水、合瀬川の改修をやっていますが、入鹿用水について、最終の堰堤

から中小口は取水しているが、入鹿用水の用排水が分離されずに苗田の用

水に入ってきてしまう、何とか対策してもらえないか。 

 

座長（齊木） 

 

  この場で分かる者がおりませんので、持ち帰って後日ご返事をさせて  

下さい。 

 

中小口 仙田さん 

 

  農業用水も汚染が結構ある、タンクローリーが垂れ流しているのが原因。 

  タンクローリーの不法投棄をみて、警察にも何度も言っている。入鹿池に  

投棄している、犬山警察署にも何度も言っているということを知ってほし

い。 

 

座長（齊木） 

 

  私どもも、勉強不足で目が届いていませんが、今後勉強して検討していきた

いので、よろしくお願いいたします。 

  ほかに、ございませんか。 
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中小口 近藤さん 

 

    町内の標識が見にくい、きちんとして欲しい。 

  北小学校の東側の国道４１号下のトンネルですが、トンネルが暗い。 

  その脇の私有地ですが、ゴミをとって欲しい。大変見苦しい。 

  柿野橋の拡幅工事を是非やって欲しい。 

 

座長（齊木） 

 

  交通標識については、早速、町に申し伝えます 

  国道４１号のトンネルについては、委員会で視察したりしていますが、明確

な意見ができていないので検討させてもらいます。 

  時間が参りました。本当に貴重なご意見を頂戴致しました。 

  本日頂きました、ご意見、ご提案等は議員で討議して必要なものは、町執行

部に伝えるようにいたします。 

  これで意見交換会を閉じさせて頂きます。 

  ありがとうございました。 

 

司会（丹羽孝） 

 

  予定していました時間を超えてしまいましたが、活発な意見を頂き、ありが

とうございました。 
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大口町議会議長 

宮田 和美 様 

 

記録：議会報告会 

 

                     作成 平成３０年２月５日 

                             船戸 光夫 

 

１．日時   平成３０年２月４日（日）１４時００分～１５時２５分 

２．場所   余野学習等共同利用施設 

３．出席者  一般２７人（男１９人、女８人）   

       議員８人（宮田議長、岡、船戸、鈴木、柘植、伊藤、丹羽勉、

木野） 

４．報告会次第 

 ・開会挨拶・・・総合司会（丹羽勉） 

 ・議員挨拶・・・各議員 

 ・議長挨拶・・・（宮田） 

 ・アンケート調査結果＜概要版＞の説明 

  Ｐ１～４  船戸   Ｐ５～８ 岡 

 ・議員の定数・報酬検討結果の説明・・・（柘植） 

 ・質疑応答（アンケート結果、定数、報酬）・・・座長（伊藤） 

 ・その他意見交換・・・座長（木野） 

 ・閉会挨拶・・・総合司会（丹羽勉） 

５．当日配布資料 

資料１ 大口町議会に関するアンケート調査報告書【概要版】 

    ２ 大口町議会に関するアンケート調査票（抜粋） 

３ 平成２８年度意見交換会「議員の定数と報酬」（議会だよりNo.210） 

      平成２９年度議会の概要、議会だより、議会報告会アンケート 

 

 

 

＊以下、IC レコーダの録音データから報告会での質問、答弁を記載する。 
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余野 泉原さん 

 

   アンケート以前のことをお聞きしたい。資料１ページのところで、調査

対象が２，５００人で、それに対する１，１３８人の有効回答数の数字

は出ていますが、年齢・性別の詳細を伺いたい。データがなければよい。 

 

岡 

 

   男性の場合１，１３８人に０．４３６をかけて人数、そのようになりま

す。 

 

余野 泉原さん 

 

   わかりました了解です。 

   次に、直近の投票率について教えてほしい。 

 

伊藤 

 

   後で調べて返答します。 

 

岡 

 

   昨年１０月の補欠選挙は２人出て、投票率は５９．５％です。 

   平成２７年４月町議会選挙の投票率は５６．９６％です。 

   詳細はホームページでご確認をお願いします。 

 

余野 芦澤さん 

 

   町議会の評価は何に対してのアンケートか知りたい。 

 

伊藤 

 

   町議会全体としたアンケートです。 

 

余野 工藤さん 
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   町議会議員の名前を知っていますかの問いに議会だよりを７０％ぐらい

が見ているはずである。 

毎回、全議員の名前・顔を、１人１ページを使ってＰＲしたらどうか。 

 

伊藤 

 

   現在は一般質問で行っています。今後はまた検討いたします。 

 

余野 松本さん（男） 

 

   資料８ページの質問で議会改革をしないと若い世代は議員になれないた

め、夜間議会などをしないと現役世代は無理である。 

   女性の参加も含め、今後検討してほしい。 

 

伊藤 

 

   今後含めて考えていきたいが、夜間議会をやっても議会改革には繋がら

ない。 

 

柘植 

 

   議会改革で休日夜間議会というのは、意見としてよく出てくるが、始め

た事はいいが参加者が少ないと費用対効果も上がらない。 

休日、夜間にすると職員の手をわずらわす事になる。また色々と検討し

ていきたいと、思います。 

 

余野 松本さん（女） 

 

   議員の平均年齢はいくつですか？ 

 

伊藤 

 

   ６５歳です。 
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余野区長 

 

   若い人を参加させるには町が検討するのか議会で検討するのか、 

   また現在何か取り組んでいるか。 

 

柘植 

 

   町としてはない。議会としても選挙で出てくるので、議会として、若い

人をどうしたら出せるのかは難しい。若い人達が出られる報酬、定数を

検討している。 

 

余野区長 

 

   それでは、特に取り組んでいないのですね。 

 

伊藤 

 

   報酬を上げるなどを議会で話し合いをしている。 

 

余野区長 

 

   特には、手だては考えていないのですね。 

 

柘植 

 

   議員はボランティアではできないし、片手間で議員はできない。 

   市議会議員なら良いが、なぜか同じ事をしているのに報酬に差がある。 

 

伊藤 

 

   次に、定数・報酬についての質疑応答に入ります。 

 

余野区長 

 

   議員の活動内容が分からなくては、評価のしようがない。 
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伊藤 

 

   議員の年間スケジュールをホームページに載せるようにしている。 

   報酬は議会では決められない。審議会で決まる。 

 

柘植 

 

   議員の活動はどこまで載せていいのか問題である。 

 

余野区長 

 

   それは大口町だけの審議会か？ 

 

伊藤 

   そうです。 

 

余野 楠さん 

 

   議員定数について私の意見を述べます。 

   近隣市町と比較して大口町は多いと思う。 

人口割が正しいとは私も思っていませんが、大口町と同じ定数でもっと 

大きい規模の自治体議会があるが、住民感情から１名～２名は削減すべき

である。検討してほしい。 

 

余野 吉田さん 

 

   議員の地域推薦をどう思うか。そろそろ考える時期ではないか。 

 

伊藤 

 

地域推薦も定数削減に関しても、平成２８年度議会意見交換会でもさまざ

まなご意見を頂いております。 

 

余野 工藤さん 

 

   委員会などの人員配置を考えれば、私は１５人で良いと思うが、議会に
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おいて現状の定数が少ないとか、多いとか意見はないのか。 

   定数には根拠があると良い。それがないと意見が言えない。 

 

柘植 

 

時間の都合で簡単に報告しましたが、定数１８人の時から１５人にし  

て、今は２つの常任委員会にした。定数１８人の時は、常任委員会は３つ

あった。定数を減らすとかけ持ちになる、という意見もある。 

 

余野 泉原さん 

 

議会議員の仕事は執行部監視及び立法機関という仕事をするためであり、 

このような場で本日の内容は少しおかしいのでないか。 

議会として専門的な内容を提示してもらえれば、私たちはそれに対して意

見を述べたいと思う。 

 

伊藤 

 

   貴重なご意見ありがとうございます。 

 

【その他質疑応答】 

 

余野 松本（男） 

 

大口中学校の学力向上という事に関してはどうなっているのか、議会か 

ら教育委員会へは言っているのか。 

 

木野 

 

   教育委員会へは議会から伝えているが、すぐ結果はでない。 

 

さつきヶ丘 古川さん 

 

昨年から空き巣が多い。江南警察との絡みもあるが、大口議会としては 

どんな考えでおられるか。 
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木野 

 

北地域自治組織としても防犯・青パトなども行っているが、相手はプロ 

であり、なかなか効果が出ない事実がある。 

 

さつきヶ丘 古川さん 

 

   今後もよろしくお願いします。 

 

岡 

 

以前、私はこの問題を一般質問で取り上げているが、役場の方から聞く 

とその時は減少していると聞いているが、ここにきて増加しているため、

行政と住民で協力していかなければならないと考える。 

町民からの問題としても防犯・防災・交通安全の問題がいつも出てくる。

重点問題として考える。 

 

柘植 

 

防犯対策補助金制度とか、各家庭配布に配布される防犯シールなどで、こ

の地域は防犯に対してみんなの目があるということを知らしめると、犯罪

の減少に繋がるということで、私ども議会としても、しっかりと取り組ん

でいきます。 

 

                                 以上 

 

 

 

-146-



【議
会

報
告

会
　

ア
ン

ケ
ー

ト
結

果
】

　
　

　
　

2/
3 

回
答

者
 1

4
人

(男
 1

3人
・
女

 1
人

)
2/

4 
回

答
者

 2
5
人

(男
 1

7人
・
女

 8
人

)

2
0歳

未
満

30
歳

代
40

歳
代

5
0歳

代
6
0歳

代
7
0
歳

以
上

計
秋

田
0人

0人
0人

1人
0人

0人
1人

豊
田

0人
0人

0人
0人

0人
0人

0人
大

屋
敷

0人
0人

0人
0人

0人
1人

1人
外

坪
0人

0人
0人

0人
0人

0人
0人

河
北

0人
0人

0人
0人

1人
0人

1人
余

野
0人

0人
0人

1人
6人

6人
1
3人

上
小

口
0人

0人
0人

0人
1人

1人
2人

中
小

口
0人

0人
0人

1人
0人

1人
2人

下
小

口
0人

0人
0人

0人
2人

1人
3人

垣
田

0人
0人

0人
0人

0人
1人

1人
さ

つ
き

ケ
丘

0人
0人

0人
0人

1人
1人

2人
町

外
0人

0人
0人

2人
2人

0人
4人

男
性

　
計

0
人

0人
0人

5
人

1
3
人

1
2
人

3
0人

2
0歳

未
満

30
歳

代
40

歳
代

5
0歳

代
6
0歳

代
7
0
歳

以
上

計
秋

田
0人

0人
0人

0人
0人

0人
0人

豊
田

0人
0人

0人
1人

0人
0人

1人
大

屋
敷

0人
0人

0人
0人

0人
0人

0人
外

坪
0人

0人
0人

0人
0人

0人
0人

河
北

0人
0人

0人
0人

0人
0人

0人
余

野
0人

0人
1人

2人
1人

2人
6人

上
小

口
0人

0人
0人

0人
0人

0人
0人

中
小

口
0人

0人
0人

0人
0人

0人
0人

下
小

口
0人

0人
0人

0人
0人

1人
1人

垣
田

0人
0人

0人
0人

0人
0人

0人
さ

つ
き

ケ
丘

0人
0人

0人
0人

0人
0人

0人
町

外
0人

0人
0人

0人
1人

0人
1人

女
性

　
計

0
人

0人
1人

3
人

2
人

3
人

9人

2
0歳

未
満

30
歳

代
40

歳
代

5
0歳

代
6
0歳

代
7
0
歳

以
上

合
計

合
計

0
人

0人
1人

8
人

1
5
人

1
5
人

3
9人

平
成

3
0
年

2
月

3
日

(
土

)

　
1
4
:
0
0
～

1
5
:
2
5
　

余
野

学
習

等
共

同
利

用
施

設

　
　

参
加

者
　

2
7
人

(
男

 
1
9
人

・
女

 
8
人

)
問

①
 性

別
 ・

 問
②

 年
齢

 ・
 問

③
 地

域

平
成

3
0
年

2
月

4
日

(
日

)

　
1
4
:
0
0
～

1
5
:
5
0
　

中
小

口
地

区
コ

ミ
ュ

ニ
テ

ィ
ー

セ
ン

タ
ー

　
　

参
加

者
　

2
0
人

(
男

 
1
8
人

・
女

 
2
人

)

ア
ン

ケ
ー

ト
回

答
者

　
3
9
人

(
男

 
3
0
人

・
女

 
9
人

)

4
0
歳

代
, 0

%
5

0
歳

代
, 1

7
%

6
0
歳

代
, 4

3
%

7
0
歳

以
上

, 4
0

%

男
性

2
0
歳

未
満

3
0
歳

代
4

0
歳

代
5

0
歳

代
6

0
歳

代
7

0
歳

以
上

4
0
歳

代
, 3

%

5
0
歳

代
, 2

1
%

6
0
歳

代
, 3

8
%

7
0
歳

以
上

, 3
8

%

合
計

2
0
歳

未
満

3
0
歳

代
4

0
歳

代
5

0
歳

代
6

0
歳

代
7

0
歳

以
上

4
0
歳

代
, 1

1
%

5
0
歳

代
, 3

4
%

6
0
歳

代
, 2

2
%

7
0
歳

以
上

, 3
3

%

女
性

2
0
歳

未
満

3
0
歳

代
4

0
歳

代
5

0
歳

代
6

0
歳

代
7

0
歳

以
上

1/
4

-147-



【議
会

報
告

会
　

ア
ン

ケ
ー

ト
結

果
】

　
　

　
　

無
職

自
営

業
会

社
員

そ
の

他
合

計
男

性
17

人
3人

1人
9人

3
0
人

女
性

5人
0人

0人
4人

9
人

合
計

22
人

3人
1人

13
人

3
9
人

回
答

数
回

答
数

7
2

7
2

3
1

6
1

1 1
未

回
答

3
1
人

1 3

回
答

数
回

答
数

2
1

3
1

2
1

9
12

未
回

答
2

3
人

1 1 1

平
日

の
夜

、
土

日
・
祝

日
の

夜
平

日
の

夜
、

土
日

・
祝

日
の

午
前

、
土

日
・
祝

日
の

午
後

、
土

日
・
祝

日
の

夜

そ
の

他

項
目

平
日

の
午

前

平
日

の
午

後
、

土
日

・
祝

日
の

午
後

項
目

広
報

お
お

ぐ
ち

、
そ

の
他

議
会

だ
よ

り
、

広
報

お
お

ぐ
ち

、
尾

北
ホ

ー
ム

ニ
ュ

ー
ス

チ
ラ

シ
、

議
員

・
知

人
の

紹
介

チ
ラ

シ
、

そ
の

他

項
目

広
報

お
お

ぐ
ち

チ
ラ

シ

土
日

・祝
日

の
夜

議
会

だ
よ

り

議
会

だ
よ

り
、

広
報

お
お

ぐ
ち

、
チ

ラ
シ

広
報

お
お

ぐ
ち

、
尾

北
ホ

ー
ム

ニ
ュ

ー
ス

平
日

の
夜

、
土

日
・
祝

日
の

午
前

議
会

だ
よ

り
、

広
報

お
お

ぐ
ち

、
チ

ラ
シ

、
尾

北
ホ

ー
ム

ニ
ュ

ー
ス

土
日

・祝
日

の
午

前
、

土
日

・
祝

日
の

午
後

、
土

日
・
祝

日
の

夜

議
員

・知
人

の
紹

介

問
⑥

 参
加

し
や

す
い

開
催

日
時

（複
数

回
答

）

平
日

の
午

後
平

日
の

夜
土

日
・祝

日
の

午
前

土
日

・祝
日

の
午

後

項
目

問
④

 職
業

議
会

だ
よ

り
、

広
報

お
お

ぐ
ち

議
員

・知
人

の
紹

介
、

尾
北

ホ
ー

ム
ニ

ュ
ー

ス

問
⑤

 何
で

知
っ

た
か

（
複

数
回

答
）

無
職

, 5
6

%

自
営

業
, 8

%

会
社

員
, 3

%

そ
の

他
, 3

3
%

職
業

無
職

自
営

業
会

社
員

そ
の

他

2/
4
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【議
会

報
告

会
　

ア
ン

ケ
ー

ト
結

果
】

　
　

　
　

回
答

数
32

人
3
人

1
人

3
人

39
人

回
答

数
30

人
4
人

1
人

4
人

39
人

合
計

そ
の

他
わ

か
ら

な
か

っ
た

未
回

答

項
目

問
⑧

 説
明

わ
か

っ
た

ち
ょ

う
ど

よ
か

っ
た

短
か

っ
た

長
か

っ
た

未
回

答
合

計

問
⑦

 時
間

項
目

ち
ょ

う
ど

よ
か

っ

た
, 8

2
%

短
か

っ
た

, 8
%

長
か

っ
た

, 2
%

未
回

答
, 8

%

時
間

ち
ょ

う
ど

よ
か

っ
た

短
か

っ
た

長
か

っ
た

未
回

答

わ
か

っ
た

, 7
7

%

わ
か

ら
な

か
っ

た
, 

1
0

%そ
の

他
, 3

%
未

回
答

, 1
0

%

説
明

わ
か

っ
た

わ
か

ら
な

か
っ

た
そ

の
他

未
回

答

3/
4
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会

報
告

会
　

ア
ン

ケ
ー

ト
結

果
】

　
　

　
　

回
答

数
19

人
12

人
4
人

4
人

39
人

回
答

数
20

人
14

人
2
人

3
人

39
人

合
計

参
加

し
た

く
な

い

問
⑩

 今
後

の
参

加
項

目
参

加
し

た
い

テ
ー

マ
に

よ
っ

て
は

参
加

す
る

未
回

答

合
計

よ
く
な

か
っ

た
よ

か
っ

た

未
回

答

問
⑨

 感
想

普
通

項
目

普
通

, 4
9

%

よ
か

っ
た

, 3
1

%

よ
く
な

か
っ

た
, 

1
0

%

未
回

答
, 1

0
%感

想

普
通

よ
か

っ
た

よ
く
な

か
っ

た
未

回
答

参
加

し
た

い
, 

5
1

%

テ
ー

マ
に

よ
っ

て

は
参

加
す

る
, 

3
6

%

参
加

し
た

く
な

い
, 

5
%

未
回

答
, 8

%

今
後

の
参

加

参
加

し
た

い
テ

ー
マ

に
よ

っ
て

は
参

加
す

る
参

加
し

た
く
な

い
未

回
答

4/
4
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議
会
報
告
会
ア
ン
ケ
ー
ト
 
 
 
意
見
・
要
望
・
提
案
 

 平
成
３
０
年
２
月
３
日
（
土
）
 
中
小
口
地
区
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
ー
セ
ン
タ
ー
 

 ・
地

域
自
治

組
織
の
役

員
を

し
て
い

る
。
日

頃
か

ら
自
治

組
織

に
援
助

を
い
た
だ

い
て
い

る
が
、
今
後

と
も
イ

ベ
ン
ト

へ
の

参
加
を
し

て
い
た

だ
き
、
住

民
と
の
つ
な
が
り
を
深
め
て
く
だ
さ
い
。
 

 ・
で
き
る
と
こ
ろ
か
ら
一
つ
ず
つ
進
め
て
い
く
意
志
が
見
え
た
。
 

 ・
こ
の
よ
う
な
活
動
は
、
大
変
意
義
が
あ
る
と
思
い
ま
す
。
頑
張
っ
て
く
だ
さ
い
。
 

 ・
７
５
歳
以
上
の
医
療
費
の
無
償
化
の
実
施
。
高
等
学
校
ま
で
の
教
育
の
無
償
化
の
実
行
。
高
等

学
校
ま
で
の
給
食
費
の
無
償
化
の
実
行
。
 

 ・
有

意
義
な

お
話
、
あ

り
が

た
く
聞

き
ま
し

た
。

初
め
て

議
員

さ
ん
の

顔
も
拝
見

さ
せ
て

も
ら
い
、
一

生
懸
命

、
大
口

町
の

た
め
に
や

っ
て
く

れ
て
い
る

の
だ
と
思
い
ま
し
た
。
 

 平
成
３
０
年
２
月
４
日
（
日
）
 
余
野
学
習
等
共
同
利
用
施
設
 

 ・
議

会
議
員

の
本
来
の

仕
事

は
、
執

行
機
関

の
監

視
機
能

と
議

員
の
立

法
機
能
と

考
え
ま

す
。
そ
の
仕

事
を
行

う
た
め

、
立

候
補
さ
れ

、
私
ど

も
は
投
票

し
、
当
選
さ
れ
た
。
皆
様
に
は
、
報
酬
と
か
定
数
に
気
を
使
う
こ
と
な
く
、
本
来
の
活
動
を
し

て
い
た
だ
き
た
い
。
 

 ・
議

員
定
数

は
、
人
口

で
み

る
の
で

は
な
く

、
議

員
の
仕

事
等

を
考
え

て
決
定
し

て
ほ
し

い
。
議
会
の

意
見
は

、
行
政

に
ど

れ
だ
け
の

力
が
あ

る
の
か
。

行
政

に
対
す

る
力
が

弱
く
な

っ
て
は

困
り
ま

す
。
行
政
へ

の
住

民
の
意

見
等
が
反

映
す
る

よ
う
に
、

議
会
に
は

頑
張
っ

て
ほ

し
い
で
す

。
そ
の

た
め
に

は
、
安
易
に
定
数
を
減
ら
す
べ
き
で
は
な
い
と
思
い
ま
す
。
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 ・
基

本
条
例

が
で
き
た

こ
と

を
契
機

に
、
こ

の
よ

う
な
ア

ン
ケ

ー
ト
を

実
施
さ
れ

た
こ
と

は
、
今
後
に

向
け
て

の
第
一

歩
で

あ
る
と
思

い
ま
す

。
町
政
に

対
し

、
決
し

て
無
関

心
の
つ

も
り
は

あ
り
ま

せ
ん
が
、
私

自
身

、
も
っ

と
関
心
を

持
っ
て

、
住
民
と

し
て
考
え

て
い
か

ね
ば

と
思
っ
て

い
ま
す

。
今
回

は
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
 

 ・
今

後
の
活

性
化
の
た

め
に

は
、
立

候
補
に

つ
い

て
、
選

挙
に

つ
い
て

、
地
元
の

有
力
者

が
す
る
も
の

と
い
う

旧
態
依

然
と

し
た
も
の

が
未
だ

に
あ
り
、

言
っ

て
み
れ

ば
、
お

任
せ
す

る
、
関

わ
り
た

く
な
い
と
い

う
保

守
的
傾

向
が
ま
だ

ま
だ
強

い
の
で
、

私
た
ち
自

身
、
考

え
直

し
て
い
か

ね
ば
と

、
改
め

て
思
わ
さ
れ
た
次
第
で
す
。
 

 ・
大

口
町
シ

テ
ィ
プ
ロ

モ
ー

シ
ョ
ン

メ
ン
バ

ー
と

し
て
参

加
し

ま
し
た

。
こ
の
活

動
者
は

、
一
般
の
有

志
で
、

大
口
町

の
魅

力
を
伝
え

、
住
み

続
け
た
い

町
と

な
る
よ

う
活
動

し
て
い

ま
す
。

こ
の
活

動
者
が
、
ぜ

ひ
議

員
の
皆

さ
ま
に
も

活
動
を

知
っ
て
ほ

し
い
と
願

っ
て
お

り
ま

す
。
お
忙

し
い
と

は
存
じ

ま
す

が
、
ぜ

ひ
、
大

口
町
の

た
め
に

活
動
す

る
住
民
の
活

動
を

知
っ
て

い
た
だ
き

た
く
思

い
ま
す
。

毎
週
第
３

土
曜
日

、
健

康
文
化
セ

ン
タ
ー

１
階
ロ

ビ
ー
に
て
会
議
を
し
て
い
ま
す
。
よ
ろ
し
け
れ
ば
一
度
、
ご
参
加
を
く
だ
さ
い
ま
す
よ
う
お
願

い
い
た
し
ま
す
。
 

 ・
若
い
世
代
、
女
性
の
参
加
が
少
な
い
。
何
ら
か
の
対
策
を
望
み
ま
す
。
 

 ・
議
会
報
告
会
を
複
数
回
実
施
し
な
い
と
、
意
見
は
出
し
難
い
。
 

 ・
議
会
基
本
条
例
が
で
き
る
と
、
議
員
立
法
が
可
能
に
な
る
と
思
い
ま
す
が
、
大
口
町
議
会
で
は

、
今
後
の
取
組
み
に
つ
い
て
は
い
か
が
で
す
か
。
 

 ・
本
日
は
、
議
会
報
告
会
に
参
加
さ
せ
て
い
た
だ
き
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
多
様
な
ご
意

見
を
伺
い
ま
し
て
、
と
て
も
参
考
と
な
り
ま
し
た
。
 

 ・
今
年
度
は
、
町
内
の
他
企
画
と
議
会
報
告
会
が
重
な
り
、
タ
イ
ミ
ン
グ
が
ど
う
だ
っ
た
の
か
思

い
ま
し
た
。
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・
第

１
回
に

行
っ
た
議

会
報

告
会
は

、
多
様

な
意

見
、
要

望
を

持
っ
て

住
民
の
方

は
参
加

さ
れ
た
と
思

い
ま
す

。
会
全

体
と

し
て
は
ま

と
ま
り

が
な
か
っ

た
か

も
し
れ

ま
せ
ん

が
、
保

育
園
に

入
れ
な

い
と
言
っ
て

困
っ

て
い
た

方
が
、
会

場
で
発

言
さ
れ
た

こ
と
で
、

保
育
園

に
入

所
で
き
た

の
で
、

テ
ー
マ

の
あ
る
会
と
要
望
を
聞
く
会
と
、
年
に
数
回
行
っ
て
は
ど
う
で
し
ょ
う
か
。
 

 ・
定

数
も
さ

る
こ
と
な

が
ら

、
議
会

の
権
能

を
発

揮
で
き

る
能

力
の
あ

る
議
員
の

確
保
が

必
要
な
の
で

し
ょ
う

ね
。
ま

た
、

住
民
の
期

待
を
裏

切
る
よ
う

な
方
が
議
員
を
続
け
る
こ
と
は
、
議
会
の
評
価
を
下
げ
る
要
因
の
一
つ
に
な
る
で
し
ょ
う
ね
。

 

 ・
議
会
改
革
＝
議
員
定
数
と
報
酬
の
話
ば
か
り
な
の
で
、
そ
れ
以
外
に
も
改
革
す
べ
き
こ
と
は
あ

る
ん
じ
ゃ
な
い
で
し
ょ
う
か
。
 

 ・
初

め
て
参

加
さ
せ
て

い
た

だ
き
、

勉
強
さ

せ
て

い
た
だ

き
ま

し
た
。

私
自
身
の

勉
強
不

足
で
見
え
て

い
な
い

部
分
が

多
く

、
勝
手
な

こ
と
は

申
し
上
げ

ら
れ

ま
せ
ん

が
、
現

在
、
直

面
し
て

い
る
問

題
、
ま
た
、

近
々

の
成
果

、
進
展
し

な
い
問

題
等
の
内

容
に
つ
い

て
の
報

告
が

も
っ
と
あ

る
と
、

前
向
き

に
感
じ
ま
す
。
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